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はじめに
　

　本市では、環境に良い取組の「道しるべ」となる「会津若松市第２期環境基

本計画」を平成26年３月に策定し、各種環境施策を推進しています。

　本書は、令和３年度の本市の環境の現状と環境基本計画に基づく環境施策の

実績についてまとめたものです。

　本書を通じて、環境に対する関心を高め、理解を深めていただくとともに、

自然と歴史に彩られた会津若松市の豊かな環境を将来に引き継いでいくため、

市民・事業者の皆様と市役所が連携し、具体的な行動をするための「かけ橋」

として活用していただければ幸いです。

　わたしたちのまちは、雄大な自然と史跡若松城跡に代表される豊富

な歴史的文化遺産の中で、今日まで着実な発展を続けてきた。

　しかしながら、近年の都市化の進展や生活様式の変化等に伴い、本

市においても新たな課題として都市型及び生活型公害の発生や廃棄物

の増加及び不法投棄等の問題が顕在化してきており、さらに、元来自

然が持つ浄化能力を上回る生産活動や消費活動そのものが直接、間接

に地球規模で環境に影響を与えていることから、新たな対応が求めら

れている。

　健全で恵み豊かな環境の下に、健康で文化的な生活を営むことは市

民の権利であり、わたしたちは、この良好な環境を保全及び創造し、

将来の世代に継承していくべき責務を有している。

　このような認識の下、市民、事業者及び行政のすべての者の協力と

働きかけによって、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を

構築し、人と自然が共生できる会津若松市の実現を目指し、この条例

を制定する。

会津若松市環境基本条例　前文
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はじめに、会津若松市を
取り巻く状況についてみ
てみるモリン。

第１章　　会津若松市の概況



会津若松市の概況

１．地勢

　　本市は、福島県の西部、会津盆地の東南に位置し、東は猪苗代湖と接し、南は大戸岳、

布引山など諸山岳を境とし、西は会津盆地を縦断する阿賀野川水系阿賀川（大川）を越え、

市域面積は382.99k㎡です。市街地は東から西へ緩やかな傾斜を示し、その中心を阿賀野

川水系湯川が流れ、阿賀川へ注いでいます。

２．人口等

　　本市の人口は、平成７年頃の約137,000人（旧北会津村、旧河東町含む）をピークに

徐々に減少傾向にあり、令和３年10月１日時点の人口は116,000人、世帯数は49,150世

帯、１世帯あたりの人数は約2.4人です。

３．交通

　　本市には、電車やバス等の公共交通機関もありますが、主に自家用自動車が市民の主な

交通手段になっています。乗用車と軽自動車の合計登録数は平成30年頃まで増加傾向に

ありましたが、ここ数年は減少しており、令和３年度は99,783台でした。

　　市民およそ1.2人に１台の割合で、車両を保有していることになります。
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◆　本市における自動車等登録台数の推移

４．気候

　　本市は、四方を山々に囲まれた盆地に位置しているため、内陸盆地特有の気候を示し、

冬季は日本海側の気候となって好天が少なく降雪量が多く、雪に閉ざされた寒い日が続き

ます。　　

　　しかし、夏季は反対に盆地特有の高温の日が続き、春、秋はこれに内陸性の気候条件も

加わって、日中と夜間の気温差が大きくなります。

⑴　年間平均気温・日照時間・降水量

　近年、最高・最低気温ともに高めに推移しており、最高気温は平成30年８月23日に

38.5度を記録し、猛暑傾向が続いています。令和３年は、平均気温が12.6度、最高気温

37.3度、最低気温-12.3度でした。

　年間累積降水量は約 1,200～1,300mm で、年により変動はありますが､比較的安定した

降水量が続いています。年間を通した降水パターンは、６～９月の夏季に増加するのに加

え､雪の多い冬季にも降水量が増加するのが特徴です。

　　令和３年の降水量は1,232.0mm、日照時間は1,730.3時間でした。
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（会津若松市の概況）
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　◆　年間平均気温・日照時間・降水量

　⑵　年間降雪日数と最深積雪量

　　　降雪日数は年間100日程度で、過去 40年間の最深積雪は115㎝（昭和56年及び平成

23年）です。１日の降雪量は、昭和55年 12月 14日の98cmが過去最大の値です。

　　　令和３年の降雪日数は71日、最深積雪は66cmでした。

  ◆　年間降雪量と最深積雪量
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（会津若松市の概況）

（資料：気象庁）



計画の目標と進捗状況に
ついて、説明するモリン。

第２章　　第２期環境基本計画の概要



第２期環境基本計画の概要

１　第２期環境基本計画とは

「会津若松市第２期環境基本計画」（計画期間：平成26年度から令和５年度の10年

間）は、環境基本条例第３条の基本理念に基づき、環境施策を総合的かつ計画的に推し

進めるため、平成26年３月に策定したもので、本市のまちづくりの指針である第７次

総合計画を環境面から実現する、環境行政の最上位の計画です。

（関連資料：96ページ　資料１）

２　本市の望ましい環境像

　　　今日、これまでの大気汚染等の公害問題や都市化の進展、生活様式の変化による廃棄

物の増大、騒音問題といった地域的な問題のほか、地球温暖化、資源・エネルギー問題

等の地球規模の問題が深刻化しています。

　　とりわけ、東日本大震災以降は、除染等による環境回復や地域における再生可能エネ

ルギーの供給システムの確立、環境と社会との共生・持続可能性の仕組みづくりが求め

られています。

　　また、平成27年９月、国連総会において「持続可能な開発のための2030アジェン

ダ」が採択され、国際社会が持続可能な社会の実現のために取り組むべき課題として

「持続可能な開発目標（SDGs）」が示されました。この中で、環境問題は、経済的・社

会的な課題と相互関連し、不可分であることが明記されています。

　　本市においても、地球環境の保全や地球温暖化防止、都市型公害を含む様々な公害等

に対応しながら、本市の豊かな自然環境を健全で恵み豊かに将来の世代に引き継ぐこと

と、東日本大震災からの地域経済の活力再生や地方創生に向けた取組との調和を図って

いく必要があります。

　　また、本市では、健康や防災、エネルギー、環境といった市民生活を取り巻く様々な

分野での連携を深めながら、将来に向けて、持続力と回復力のある力強い地域社会、市

民が安心して快適に暮らすことができるまち、「スマートシティ会津若松」を目指して

様々な取組を進めています。

　　こうした状況を踏まえ、私たちは、一人ひとりの行動が地球環境に影響を及ぼしてい

ることや、私たちが生活する上で、環境の保全は欠かすことのできないものであること

を認識し、環境を守りながら、快適で豊かな生活を目指すこと（＝スマート）が重要と

なります。

　　本計画では、この『スマート』な考え方や行動規範を基本とし、自然や生活環境を良

くしていく取組、ムダのない省エネルギーに配慮した生活、再生可能エネルギーの活用

などを、市民や事業者、行政が連携・協働し取り組むことにより、自然環境と事業（経

済）活動、日常生活とが調和した社会を目指します。
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（第２期環境基本計画の概要）



「 土・水・緑　そして 人　共に創るスマートなまち　会津若松」

　　　　　　　　　　環境を守りながら、快適で豊かな生活を目指すこと

３　「持続可能な開発目標（SDGs）」との関連について

　　「持続可能な開発目標（SDGs）」は、2030年までに先進国も途上国もすべての国が関

わって解決・達成すべき世界共通の目標として、平成27年９月、国連で採択されまし

た。エネルギーや水資源、気候変動など環境に関する課題だけでなく、貧困や保健、教

育や経済成長など、幅広い課題に関する17項目のゴール（目標）とそれらに付随する

169のターゲット（達成基準）によって構成されており、環境問題はこれらの経済的・

社会的な課題と不可分であることが明記されています。

　　　こうした考え方は、「良好な環境を保全及び創造し、将来の世代に継承していく」

責務を明記している会津若松市環境基本条例や、「環境を守りながら、快適で豊かな生

活を目指すこと」を「スマート」と定義し、「環境の負荷の少ない持続的発展が可能な

社会、人と自然が共生し市民が安心して暮らせる社会づくり」を目指す「第２期環境基

本計画」にも反映されております。

　　
　　【「第２期環境基本計画」に関連するSDGsロゴマーク】

5

「望ましい環境像」

（第２期環境基本計画が目指すまちの姿）

「望ましい環境像」

（第２期環境基本計画が目指すまちの姿）
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（第２期環境基本計画の概要）



４　環境基本計画の基本目標と個別目標

　　「望ましい環境像」を実現するため、以下の「基本目標」と「個別目標」を設定します。
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　１－１　空気や水がきれいで安心して暮らせるまち

　１－２　環境と生活スタイルが調和した快適なまち　　　

　１－３　放射能の不安のない安心なまち

　２－１　豊かな自然環境を守り、育てるまち

　２－２　美しい里山と農地を守り、活かすまち

　２－３　猪苗代湖の水環境を守り、次代に引き継いでいくまち

　３－１　再生可能エネルギーの地産地消ができるまち

　３－２　みんなでＣＯ２を減らすまち　　

　３－３　再生可能エネルギーとＩＣＴを活用したまち

　３－４　「もったいない」が息づくまち

　４－１　みんなで考え、みんなで学ぶまち

　４－２　協働の輪を広げ、環境にやさしいまち

基本目標の実現に向けた個別目標

基本目標
１

基本目標
２

基本目標
３

基本目標
４

－猪苗代湖水環境保全計画－

－新エネルギービジョン、バイオマス活用推進計画－

（第２期環境基本計画の概要）

基本目標１

　きれいな環境で、
　 安心して健康に
　暮らせるまちをつくる

基本目標２

　緑豊かで、
　　住んでいて心地よく、
　　 人と自然が共生する
　　  　　　まちをつくる

基本目標３

　地球温暖化を防ぐため、
　 環境と事業活動が

　　　調和したまちをつくる

－地球温暖化対策実行計画
（区域施策編）－

基本目標４

　環境保全をともに学び
　　協働する
　　　まちをつくる

土・水・緑　そして人
共に創るスマートなまち

会津若松

望ましい環境像
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５　令和３年度　環境目標進捗状況一覧

個別目標 環境目標
目標値と実績値

前年度との比較 目標達成状況

1-1

水路への油漏れ事故等の件数 ⤵

地下水の有機塩素化合物未検出率 ⤴

1-2

河川の水質の環境基準達成率 100% → 達成

汚水処理人口普及率 ⤴ 達成

自動車騒音に係る環境基準の達成率 →

1-3

→ 達成

放射線の影響を不安に感じる市民の割合 ‗

2-1

森林施業面積 1,347ha 1,999ha 2,092ha 2,267ha ⤴

自然環境や動植物の保護を行う市民の割合 ‗

2-2

7,580a 9,350a ⤴ 達成

担い手に集積された農用地の面積割合 78% ⤴ 達成

2-3

農業集落排水施設水洗化率 ⤴

高度処理型浄化槽の普及率 35.6% ⤴

猪苗代湖・流域清掃活動参加者数 →

猪苗代湖及び流入河川の水質

中田浜

COD 0.7mg/ℓ 1.1mg/ℓ 1.2mg/ℓ ⤵

全窒素 0.18mg/ℓ 0.20mg/ℓ 0.23mg/ℓ ⤵

全リン 0.011mg/ℓ0.004mg/ℓ 0.004mg/ℓ → 達成

赤井川

BOD 1.4mg/ℓ 1.1mg/ℓ 1.0mg/ℓ ⤴ 達成

全窒素 1.24mg/ℓ 0.85mg/ℓ 0.88mg/ℓ ⤵ 達成

全リン 0.093mg/ℓ0.095mg/ℓ 0.045mg/ℓ ⤴ 達成

原川

BOD 0.8mg/ℓ 0.5mg/ℓ 0.6mg/ℓ ⤵ 達成

全窒素 0.53mg/ℓ 0.40mg/ℓ 0.50mg/ℓ ⤵ 達成

全リン 0.031mg/ℓ 0.018mg/ℓ 0.020mg/ℓ ⤵ 達成

3-1

太陽光発電 344.3TJ ⤴

太陽熱利用 0.5TJ → 達成

風力発電 750.1TJ →

水力発電 6,245.3TJ ⤴

99.8TJ ⤴

地熱発電 0.0TJ →

0.0TJ →

バイオマス発電 392.3TJ →

バイオマス熱利用 417.1TJ ⤴

バイオマス燃料製造 3.1TJ →

温度差熱利用 7.2TJ → 達成

R3実績値の評価

現状値（H24） R2実績値 R3実績値 目標値（R5）

基
本
目
標
1

9件 13件 14件 0件

56％ 56％ 67％ 100％

71％ 100％ 100％

79.7％ 87.3％ 88.4％ 87.9％

100％ 83％ 83％ 100％

毎時0.23μSv（追加的被ばく線量の推計が年間
1mSv）を超える地区の数

7地区 0地区 0地区 0地区

44.8％
（H30）
31.0％

（H30）
31.0％

0％

基
本
目
標
2

21％
（H30）
10.5％

（H30）
10.5％

60％

環境保全型農業直接支援対策事業の対象面積
※

（H27）
5,987a

（R8）
7,000a

59.1％ 76.8％ （R8）
78％

赤井：97.0％
共和：90.4％

赤井：98.9％
共和：94.0％

赤井：98.8％
共和：94.7％

赤井：100％
共和：94.8％

25.9％ 32.9％ 45％

514名 0名 0名 600名

0.7mg/ℓ以下

0.2mg/ℓ以下

0.01mg/ℓ以下

1.2mg/ℓ以下

1.1mg/ℓ以下

0.08mg/ℓ以下

0.8mg/ℓ以下

0.5mg/ℓ以下

0.03mg/ℓ以下

基
本
目
標
3

再生可能エネルギーの供給目
標値（熱量換算）

（H22）
20.3TJ

（H29）
119.9TJ

（H30）
338.8TJ

（H22）
0.3TJ

（H29）
0.5TJ

（H30）
0.5TJ

（H22）
0.0TJ

（H29）
381.5TJ

（H30）
381.5TJ

（H22）
6,206.7TJ

（H29）
6,199.0 TJ

（H30）
6,233.5TJ

うち小水力発電
（1,000kW未満）

（H22）
61.2TJ

（H29）
52.7TJ

（H30）
89.9TJ

（H22）
0.0TJ

（H29）
0.0TJ

（H30）
0.0TJ

うち地熱バイナリー
発電

（H22）
0.0TJ

（H29）
0.0TJ

（H30）
0.0TJ

（H22）
0.0TJ

（H29）
390.4TJ

（H30）
390.4TJ

（H22）
12.8TJ

（H29）
14.8TJ

（H30）
15.0TJ

（H22）
2.1TJ

（H29）
2.0TJ

（H30）
2.0TJ

（H22）
6.8TJ

（H29）
12.4TJ

（H30）
12.4TJ
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個別目標 環境目標
目標値と実績値

前年度との比較 目標達成状況

3-1

雪氷熱利用 0.0TJ → 達成

計 8,160.0TJ ⤴

一次エネルギー需要 14,245.8TJ ⤴ 達成

⤴ 達成

バイオマスの活用目標

24% ⤴

64% ⤴ 達成

37% ⤵

49% ⤵ 達成

3-2

→

各家庭における節電・節水等の省エネ取り組み率 ‗

エコドライブ宣言者数 →

「福島議定書事業」参加団体数（市内）※ ⤴

「エコチャレンジ事業」参加世帯数（市内）※ ⤴

3-3

電気自動車・プラグインハイブリッド車台数 ⤴

充電器設置数（一般家庭除く） ⤴

3-4

1,222g 1,241g 1,231g 1,031g ⤴

総リサイクル量 11,726t 11,708t ⤵

4-1

環境教室（子ども向け・市民向け）参加者数 ⤴

環境関連の出前講座の実施回数 ⤴

4-2

環境関連イベントの参加者数 ⤴

公園等緑化愛護会数 →

６　市域全体の温室効果ガス排出量（推計値）　状況一覧

部門 前年度比 基準年度比

産業部門 233.2 207.3 222.1 298.4 7.1% -4.8%

民生家庭部門 219.2 222.9 207.0 233.3 -7.1% -5.6%

民生業務部門 297.3 215.6 228.3 264.2 5.9% -23.2%

運輸部門 176.1 164.3 211.3 166.3 28.6% 20.0%

その他 92.8 156.8 160.5 40.0 2.4% 73.0%

再生可能エネルギーの導入による削減量 － -47.1 -60.5 -118.6 28.5% －

計 1,018.6 919.8 968.7 883.6 5.3% -4.9%

R3実績値の評価

現状値（H24） R2実績値 R３実績値 目標値（R5）

基
本
目
標
3

再生可能エネルギーの供給目
標値（熱量換算）

（H22）
0.0TJ

（H29）
0.0TJ

（H30）
0.0TJ

（H22）
6,249.0TJ

（H29）
7,120.5TJ

（H30）
7,374.2TJ

（H22）
15,976.5TJ

（H29）
12,770.8TJ

（H30）
11,771.8TJ

一次エネルギー需要に占
める再生可能エネルギー
供給量の割合

（H22）
39.1％

（H29）
55.8％

（H30）
62.6％

57％

廃棄物系
バイオマス

生ごみ
利用率

（H22）
27％ 21％ 50％

下水汚泥
利用率

（H22）
23％ 61％ 60％

廃食用油
利用率

（H22）
26％ 39％ 60％

未利用系
バイオマス

間伐材
利用率

（H22）
0％ 85％ 20％

省エネ診断等の受診施設数（平成21年度からの累計） （H22）
4件 45件 45件 70件

76％
（H30）
72.8％

（H30）
72.8％

100％

（H22）
164名 414名 414名 450名

（H29）
事業所：92

学校：21

事業所：97
学校：10

事業所：105
学校：18

事業所：230
学校：50

（H29）
117世帯 81世帯 141世帯 500世帯

（H22）
5台 376台 390台 8,000台

（H22）
6基 33基 36基 40基

1日1人あたりのごみ排出量

13,038ｔ 13,000ｔ以上

基
本
目
標
4

117名 47名 69名 450名

37回 11回 23回 50回

5,191名 0名 98名 7,000名

84団体 72団体 72団体 85団体

※第2期環境基本計画（改訂版）から新たに追加した環境目標

目標値と実績値（単位：千トンCO2） H30実績値の評価

基準年度（H22） H29実績値 H30実績値 目標値（R5）

基
本
目
標
3



令和３年度に実施した
環境に良い取組をまとめ
たモリン。

第３章　　環境基本計画に基づく事業
～令和３年度　取組実績～



基本目標１　 きれいな環境で、安心して健康に暮らせるまちをつくる  
　
　大気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭などは工場や事業所ばかりでなく、日常生活からも発生してお
り、市民が健康で安心した生活をする上で支障となるものについては、未然に防ぐ必要があります。
　そのため、事業者や市民の協力による環境負荷の低減、継続的な環境の監視や調査による環境悪
化の未然防止などに取り組み、放射線量については、今後とも継続的な測定と正確な情報の共有に
より、市民の不安感の払拭に努め、市民が健康で快適に暮らせるまちをつくります。

個別
目標 環境目標

目標値と実績値 R３実績値の
評価・分析

現状値 実績値 目標値 前年度
との比較

目標値
達成
状況H24 R２ R３ R５

１－１

水路への油漏れ事故等の件数 ９件 １３件 １４件 ０件 ⤵

地下水の有機塩素化合物未検
出率 56％ 56％ 67％ 100％ ⤴

１－２

河川の水質の環境基準達成率 71％ 100％ 100％ 100％ → 達成

汚水処理人口普及率 79.7％ 87.3％ 88.4％ 87.9％ ⤴ 達成

自動車騒音に係る環境基準の
達成率 100％ 83％ 83％ 100％ →

１－３

毎時0.23μSv（追加的被ばく
線量の推計が年間1mSv）を超
える地区の数

７地区 ０地区 ０地区 ０地区 → 達成

放射線の影響を不安に感じる
市民の割合 44.8％ （H30）

31.0％
（H30）
31.0％ ０％ ―

　　　市民生活に影響を与え、生活環境を悪化させるような大きな公害や事故等は、市内では近年
　　発生しておらず、また、放射線についても、平成25年度以降、追加的被ばく線量が年１ミリ
　　シーベルトを超える地区は確認されておりません。
　　　環境目標については、一部は目標を達成しているものの、一方で基準年よりも悪化している
　　項目もあるため、引き続き、市民の皆様が安心して健康に暮らせるまちをつくるため、環境負
　　荷の低減とともに、監視や調査等を継続していく必要があります。

9

評　　価評　　価

（基本目標１　きれいな環境で、安心して健康に暮らせるまちをつくる）

環境目標　令和３年度実績環境目標　令和３年度実績

　　個別目標１－１　空気や水がきれいで安心して暮らせるまち
　　個別目標１－２　環境と生活スタイルが調和した快適なまち
　　個別目標１－３　放射能の不安のない安心なまち



 

◇有害物質の環境への排出を防ぎます

実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

環境保全協定締結
〔環境生活課〕

・環境法令で規制される施設等のう
ち、特に環境への影響が懸念される
施設等と協定を締結することによ
り、環境の保全に努める。
・協定に基づき、測定値等の報告を
求める。

・環境保全協定に基づき、各測
定値の報告を受け、適正な管理
がなされている事を確認した。
・令和３年度に新規の環境保全
協定の締結は無かった。

農業用使用済プラスチック
適正処理事業
〔農政課〕

・ビニールハウスやマルチ等の農業
用の使用済みプラスチックの回収及
びリサイクル処理を実施する。

・年２回、ビニールハウスやマ
ルチ等の農業用使用済プラス
チックの回収及びリサイクル処
理を実施した（1,005件、95
ｔ）。

斎場火葬炉のダイオキシン
類の調査
〔市民課〕

・斎場火葬炉から発生する環境中の
ダイオキシン類の調査。

・ダイオキシン類の調査を実施
した（11月 16日実施済。基準
内。5号炉）。

焼却施設のダイオキシン類
対策
〔廃棄物対策課〕

・道路等で死亡した小動物等を収集
し、専用の焼却炉で焼却処理を行
う。

【実績値】
・排ガス0.44ng-TEQ/m3N
・焼却灰0ng-TEQ/g-dry
基準値の超過はなかった

家庭での灯油流出の防止に
向けた啓発
〔環境生活課〕

・水質汚濁、土壌汚染の原因となる
有害物質の流出のうち、家庭での灯
油流出を防ぐため、市民に対し広報
紙やホームページ、関連業者を通じ
て灯油流出事故防止についての啓発
を行う。

・市ホームページ、市政だより
にて、家庭での灯油流出防止に
ついて広報した。

◇有害物質による健康被害を防ぎます

実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

飲用地下水調査
〔健康増進課〕

・飲用地下水で汚染の可能性がある
地区を重点地域とし、3地区（5地
点）において年1回水質検査〔有機
塩素化合物、油脂類等〕を実施す
る。
・調査項目
　■旧会津若松地区：ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾄ
ﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
　■旧河東地区：PH、味、臭気、色
度、濁度、塩化物イオン、一般細菌
大腸菌、TOC、硝酸態窒素、亜硝酸態
窒素、硬度、蒸発残物、鉄、ノルマ
ルヘキサン抽出物質　　計 14項目

・飲用地下水で汚染の可能性が
ある地区を重点地域とし、３地
区（５地点）において年１回水
質検査を実施。
　神指町高久地区　２地点
　門田町徳久地区　１地点
　河東町八田地区　２地点
　１地点において、色度、鉄及
びその化合物において、基準値
超過。
※「生活上支障関連項目」とし
て基準値が決められており,飲
用には支障がない

水道未普及地区水量水質等
調査
〔健康増進課〕

・水道未普及地区の水源確保のた
め、水源調査（水量水質検査）を実
施する。

・地区要望により既存水源を活
用した整備実施のため、計画の
水源調査は未実施。

水道水質調査
〔上水道施設課〕

・水質検査計画に基づき水質検査を
実施する。

・令和3年度水質検査計画に基
づき水質検査を実施し、水質基
準適合率 100%を達成した。
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環境施策　令和３年度取組実績環境施策　令和３年度取組実績

　個別目標１－１　空気や水がきれいで安心して暮らせるまち

（基本目標１　きれいな環境で、安心して健康に暮らせるまちをつくる）



実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

非飲用地下水調査の実施
〔環境生活課〕

・市内３ヵ所程度の融雪用などの非
飲用井戸を選定し、有機塩素化合物
による地下水の汚染状況を調査す
る。

・９ヵ所の測定地点のうち、
３ヵ所において対象物質の検出
が認められたが、いずれも環境
基準を下回った。

下水浄化工場の地下水の放
射性物質の濃度の測定
〔下水道施設課〕

・安心して健康に暮らすために、会
津若松市下水浄化工場で使用してい
る地下水の放射性物質の濃度を毎月
測定する。

・計画通り年間 10回９か所の
水質調査を実施した。結果につ
いては概ね基準を満たしてい
た。
・令和２年度の調査結果につい
て公表を行った。

アスベストの除去対策と市
民への情報提供
〔環境生活課〕

・アスベストの適正な管理について
周知し、市で所有する建物について
はアスベスト含有建材等調査を行い
状況を把握する。

・庁内施設におけるアスベスト
等の適正管理の周知に努めると
ともに、庁内のアスベスト含有
建材等調査を実施、新たなアス
ベスト含有建材や不適正な管理
などの報告はなかった。
・引き続きホームページにアス
ベストの情報を掲載した。

酸性雪調査
〔環境生活課〕

・東北都市環境問題対策協議会の共
同調査により酸性雪調査を実施す
る。
・調査結果を「会津若松市の環境」
に掲載する。

・東北都市環境問題対策協議会
の共同調査により1箇所で酸性
雪調査を実施した。
・調査結果を「会津若松市の環
境」に掲載した。
（結果は 20ページ参照）
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　有害物質は、主に工場や事業所等から排出されるもの
で、人や生態系に有害な影響を及ぼす化学物質を指しま
す。排出する際には、大気汚染や水質汚濁、土壌汚染等
が起こらないよう、それぞれに関連する法令で厳しい規
制が設けられています。

有害物質ってなあに？

（基本目標１　きれいな環境で、安心して健康に暮らせるまちをつくる）



◇生活排水対策を推進します

実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

公共用水域水質調査事業
〔環境生活課〕

・継続して主要河川及び猪苗代湖流
域での水質調査を実施し、水環境の
現状を確認するとともに、調査結果
の公表を行う。

・計画通り年間 10回９か所の
水質調査を実施した。結果につ
いては概ね基準を満たしてい
た。
・令和２年度の調査結果につい
て公表を行った。

公共下水道事業
農業集落排水事業
個別生活排水事業
浄化槽設置整備事業
〔下水道施設課〕

・公共下水道事業、個別生活排水事
業等により汚水処理を図る。合併処
理浄化槽整備を図る。

・公共下水道事業
　 18区　距離 3,148.4ｍ
・個別生活排水事業　29基
・浄化槽設置整備事業　9基
（すべて新設分）

生活排水対策事業
(啓発、周知)
〔環境生活課〕

・市の公共用水域水質調査の結果の
公表や、市内水路での野生生物など
の生息状況などを市民に周知し、
もって市民に水環境保全についての
意識啓発を図る。

・市政だより及び市ホームペー
ジに、令和２年度の水質調査の
結果とあわせ生活排水について
の情報を掲載した。

浄化槽設置整備事業
個別生活排水事業
（維持管理）
〔下水道施設課〕

・合併処理浄化槽設置者に対し、浄
化槽講習会により適正管理を指導す
る。
・個別生活排水処理区域内の既存の
合併処理浄化槽を、条件により市に
移管をする。

・コロナ禍の影響で浄化槽講習
会が、開催できなかった。
・個別生活排水処理区域内の既
存合併処理浄化槽の市への移管
は 2基であった。

◇騒音・振動対策を推進します

実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

騒音測定事業
〔環境生活課〕

・環境騒音、自動車騒音、高速自動
車道騒音等の測定を実施する。

・市内の住居等に騒音計を設置
し、環境騒音、自動車騒音、高
速自動車騒音の常時監視を行っ
た。
・自動車騒音において僅かに環
境基準を超過する場所があった
が、要請限度を超過した場所は
なかった。
・令和２年度の調査結果につい
て公表を行った。
（結果は 27～30ページ参照）

騒音規制法に基づく指導
〔環境生活課〕

・騒音規制法や福島県生活環境の保
全等に関する条例による規制の周
知、指導等を実施する。

・騒音に関する苦情申立があっ
た事業所等に対し、現地調査や
指導を行った。
・令和３年度騒音苦情　10件
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　個別目標１－２　環境と生活スタイルが調和した快適なまち

（基本目標１　きれいな環境で、安心して健康に暮らせるまちをつくる）



◇悪臭対策を推進します

実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

悪臭調査事業
〔環境生活課〕

・悪臭苦情の寄せられた事業所等を
対象に調査を実施し、悪臭状況を把
握することで、悪臭公害の未然防止
を図る。

・平成28年度および平成29年
度の悪臭分析調査において、一
部臭気指数が基準を超過した２
事業所について、悪臭調査を実
施。基準の超過はなかった。

悪臭防止指導
〔環境生活課〕

・立ち入り調査による原因の究明及
び悪臭の発生・拡散防止のための指
導を継続的に行う。

・３事業所へ悪臭パトロールを
実施し、基準を超過した事業者
はなかった。

指導とパトロールの実施
〔廃棄物対策課〕

・市民の快適な生活環境を保全する
ため、清掃指導員による指導・パト
ロールを実施する。 　

【パトロール実績】
・清掃指導員　　18回

◇その他、良好な生活環境の維持を推進します

実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

会津若松市開発行為等指導
要綱に基づく公害防止及び
雨水対策の指導
〔開発管理課〕

・開発区域周辺における公害の未然
防止に対する指導を行う。
・開発区域から流出する雨水につい
て、流水可能力の検討に対する指導
を行う。

・開発許可件数　14件
（新規10件　変更 4件）

野焼き禁止の周知
〔環境生活課〕

・大気汚染や悪臭の原因となり、廃
棄物の処理及び清掃に関する法律に
より禁止されている廃棄物の違法な
焼却（野焼き）について、禁止であ
ることの周知や実施者への指導を行
う。

・市のホームページや市政だよ
りで野焼きの禁止についての記
事を掲載した。
・苦情が入った場合は、速やか
に現場を確認し、違法なごみの
焼却を行っている者に対して
は、チラシ等を配りながら直接
指導をした（8件程度）。
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（基本目標１　きれいな環境で、安心して健康に暮らせるまちをつくる）

「環境基準」と「規制基準」ってなあに？

■環境基準とは？
　人の健康と生活環境を守るうえで「維持されることが望ましい」とされる、大気や
水・土壌・騒音・地下水に関する基準を指します。最低限守ればいい、というものでは
なく、より積極的に基準を保つことが求められます。
【例】一般的な住宅街での騒音基準
　　→「午前６時～夜 10 時までの間は 55 ｄＢ（デシベル）以下であること。」
　　　（参考：エアコンの音の大きさのめやすは、通常 40 ～ 60 ｄＢです。）

■規制基準とは？
　環境基準と似た言葉で「規制基準」という言葉があります。規制基準は、上記の環境
基準を満たすため、工場や事業所などが守らなければならない具体的な基準で、大気汚
染防止法や水質汚濁防止法、騒音規制法など、各種法律で定められています。基準を超
えると法律違反になり、罰則が科せられることもあります。

これ以上の騒音
はダメ！



◇放射線量や放射性物質等を調査、監視します

実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

環境放射線調査事業
〔環境生活課〕

・専門家（放射線アドバイザー）の
助言の下、市内の環境放射線量調査
を継続的に実施する。

・６～９月に、環境放射線量の
集落ごとの詳細調査（市全域約
235ヵ所）を実施した。
・測定平均値は0.065μSv/h
で、公衆被ばく線量限度の年間
1mSvとなる0.23μSv/hを大き
く下回っていた。

川ざらい土砂処理業務
〔廃棄物対策課〕

・市民の快適な生活環境を保全する
ため、地区の一斉清掃により排出さ
れた川ざらい土砂を一般廃棄物とし
て適正に処理する。

【実績値】
・川ざらい土砂排出量　281㎥
・放射能濃度　　614Bq/kg

都市公園環境放射線量測定
事業
〔まちづくり整備課〕

・放射線量測定と結果を公表する。 ・年２回、放射線量測定と公表
を行った。
・高い値は確認されなかった。

下水浄化工場周辺地域の環
境放射線量の測定
〔下水道施設課〕

・会津若松市下水浄化工場から日々
発生する下水汚泥には放射性物質が
いまだに微量確認されることから、
浄化工場周辺の環境放射線量を調査
し、その結果を公表する。

令和２年度より測定を終了して
いる。

浄水発生土の放射性物質検
査
〔上水道施設課〕

・浄水発生土中に含まれる放射性物
質を検査する。

・浄水発生土中に含まれる放射
性物質を検査し、放射性セシウ
ム、放射性ヨウ素に関して、全
ての検査結果において基準値を
超過したものはなく、安全性を
確認した。

飲料水の放射性物質検査
〔上水道施設課〕

・水道水中の放射性物質を検査す
る。

・水道水中の放射性物質を検査
し、放射性セシウム、放射性ヨ
ウ素に関して、全ての検査結果
において基準値を超過したもの
はなく、安全性を確認した。

食品等放射能検査事業
〔健康増進課〕

・国・県から貸与又は譲渡された放
射能簡易分析装置を健康増進課内に
設置し市民の自家消費農作物の放射
能検査を実施する。

・国・県から貸与された放射能
簡易分析装置を健康増進課内に
設置し市民の自家消費農作物の
放射能検査を実施した。
・令和３年度実績：76件
　うち基準値超過　 3件

水道事業における放射性物
質モニタリング事業
〔健康増進課〕

・簡易水道事業の放射性物質のモニ
タリング調査を四半期毎にで実施す
る。

・簡易水道事業の放射性物質の
モニタリング調査を四半期毎に
実施した。
・基準値の超過はなかった。

米のモニタリング検査
〔農政課〕

・本市産米について、出荷・販売前
にモニタリング検査を実施し、安全
性を確認する。

・本市産米の放射性物質を検査
し、安全性を確認した。
・令和３年度実績：市内14地
点からサンプルを３点ずつ採取
（計 42点）。基準値を超える
放射性セシウムの検出はなかっ
た。
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　個別目標１－３　放射能の不安のない安心なまち

（基本目標１　きれいな環境で、安心して健康に暮らせるまちをつくる）



実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

農産物緊急時モニタリング
〔農政課〕

・本市産の農作物について、出荷開
始前から出荷初期段階に、放射性物
質のモニタリング検査を実施し、安
全性を確認する。

・農作物105点（63品目）を検
査したが、基準値を超えた放射
性物質は検出されず、本市で出
荷される農産物の安全性を確認
できた。

飲用地下水の放射性物質モ
ニタリング事業
〔健康増進課〕

・食品等放射能検査事業で飲用地下
水等の検査を実施する。

・実施の申込がなかったため実
績なし

保育所等給食食材検査事業
〔こども保育課〕

・保育施設の給食で使用する食材の
放射線量の測定を行い、測定結果を
市のホームページ等により公表す
る。

・保育施設の給食で使用する食
材の放射線量の測定を行い、測
定結果を市のホームページ等に
より公表した。　            
・実績  
26施設×２検体×11月＝572検
体 25施設×２検体×1月＝50検
体　
合計 622検体

※・放射性セシウム 134～検出
されず(10㏃/kg未満)
・放射性セシウム 137～10㏃/kg

※追跡調査 2回目の検査で検出
上限値以下となった。
※検出上限値の超過は1品目
だったが、国の基準を下回って
おり、市ホームページでは食材
産地の公表は差し控えた。

学校給食食材検査事業
〔学校教育課〕

・学校給食で使用する食材の放射線
量の測定を行い、測定結果を公表す
る。

・学校給食で使用する食材の放
射線量の測定を行い、測定結果
を公表した。
・検査検体数　　340検体
・基準値の超過はなかった。

学校敷地内放射線量測定
〔学校教育課〕

園児や児童生徒が安全・安心な学校
生活を送ることができるよう、放射
線量の定期的な測定と必要に応じて
低減化対策を行う。また、年に２回
（５月と11月）、放射線量マップを
作成し、現状把握と情報発信を行
い、園児・児童生徒及び保護者等の
安全・安心につなげる。

・月に1回の線量測定により、
学校敷地内の安全の確認を継続
して行った。また、5月と11月
には各校園の放射線マップの作
成により、学校敷地内全面の線
量把握を行った。結果について
は、市ホームページへの掲載や
学校だより等での発信、放射線
マップの校内掲示をして公開し
た。教育総務課・環境生活課と
連携して、計画的に調査等を
行った。

学校維持管理事業
（学校敷地内土壌改良）
〔教育総務課〕

・放射線量が高いところ（ホットス
ポット）の土砂の除去等を行う。

・ホットスポット箇所がなかっ
たので実施しなかった。

下水汚泥の放射能濃度の測
定
〔下水道施設課〕

・会津若松市下水浄化工場等で発生
する下水汚泥の放射能濃度を毎月測
定し、その結果を公表する。

・会津若松市下水浄化工場等で
発生する下水汚泥の放射能濃度
を毎月測定し、その結果を公表
した。
・基準値の超過はなかった。
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（基本目標１　きれいな環境で、安心して健康に暮らせるまちをつくる）



◇市民へ正しい情報を発信します

実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

各種広報媒体を活用した放
射線情報の発信
〔環境生活課〕

・調査した市内の環境放射線量を市政
だよりやホームページ等で公表するこ
とにより、市民の不安の払拭を図る。

・毎月市内 20箇所のモニタリ
ングポスト等の測定値と、春か
ら夏に実施する詳細調査の結果
を市政だよりやホームページ等
で公表した。
・定期的に水道水や農産物のモ
ニタリング結果や環境放射線量
をエフエム会津で公表した。
・放射線管理アドバイザーによ
る放射線Q&A等の情報をホーム
ページにより市民に提供した。
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きれいな空！
きれいな山！
きれいな水！

みんなで守っていこう！ エコまつ



　特集　「公害の現状と対策」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：環境生活課）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当）
１　環境に関する苦情

⑴　苦情の概況

　　市民から寄せられる公害及び生活環境の悪化に関する苦情については、｢公害紛争処理法」第

49条及び｢会津若松市生活環境の保全等に関する条例｣第６条に基づき対応しています。

　　令和３年度の苦情件数は28件で、前年度の26件と比べ増加しています。

　　苦情の内訳では、｢騒音｣が最も多く、次いで｢大気汚染｣｢悪臭｣の順となっています。近年で

は、広い地域に影響を及ぼすような大規模な公害は少なくなっていますが、近隣に影響がある

小規模な苦情が増加しています。

　◆過去５年間の種類別苦情件数の推移

⑵　公害苦情への対応

　　市では、環境保全関係法令のうち、悪臭防止法、騒音規制法及び振動規制法について、国よ

り権限が移譲されており、法に基づいた届出事務、指導、規制を行っています。公害に対する

苦情が寄せられた場合には、速やかに現地調査を行い、公害防止に向けた指導等にあたります。

　　また、過去に苦情が多く寄せられた事業所については、測定調査や立ち入り調査なども行っ

ています。

　　近年は、近隣間での生活騒音に関するトラブルなど、法規制の及ばない苦情も増加しており、

状況に応じて発生源者へ対策の助言を行うほか、解決しない場合は県の公害紛争調停制度の活

用も選択肢の一つとなっています。

　　また、野焼きなどの大気汚染については、チラシの配布等で未然防止にも努めています。
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※　環境基本法第２条に
列挙されている

・大気汚染

・水質汚濁

・騒音

・振動

・悪臭

・土壌汚染

・地盤沈下

　を“典型７公害”と呼
びます。
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大気汚染

（基本目標 1　きれいな環境で、安心して健康に暮らせるまちをつくる）



２　大気汚染

⑴　大気汚染とは

　　大気汚染とは、人間の経済・社会活動により発生する汚染物質や、火山の爆発・黄砂などの

自然現象で発生する汚染物質によって大気が汚されることを指します。大気の汚染はわたした

ちの健康や生活環境等に影響を及ぼします。

⑵　環境基準の設定

　　大気汚染を防ぐため、環境基本法第16条の規定に基づき、様々な汚染物質の排出に関して

は、「人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持することが望ましい」基準（＝環境

基準）、というものが定められています。　　　　　　　（関連資料：103ページ　資料３）

⑶　監視測定局の設置

　　大気汚染防止法により、生活空間における大気汚染の状況を常時監視するため、全国に測定

局（「一般環境大気測定局」と「自動車排出ガス測定局」）が設置されています。県内には、

18の市町村に一般環境大気測定局（全 34局）と自動車排出ガス測定局（全３局）が設けられ

ており、二酸化硫黄や二酸化窒素などの常時監視を行っています。

　　市内には、県立葵高等学校（西栄町）に一般環境大気測定局が設置されています。

◆測定局で測定される主な物質と説明　

物質名 各物質の説明

二酸化硫黄

　主に石油・石炭等の燃焼などにより発生しますが、天然で発生するこ

とも少なくありません（火山ガスなど）。高濃度になると、呼吸器に影

響をもたらしたり、植物を枯らしたりなどの被害が発生することがあり

ます。酸性雨の原因物質としても知られています。

二酸化窒素

　石油・ガス等の燃焼に伴って発生し、工場、自動車などが主な発生源

となります。直接発生するのはほとんど一酸化窒素ですが、大気中で酸

化されて二酸化窒素に変化します。二酸化窒素は人の呼吸器に影響を与

えるだけでなく、光化学反応により光化学オキシダントを生成する原因

物質の１つでもあります。

光化学オキシダント

　工場や自動車などから排出される窒素酸化物・炭化水素等が、太陽光

の紫外線によって光化学反応を起こし、その結果生成されるオゾンを主

とする過酸化物の総称です。眼を刺激する有害物質で、光化学スモッグ

の原因となっています。

微小粒子状物質

（PM2.5）

　大気中に浮遊する粒子物質で、粒径が2.5マイクロメートル以下の物

質を指します。非常に小さいため、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器

系・循環器系への影響が懸念されます。自動車の排気ガスやボイラー、

焼却炉などばい煙を発生させるような施設、火山活動や越境飛来などに

よって発生します。
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（基本目標 1　きれいな環境で、安心して健康に暮らせるまちをつくる）



⑷　大気汚染物質の測定結果

　　これまで、平成 21年５月に会津地域で初めて「光化学スモッグ注意報」が発令され、ＰＭ

2.5については、平成26年２月に一時的に濃度が上昇し、県内全域に「注意喚起情報」が提供

されました。

　　県の令和３年度調査結果によると、本市では、二酸化硫黄・二酸化窒素・微小粒子状物質に

ついては、いずれも環境基準を満たしており、平成 20年度以降、数値は横ばい・減少となっ

ています。光化学オキシダントについては、県内全ての測定局で１時間値が 0.06ppm以下であ

るという環境基準は達成しませんでしたが、光化学オキシダント濃度の昼間（５時から 20時

まで）の日最高１時間値の全測定局の年平均値は、環境基準値以下でした。

【市内の大気汚染濃度（年平均値）の推移～福島県環境等測定調査結果より～】※は環境基準値
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※１年間の平均値が 15μg/㎥以下、かつ、 1日平均値が
　　 35μg/㎥以下

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 2 3
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20.0
（μg/㎥）

　※ 1日平均値が 0.04～ 0.06ppmもしくは、それ以下 ※1日平均値が0.04ppm以下、かつ、1時間値が0.10ppm以下

タバコの煙
にも PM2.5
が含まれて
います

　※ 1時間値が 0.06ppm以下
　実績値は、昼間（ 5～ 20時）の日最高 1時間値の年平均値

～ひとくちメモ～
 ■ 微小粒子状物質（ PM2.5) ってドンナモノ？
　ＰＭ 2.5 は、大気中に漂っている粒子のうち、粒子の大きさが髪の毛の太さの３
０分の１程度の、とても小さな物質を指します。ＰＭ 2.5 自体は、必ずしも有害な
ものとは限りませんが、「とても小さな物質」のため、肺の奥深くまで入りやすく
、このことによって呼吸器系疾患への影響のほか、肺がんの発生や循環器系への影
響が懸念されています。　
　ＰＭ 2.5 は、季節風の影響で、冬季から春季にかけて濃度が上昇しやすい傾向に
あります。環境省や県では、毎日、ＰＭ 2.5 の濃度を測定していますので、注意喚
起が出された場合には、不要不急の外出は控え、長時間に渡る屋外での激しい運動
を避けるように心がけましょう。（呼吸器系の疾患を持つ人や、小児、高齢者の皆
さんは、特にご注意ください。）

環境基準

微小粒子状物質（Ｈ24～）

環境基準
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（基本目標 1　きれいな環境で、安心して健康に暮らせるまちをつくる）



⑸　酸性雨及び酸性雪調査

　　化石燃料などの燃焼で発生する窒素化合物などが、大気中の水や酸素と反応することで硫酸

や硝酸などの強酸を生じ、これらを取り込んだことで強い酸性となった雨や雪・霧のことを、

酸性雨といいます。（※ｐＨが5.6より低い場合に酸性雨となります。）

　　欧米では酸性雨により、森林や湖沼が衰退するなど地球規模の環境問題となっており、日本

でも、欧米とほぼ同程度の酸性の降雨が確認されていることから、生態系への影響が心配され

ています。このため、福島県では酸性雨の実態を把握するため、継続的にモニタリング調査を

実施しており、市においては、会津若松合同庁舎（追手町）が調査地点となっています。

　　市では、｢東北都市環境問題対策協議会｣の共同調査として、冬期間に酸性雪調査を実施して

います。県内の調査結果と比較すると、会津地方は、ｐＨが低い傾向が見られます。

【酸性雨及び酸性雪調査の経年変化】
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■降雪の pHの調査期間平均値の推移

（資料：東北都市環境問題対策協議会）
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■降雨の pHの年間平均値の推移

（資料：福島県）
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（基本目標 1　きれいな環境で、安心して健康に暮らせるまちをつくる）

※平成 30年度の浜通り地方における酸性雪調査は実施されませんでした。



⑹　大気汚染を防止するために

　　福島県では、大気汚染の防止のため、法律や条例に基づいて、工場や事業場から排出される

ばい煙の規制や発生源の監視、硫黄酸化物等の測定、その他、大気汚染防止法に基づく届出の

受付事務や、工場・事業場に対する指導等を行っています。

　　また、市役所では、条例等に基づいて、野焼き等に対する苦情対応を行っています。

　工場又は事業場に設置される焼却炉等の施設で､ダイオキシン類を発生する施

設は､「特定施設」として「ダイオキシン類対策特別措置法(平成12年１月施

行)」により、県への届出が必要です。

　廃棄物の焼却炉については、火床面積が0.5㎡以上のものが届出の対象となり

ます。

　適正な焼却施設を使わずに、家庭からのゴミ等を燃やすことを“野焼き”と

いいます。野焼きをすると、不快なにおいや煙が出て周囲の迷惑になるうえに、

有害な物質が発生し健康を害する恐れがあるため、「廃棄物処理法（第16条の

２）」や「会津若松市生活環境の保全等に関する条例」で禁止されています。

　また、基準に適合していない小型焼却炉の使用も禁止されています。家庭ご

み等の一般廃棄物については自家焼却をせず、適切に分別して市の収集に出し

ましょう。
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焼却炉等のばい煙を発生する施設を設置するときは県への届出が必要です

野焼きは禁止されています

煙が目にし

みるモリン…

周りに迷惑かけていませんか？

特定施設は届出を
忘れずに！

ドラム缶でごみを
燃やすのも法律違
反です。

（基本目標 1　きれいな環境で、安心して健康に暮らせるまちをつくる）



３　水質汚濁

⑴　貴重な水資源

　　会津は「山紫水明の地」と言われますが、会津若松の市街地は

決して水が豊富というわけではありません。河川の上流部に位置

し、山間からの湧き水のような小さな流れが集まり河川となって

いるのが現状で、主要河川である湯川や不動川なども水量は多い

とはいえません。

　　そこで市では、水資源を有効利用するための工夫をしています。

猪苗代湖を水源とする戸ノ口堰の水が市街地を経由して郊外の水田に送られていたり、阿賀

川から取水した門田堰の農業用排水が住宅地の側溝を流れるなど、農業用水として利用する

と同時に維持用水や修景用水としての役目も果たしています。そのため農業用水は、事業場

排水や生活排水の影響を受けやすく、稲作で水を使わなくなる秋から冬にかけて、側溝や河

川の水量が著しく減少する特徴があります。

⑵　環境基準の設定

　　水質汚濁に係る環境基準は「人の健康の保護に関する環境基準」と「生活環境の保全に関

する環境基準」の２つがあります。

■人の健康の保護に関する環境基準

　⇒　全ての公共用水域について一律に適用され、人の健康を保護するため、カドミウム、

　　シアン等の有害物質27項目について定められた基準。

■生活環境の保全に関する環境基準

　⇒　生活環境を保全する上で維持することが望ましいとされる、ＢＯＤ・ＣＯＤ（48ページ

参照）などの有機的な汚れの基準。各水域の利用目的・状況に応じて水域類型が指定され、

各項目ごとに基準値が定められています。　　　　　　　　　　　　　　　　　

（関連資料：104～105ページ　資料４～７）

⑶　公共用水域水質調査

　　市では、毎月１回主要河川で水質調査を実施しています（調査地点により１、２月は除

く）。令和３年度の調査結果では、主要河川の湯川・旧湯川については、環境基準を超える

ことはなく、いずれも水質はおおむね良好でした。ただし湯川の南側から流入する古川・黒

川排水路については、下水道の普及が遅れている地区を流れるため生活排水が未処理のまま

流入し、まだまだ水質が良好とは言えず、このことが湯川の水質を低下させる主な原因と考

えられます。

　　しかし、この地域も含め市内全域で、下水道や浄化槽の普及により、河川の水

質は徐々に改善してきており、近年、湯川の中流域（古川合流地点から上流）で

もホタルの数が増え、市街地の水路でも小魚やザリガニが見られるようになるな

ど、水辺の生き物の回復が見られています。

　河川の水質汚濁の主な要因は一般家庭からの生活排水であることから、市で

は、今後も水質調査を継続し、生活排水対策の推進、水環境保全の啓発を行って

いきます。
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  　阿賀川

（基本目標 1　きれいな環境で、安心して健康に暮らせるまちをつくる）



令和３年度の主な調査地点および調査結果（ＢＯＤ）の概要は図のとおりです。

◆令和３年度　会津若松市公共用水域水質調査結果

（関連資料：106～108ページ　資料８）
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（基本目標 1　きれいな環境で、安心して健康に暮らせるまちをつくる）
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◆各河川のＢＯＤ値の経年変化 (BOD　75％水質値) 
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４　化学物質等の監視・調査

⑴　ダイオキシン類

　　ダイオキシン類は、意図的に製造される物質ではなく、ものの焼却の過程で発生する物質

です。大型の焼却炉はもちろん小型の焼却炉からも発生します。

　　私たちの一般的な食生活等から取り込まれるダイオキシン類の量は、近年の厚生労働省の

調査結果（一日摂取量調査）によると、体重１kg当たり 0.54pg（pg＝ピコグラム）と推定

され、この水準は耐容１日摂取量（４pg/kg/日）を下回っており、健康に影響を与えるもの

ではないとされています。

　　県では、毎年、本市のダイオキシン類を含む、大気や水質等の調査を実施しており、その

結果を「環境白書」やインターネット・ホームページ等で随時公表しています。また、焼却

炉を持っている市の廃棄物対策課と会津若松地方広域市町村圏整備組合においても排気の調

査を実施しており、令和３年度の調査結果は全て基準値を下回っていました（下表参照）。

◆ダイオキシン類濃度測定結果

【県調査結果（令和３年度）】（福島県ホームページより）

調査地点 ダイオキシン類濃度 基準値

一般大気中 葵高校 0.0082pg－TEQ/ｍ 3 0.6pg－TEQ/ｍ 3

公共用水域 阿賀野川（田島橋） 0.039pg－TEQ/L 1 pg－TEQ/L 

【会津若松市役所廃棄物対策課調査結果（令和３年度）】

調査地点 ダイオキシン類濃度 基準値

廃棄物焼却炉 １号炉 0.44 ng－TEQ/ｍ 3N 10 ng－TEQ/ｍ 3N 

【会津若松地方広域市町村圏整備組合調査結果（令和３年度）】（整備組合ホームページより）

調査地点 ダイオキシン類濃度 基準値

廃棄物焼却炉

１号炉 0.029 ng－TEQ/ｍ 3N

5 ng－TEQ/ｍ 3N ２号炉 0.0011 ng－TEQ/ｍ 3N

３号炉 0.052 ng－TEQ/ｍ 3N

　　　　　　　　　　　　　　※TEQ＝Toxic Equivalent（毒性等量）

　　

⑵　有機塩素化合物
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　～　ひとくちメモ　～
　■ｐｇ（ピコグラム）ってどのくらい？
　　　ピコグラムは、東京ドーム（約 124 万 ）に水をいっぱいに入れ､小さめの角砂糖㎥
　　１個を溶かしたとき､その水１ ml に含まれる砂糖が約１ｐｇになります。
　
 〔様々な単位〕
　　・ｐｇ（ピコグラム）＝ １兆分の１グラム
　　・ｎｇ（ナノグラム）＝ 10 億分の１グラム
　　・ μ ｇ（マイクログラム）＝ 100 万分の１グラム
　　・ｍｇ（ミリグラム）＝ 1,000 分の１グラム

（基本目標 1　きれいな環境で、安心して健康に暮らせるまちをつくる）



⑵　有機塩素化合物

　昭和50年代以降、有機塩素化合物（トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等）による

地下水汚染が全国規模で問題化したことから、本市では、昭和61年度から延べ125地点の地下

水の調査を実施してきました。

　令和３年度は、市内の主に融雪に利用されている井戸９ヶ所を対象として令和４年２月に調

査を実施しました。調査項目は、主に電子部品の洗浄やドライクリーニングの洗浄剤として使

われている有機塩素化合物であるトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリク

ロロエタン、1,2-ジクロロエチレンの４物質で、その結果は、下表のとおりです。調査した

９ヵ所の内、3ヵ所で1,2-ジクロロエチレンが検出されましたが、環境基準以下でした。

　これらの物質は、現在では排出規制が徹底され、事業場等では地下浸透防止のための措置を

講じたり、安全性の高い代替物質への転換が図られており、今後、検出される地点も減少する

ものと考えられています。

◆令和３年度　地下水水質調査結果　　　　　　           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：㎎/L）

調査地点の所在地 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
1,1,1

-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

1,2

-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

扇町地内 検出せず 検出せず 検出せず 0.008

七日町地内 検出せず 検出せず 検出せず 0.015

城北町地内 検出せず 検出せず 検出せず 0.032

地下水の水質環境基準 0.01以下 0.01以下 1 以下 0.04以下

※　調査を行った９地点のうち検出された地点のみを記載。

　　他にも、白虎町、西七日町、城北町、門田町日吉、門田町黒岩、門田町中野で調査しましたが、全ての項目に

ついて検出されませんでした。

26

（基本目標 1　きれいな環境で、安心して健康に暮らせるまちをつくる）



５　騒音・振動

⑴　騒音に係る環境基準

　　騒音に係る環境基準は、環境基本法第16条の規定に基づき、「人の健康を

保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」とし

て定められています。この基準は騒音の発生源ごとに、一般環境騒音、自動

車交通騒音などについてそれぞれ定められており、これに基づき市（平成23

年度までは福島県）が地域を指定し、基準を設定しています。

⑵　騒音調査結果

　①　環境騒音調査結果

　　　市では、騒音に係る環境基準の達成状況を把握するため、幹線道路等に面していない市内

の代表的な６地点を対象に調査を実施しています。

　　　令和３年度の調査においては、すべての地点において環境基準を達成していました。

◆令和３年度環境騒音調査結果

調査地点 用途地域
地域の
類型

調査日
環境基準（ｄＢ） 測定値（ｄＢ）

昼間 夜間 昼間 夜間

堤　町 第１種中高層住専 Ａ 11/10～11

55以下 45以下

45.0 35.3

真宮新町南 第１種中高層住専 Ａ 11/10～11 43.2 37.9

河東町広田 第１種中高層住専 Ａ 11/10～11 46.4 38.5

古川町 第１種住居地域 Ｂ 11/17～18 42.7 35.2

日新町 商業地域 Ｃ 11/17～18
60以下 50以下

49.2 35

門田町飯寺 工業地域 Ｃ 11/17～18 41.8 36.6

（参考資料：110ページ　資料10）

◆過去４年間の調査結果

調査地点

測定結果（ｄＢ）

Ｈ29 Ｈ 30 Ｒ 1 Ｒ 2

昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間

堤　町 51.1 32.9 43.5 36.3 45.6 35.9 47.3 36.8

真宮新町南 51.1 39.0 44.5 36.7 45.0 37.8 44.5 40.2

河東町広田 48.9 39.9 50.0 40.5 51.2 37.8 49.3 38.8

古川町 42.5 33.4 44.5 39.2 39.3 32.6 40.2 32.9

日新町 47.7 36.2 45.9 36.4 52.8 39.9 46.4 41.4

門田町飯寺 45.2 39.6 39.9 33.9 42.2 39.4 40.5 39.1
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（基本目標 1　きれいな環境で、安心して健康に暮らせるまちをつくる）



　②　自動車交通騒音調査結果

　　　『騒音規制法第３条（※）』に基づく騒音について、指定地

域(用途地域)内における自動車騒音の実態及び法第17条に基

づく要請限度の達成状況を把握するため、比較的交通量の多い

６地点を対象に騒音調査を実施しています。

　　　令和３年度の調査においては、環境基準を僅かに超過している地点が１地点ありましたが、

要請限度を超過している地点はありませんでした。なお、要請限度を超えている場合には、

市町村長は道路管理者や公安委員会に対して、道路の改修や交通規制などの自動車交通騒音

防止対策の要請や意見を述べることができます。

    ※『騒音規制法第３条』
        市長は、市域の「住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を
      防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、特定工場等に
      おいて発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域として
      指定しなければならない」とされています。 

◆令和３年度自動車交通騒音調査結果

調査地点 道路名
車線
数

用途地域
地域の
類型

調査日
環境基準
(要請限度)

測定値
(ｄＢ)

昼間 夜間 昼間 夜間

一箕町亀賀
郷之原

国道49号 ４ 準工業地域 Ｃ 11/18～19

70
以下
(75)

65
以下
(70)

71.7 66.0 

一箕町亀賀
村前

国道118号 ４ 工業地域 Ｃ 11/29～30 64.4 57.8 

館馬町 国道401号 ４ 準住居地域 Ｂ 11/29～30 65.9 58.7

花春町
主要地方道

会津若松・裏磐梯
４ 近隣商業地域 Ｃ 11/29～30 63.6 58.3 

河東町
南高野

主要地方道
会津坂下・河東

２
第１種中高層
住居専用地域

Ａ 11/18～19 64.9 62.3 

河東町広田
主要地方道

北山・会津若松
２

第１種住居地
域

Ｂ 11/18～19 68.1 58.9 

◆過去４年間の調査結果

調査地点

測定値（ｄＢ）

Ｈ29 Ｈ 30 Ｒ 1 Ｒ 2

昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間

一箕町亀賀郷之原 69.9 64.1 68.7 63.3 68.9 63.2 70.3 64.4 

一箕町亀賀村前 64.0 57.9 64.6 59.1 66.0 60.1 64.6 58.2 

館馬町 65.3 57.8 63.3 56.7 66.9 58.9 65.1 65.5

花春町 62.4 55.0 61.5 55.7 61.3 53.5 65.3 55.2 

河東町南高野 65.5 63.7 65.6 64.8 63.2 61.4 62.5 61.4 

河東町広田 68.7 60.6 67.1 59.2 68.5 59.5 67.0 58.9 
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（基本目標 1　きれいな環境で、安心して健康に暮らせるまちをつくる）



　③　高速自動車道騒音調査結果

　　　高速自動車道(磐越自動車道)沿線における騒音の実態

を把握するとともに、県と高速自動車道沿線市町村で構

成される「福島県高速交通公害対策連絡会議」を通じた

東日本高速道路㈱（NEXCO東日本）への要望活動の基礎

資料とするため、定点調査地点のインター西地内におい

て調査を実施しています。令和３年度の調査においては、

評価基準(※)を達成しています。

　　　なお、磐越自動車道沿線地区からの苦情申立や調査結

果が評価基準を超過した場合には、連絡会を通じて要

望を行うこととなります。

◆高速自動車道騒音調査結果

調査地点 用途地域
路肩から
の距離

評価基準
（ｄＢ）

測定結果（ｄＢ）

Ｈ29 Ｈ 30 R1 R2 R3

昼間 夜間 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

インター西 
地内（定点）

準工業地域

25ｍ

65 60

54 54 52 49 54 50 52 40 52 49

50ｍ 55 54 53 50 54 50 53 39 54 50

100ｍ 54 52 52 50 53 50 52 41 55 51

※　評価基準とは、福島県高速交通公害対策連絡会議が独自に用途区域に応じて環境基準値からあてはめ
   た数値です。

～ひとくちメモ～
■　音の大きさの目安

騒音レベル（ｄＢ） 音のめやす 影　　響

120 飛行機のエンジン付近、建設作業音
長時間さらされると
難聴になる

110 自動車のクラクション(前方 2ｍ)、電車の通過音

100 カラオケの音、パチンコ店の音

ほとんどの人が
いらいらする90 犬の鳴き声（前方 5ｍ）

80 ボウリング場の音

70 電話のベル、忙しい事務室

会話の妨げになる

60 自動車の通過音

50 図書館の中 －

40 夜の静かな住宅地 －
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高速道路自動車騒音調査の様子

（基本目標 1　きれいな環境で、安心して健康に暮らせるまちをつくる）



　④　自動車交通騒音常時監視測定及び面的評価

　　　騒音規制法第18条に基づいて毎年幹線交通を担う道路の自動車騒音の常時監視測定を実施

　　しています。②の自動車交通騒音では地点毎に騒音測定をしているのに対し、こちらの調査

　　では対象の幹線全体を評価区間として騒音測定を実施しています。

　　　令和３年度の調査においては、評価対象戸数は全体で6,662戸であり、そのうち昼間（6時

～22時）及び夜間（22時～翌 6時）ともに環境基準値以下であった戸数は6,611戸

（99.2％）、昼間のみ基準値以下であった戸数は14戸（0.2％）、夜間のみ基準値以下であっ

た戸数は4戸（0.1％）、昼夜ともに基準値を超過した戸数は33戸（0.5％）でした。

　　　なお、令和３年度の調査では要請限度を超過している区間はありませんでした。要請限度

を超えている場合には、市町村長は道路管理者や公安委員会に対して、道路の改修や交通規

制などの自動車交通騒音防止対策の要請や意見を述べることができます。

面的評価結果（全体）

戸数（戸） 割合（％）

計
昼夜とも
基準値
以　下

昼のみ
基準値
以　下

夜のみ
基準値
以　下

昼夜とも
基準値
超　過

昼夜とも
基準値
以　下

昼のみ
基準値
以　下

夜のみ
基準値
以　下

昼夜とも
基準値
超　過

全 体 6,662 6,611 14 4 33 99.2 0.2 0.1 0.5

近接空間注 2,377 2,353 8 1 15 99.0 0.3 0.04 0.6

非近接空間注 4,285 4,258 6 3 18 99.4 0.1 0.1 0.4

注）近接空間とは、「騒音に係る環境基準について（平成10年 9月 30日環告第64号）」における「幹線交通を担

う道路に近接する空間」であり、以下の区分に応じ道路端からの距離により特定される範囲である。

・２車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路：15m

・２車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路：20m
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（基本目標 1　きれいな環境で、安心して健康に暮らせるまちをつくる）



⑶　騒音・振動の防止対策

　①　工場・事業場等の規制

　　〇　騒音防止対策

　　　　本市における騒音の規制は、騒音規制法及び福島県生活環境の保全等に関する条例（以

下、県条例）に基づいて行っています。

　　　　騒音規制法では、都市計画法により定められた用途地域の区分により第１種から４種ま

での｢規制地域｣が、県条例では市内全域が｢規制地域｣として指定されており、それぞれの

規制地域ごとに規制基準が設定されています。

　　　また、法・条例で規制される特定及び指定施設については、市への届出義務があります。

（参考資料：111～112ページ　資料11・12、113ページ　資料15）

　　〇　振動防止対策

　　　　本市における振動の規制は、振動規制法に基づいて行っています。

　　　　振動規制法では、都市計画法により定められた用途地域の区分により、第1種、第２種

の｢規制地域｣が指定され、規制基準が設定されています。

　　　　また、法で規制される特定施設については、市への届出義務があります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考資料：112～113ページ　資料13～15）

　②　建設作業の規制

　　　建設工事等のうち、著しい騒音・振動を発生する建設作業については、騒音規制法・振動

規制法及び県条例により、用途地域の区分により規制地域が指定され、作業内容及び規制地

域の区分に応じて基準が定められています。

　　　また、指定地域内で法に定める特定建設作業及び県条例に定める指定建設作業を実施する

際には届出が義務付けられており、規制基準に適合しない場合等においては、騒音・振動防

止対策や作業時間等の改善を勧告します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考資料：114～115ページ　資料16～18）

　③　飲食店営業等の深夜騒音

　　　深夜における飲食店営業等によるカラオケ等の騒音は、福島県生活環境の保全等に関する

条例により規制されています。深夜騒音規制地域において飲食店営業等を営む場合、外部に

音が漏れ周辺の生活環境が損なわれるときは、午後 11時から翌日の午前６時までの間はカラ

オケ等の音響機器の使用ができません。　　　　　　　（参考資料：115ページ　資料19）
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深夜は特に気を
つけなくちゃ



６　悪　臭

⑴　悪臭防止に関する法・条例等による規制

　　本市の悪臭防止対策は、｢悪臭防止法｣、｢福島県悪臭防止対策指針｣、

｢会津若松市生活環境の保全等に関する条例｣に基づいて行われていま

す｡市内の都市計画法に基づく用途地域が、法令による規制地域に指定

されており、それ以外の地域も県指針に基づく指導が可能な地域となっ

ています。

　

　①　特定悪臭物質の規制

　　　｢悪臭防止法｣の規制の対象となるのは、工場その他の事業場等から発生する気体や排水

に含まれる悪臭物質であり、22種の特定悪臭物質が指定されています。

　　　本市における悪臭防止法に基づく規制地域は、都市計画法に基づく用途区域などにより、

Ａ・Ｂ・Ｃの３区域が指定されています。

　　　また、事業場の敷地境界線の地表における基準として、区域別に、特定悪臭物質の種類

ごとに規制基準が定められています。　　　　　（関連資料：116ページ　資料20～21）

　②　臭気指数による規制

　　　｢福島県悪臭防止対策指針｣では、工場等の設置者が当該工場等における事業活動に伴っ

て発生する悪臭の防止に関し、準拠すべき基準として臭気指数による基準を設けています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（関連資料：116ページ　資料22）

⑵　悪臭調査結果及び対策

　　市内の悪臭状況を把握するため、悪臭苦情の寄せられた事業所を対象とした調査を昭和58

年より実施しています。

　　平成29年度までは、「特定悪臭物質の濃度測定」及び「臭気指数による調査」を実施して

いましたが、20年以上特定悪臭物質は検出されていないことから、平成30年度からは、

「臭気指数による調査」のみ実施することとしました。

　　過去に苦情があった２事業所について、令和３年度悪臭調査を実施したところ、両事業所

とも「福島県悪臭防止対策指針」の準拠すべき臭気指数の基準を超過しませんでした。

　　今後とも、「会津若松市生活環境の保全等に関する条例」に基づき、随時、悪臭調査を実

施していきます。

　　また、事業所以外の悪臭苦情では、主に生活排水による側溝や水路の汚

れによるものが寄せられています。浄化槽の管理不備など様々な原因が考

えられるため、苦情が寄せられた箇所の現地確認を行い、悪臭防止に向け

た指導などを行っています。
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（基本目標 1　きれいな環境で、安心して健康に暮らせるまちをつくる）



◆悪臭調査結果

〇：基準値超過なし　×：基準値超過あり　－：調査未実施　　　

調査事業所
神指町
Ａ事業所

湊町
Ｂ事業所

門田町
Ｃ事業所

神指町
Ｄ事業所

平成28年度
悪臭物質濃度 － － － ○

臭気指数 － × － ×

平成29年度

悪臭物質濃度 － － － ○

臭気指数 － × － ○

平成30年度 臭気指数 － ○ － ○

令和元年度 臭気指数 － ○ － ○

令和２年度 臭気指数 － ○ － ○

令和３年度 臭気指数 － ○ － ○
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◆測定調査の様子

（基本目標 1　きれいな環境で、安心して健康に暮らせるまちをつくる）



基本目標２　 緑豊かで、住んでいて心地よく、
               　　　　　　　　　　人と自然が共生するまちをつくる
　
　本市は、山々に囲まれ、猪苗代湖や阿賀川とそれを支える河川が流れ、豊かな田園が広がるなど
自然環境や水資源に恵まれた地域です。
　また、猪苗代湖は水源としての利用はもちろん、湖水浴やキャンプなどレジャーにも活用され、
人と自然が共生してきました。
　これらの森林や水辺などには、貴重な野生動植物や様々な生物が生息・生育していることから、
貴重な自然環境を守り、生態系の多様性を確保する必要があります。
　そのため、多様な生態系を守る活動を推進するとともに、市民と協働のもと、緑化などの良好な
環境の保全活動を推進し、人と自然が共生するまちをつくります。 

個別
目標 環境目標

目標値と実績値 R３実績値の
評価・分析

現状値 実績値 目標値 前年度
との比較

目標値
達成
状況H24 R２ R３ R５

２－１

森林施業面積　 1,347ha 1,999ha 2,092ha 2,267ha ⤴

自然環境や動植物の保護を行
う市民の割合 21％ （H30）

10.5％
（H30）
10.5％ 60％ ―

２－２

環境保全型農業直接支援対策
事業の対象面積

（H27）
5,987a 7,580a 9,350a （R8）

7,000a
⤴ 達成

担い手に集積された農用地の
面積割合 59.1％ 76.8％ 78.2％ （R8）

78％
⤴ 達成

２－３

農業集落排水施設水洗化率

赤井：
97.0％
共和：
90.4％

赤井：
98.9％
共和：
94.0％

赤井：
98.8％
共和：
94.7％

赤井：
100％

共和：
94.8％

⤴

高度処理型浄化槽の普及率 25.9% 32.9％ 35.6％ 45％ ⤴

猪苗代湖・流域清掃活動参加
者数 514名 0名 0名 600名 →
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（基本目標２　緑豊かで、住んでいて心地よく、人と自然が共生するまちをつくる）

環境目標　令和３年度実績環境目標　令和３年度実績

　　　個別目標２－１　豊かな自然環境を守り、育てるまち
　　　個別目標２－２　美しい里山と農地を守り、活かすまち
　　　個別目標２－３　猪苗代湖の水環境を守り、次代に引き継いでいくまち
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－猪苗代湖水環境保全推進計画－



　

個別
目標 環境目標

目標値と実績値 R３実績値の
評価・分析

現状値 実績値 目標値 前年度
との比較

目標値
達成
状況H24 R２ R３ R５

２－３
猪苗代湖及
び流入河川
の水質

中田浜

COD 0.7mg/ℓ 1.1mg/ℓ 1.2mg/ℓ
0.7mg/ℓ

以下
⤵

全窒素 0.18mg/
ℓ

0.20mg/
ℓ 0.23mg/ℓ

0.2mg/ℓ
以下

⤵

全リン 0.011mg
/ℓ

0.004mg
/ℓ

0.004mg/
ℓ

0.01mg/ℓ
以下

→ 達成

赤井川

BOD 1.4mg/ℓ 1.1mg/ℓ 1.0mg/ℓ
1.2mg/ℓ

以下
⤴ 達成

全窒素 1.24mg/
ℓ

0.85mg/
ℓ 0.88mg/ℓ

1.1mg/ℓ
以下

⤵ 達成

全リン 0.093mg
/ℓ

0.095mg
/ℓ

0.045mg/
ℓ

0.08mg/ℓ
以下

⤴ 達成

原川

BOD 0.8mg/ℓ 0.5mg/ℓ 0.6mg/ℓ
0.8mg/ℓ

以下
⤵ 達成

全窒素 0.53mg/
ℓ

0.40mg/
ℓ 0.50mg/ℓ

0.5mg/ℓ
以下

⤵ 達成

全リン 0.031mg
/ℓ

0.018mg
/ℓ

0.020mg/
ℓ

0.03mg/ℓ
以下

⤵ 達成

　

　　　自然環境関連の環境目標については、全体的に良化傾向にあります。とくに、猪苗代湖の流
　　入河川の水質は近年良化傾向にあり、令和３年度もおおむね良好な環境が維持されていますが、
　　他方、改善が見られていない指標もあります。
　　　人と自然が共生するまちをつくるため、引き続き、市民や事業者の皆様、県及び関係自治体
    との連携・協働のもとに、森林や里山の保全、生物多様性の確保、猪苗代湖の水環境の保全に
    取り組んでいく必要があります。
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評　　価評　　価



◇生態系に配慮した土地利用を行います

実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

水路工事
〔農林課〕

・農村地域の環境改善を目的として集
落内の生活排水路などを整備する。

・水生生物に配慮した水路の維
持管理を行った。

会津若松市開発行為等指導
要綱に基づく緑化等の指導
〔開発管理課〕

・公園等の設置に対する指導（開発区
域面積が3,000㎡以上である場合、区
域の3％以上）。

・開発許可件数　14件（新規
10件　変更4件）
・うち緑地及び緑化施設設置件
数　新規3件、変更1件

◇森林の保全と活用を図ります

実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

森林整備地域活動交付金事
業
〔農林課〕

・森林整備地域活動支援事業により、
森林経営計画の策定に向けて、林業事
業体が行う森林所有者の合意形成等を
支援する。

・交付金の交付はなかったが、
森林情報提供などの準備作業へ
の支援を行った。

治山事業
〔農林課〕

・自然災害等による森林の復旧を図
る。
・保安林整備事業等により保安林の整
備と、荒廃森林の復旧を図る。

・大戸町大字芦牧峠地区の復旧
に向け、県において詳細設計を
行い、工事を発注した。

林業専用道整備事業
〔農林課〕

・林業専用道舟子峠線を開設し、森林
施業に供することで森林整備を図る。

・施工延長　１９９．８ｍ

森林病害虫等防除事業
〔農林課〕

・湊町ほか保全すべき森林における松
くい虫等の被害を鎮静化させるため、
伐倒や薬剤注入等により駆除を行う。

・伐倒駆除　108本
・材積　77.05㎥

会津若松市建築業森林ボラ
ンティア、森林環境ボラン
ティア
〔農林課〕

・会津若松市建築業森林ボランティ
ア、森林環境ボランティアを活用し、
森林づくりを推進する。

・新型コロナウイルス感染症の
影響により中止した。

◇豊かな緑と水辺地を保全、創出します

実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

赤井谷地保存整備事業
〔文化課〕

・国指定天然記念物赤井谷地沼野植物
群落の保護及び湿原回復のため、水環
境調査・植生調査を行う。
・保存管理指導会議を開催し、湿原回
復の方策や今後の活用方針を検討す
る。
・湿原保護への理解を深めるため、市
民向けの散策会を実施する。

・水環境調査（6月～11月）、

植生調査（10月）を実施し
た。
・指導会議（２月）を開催し、
今後の対応等について検討し
た。
・市内の小学生と保護者を対象

とした観察会（10月 11名）を
開催した。

文化財整備事業
〔文化課〕

・国指定天然記念物高瀬の大木を後世
に残すために病害虫の防除や施肥等の
保存整備を行う。

・保存整備（2月～3月、施
肥、枯枝処理、木道修繕）を実
施した。
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環境施策　令和３年度取組実績環境施策　令和３年度取組実績

　個別目標２－１　豊かな自然環境を守り、育てるまち

（基本目標２　緑豊かで、住んでいて心地よく、人と自然が共生するまちをつくる）



実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

自然景観指定緑地の指定
〔都市計画課〕

・景観形成上、重要な森林や樹木、緑
地等を自然景観指定緑地として指定、
支援することにより、自然資源の保全
を図る。

・指定緑地　　0件
・登録緑地　　0件
・維持管理費等助成　　10件

花と緑の推進事業
〔まちづくり整備課〕

・花苗生産基地において、花苗を生産
する。
・庁舎・学校等の公共施設に花苗を配
付し緑化美化を図る。

・花苗生産基地において、
49,844本花苗を生産し、99箇
所の庁舎・学校等の公共施設に
花苗を配付し緑化美化を図っ
た。

福島県自然公園清掃協議会
への加入
〔観光課〕

・自然公園内の美化清掃事業及びその
思想の啓蒙・普及活動を行う。

・福島県自然公園清掃協議会に
よる清掃委託を実施した。
・新型コロナウイルス感染拡大
の影響により、クリーンアップ
作戦等が中止となった

国土緑化推進事業
〔農林課〕

・森林資源の造成と国土保全並びに水
資源のかん養を図り、以って国土緑化
に寄与することを目的とし、事業を行
う。

・各事業参加人数　のべ 60人
（エコカル子どもクラブ　36
人）
（グリーンスクール　24名）

緑の基本計画進行管理
〔まちづくり整備課〕

・緑化施策の指針として活用し、市内
の緑化を推進する。

・進行管理を継続して実施し
た。

公共施設での緑化
〔市民課〕

・斎場敷地内の緑化の維持管理を行
う。

・斎場敷地内の緑化の維持管理
を実施した。

基幹集落センター等の緑化
〔農政課〕

・基幹集落センター及び北会津農村環
境改善センターにおいて、業務委託に
より年２～３回、樹木の手入れや草刈
り等の緑地保全事業を実施する。

・基幹集落センター及び北会津
農村環境改善センターにおい
て、業務委託により年2～3
回、樹木の手入れや草刈り等の
緑地保全事業を実施した。

水源周辺の清掃
〔上水道施設課〕

・水源周辺の清掃及びパトロールを実
施する。

・東山ダム周辺や湯川上流のパ
トロールを水源原水採水時に実
施した。

市場の緑化
〔農政課〕

・指定管理者において、市場内花壇へ
の花苗の植付及び空地の草刈りを実施
する。

・市場内花壇への花苗の植付及
び空地の草刈りを指定管理者で
ある（一社）会津若松市公設地
方卸売市場協会によって実施し
た。

児童館や保育所施設の緑化
〔こども保育課〕

・児童館・保育所において、花壇など
の緑化に努め、児童や保護者、地域住
民の意識高揚を図る。

(児童館）
・利用児童による花苗栽植（80
本）
(広田保育所）
・保護者や児童による花苗栽植
（800本）
・２歳以上児クラスの栽培活動
(中央保育所）
・児童による栽培活動
（200本）

ノーマライズ交流館の緑化
〔障がい者支援課〕

・障がい者優先調達推進法を利用して
植栽の整備を行うとともに、花壇への
新たな花苗の植栽などを検討する。

・市より支給されたプランター
を並べて緑化に取り組んだ。ま
た、たんぽぽ園の庭への植栽及
び植木の剪定により、緑地の維
持に取り組んだ。

下水浄化工場の緑化
〔下水道施設課〕

・豊かな緑を創出するため、下水浄化
工場の玄関付近をプランターの花で飾
る。

・下水浄化工場で作成している
コンポストを使い、浄化工場の
玄関付近をプランターの花で
飾った。
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（基本目標２　緑豊かで、住んでいて心地よく、人と自然が共生するまちをつくる）



実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

公営住宅の緑化
〔建築住宅課〕

・豊かな緑を創出するため、公営住宅
等の施設整備において敷地内の緑化を
推進する。

・城前団地第 4期の植栽工事に
おいて、野芝及びドウダンツツ
ジの植込みを取り入れ、整備を
図った。

施設等の緑化
〔上下水道局総務課〕

・庁舎敷地内の緑化の維持管理を行
う。

・令和2年度下水道課との組織
統合により花壇が取り壊しと
なったため実施なし。

公共施設での緑化
〔上水道施設課〕

・浄水場内での緑化を図る。 ・滝沢浄水場と東山浄水場にお
いて、場内の除草及び花苗の管
理を実施した。

ふれあい体育館等の緑化
〔スポーツ推進課〕

・緑化の充実を図るため、ふれあい体
育館等の花壇を整備する。

市民・施設利用者・指定管理者
の協働による「花と緑のサポー
ター活動」を4回実施した。

庁舎の緑化
〔北会津支所まちづくり推
進課〕

・庁舎の花壇及びプランターに花苗を
植栽し、庁舎の緑化に努める。

・プランターに花苗を植栽し、
庁舎出入口等に設置した。
・庁舎の花壇に花苗を植栽し
た。
・雑草、落葉の処理を定期的に
行った。

庁舎の緑化
〔河東支所まちづくり推進
課〕

・庁舎周辺の花壇等に花苗を植栽し、
支所の緑化に努める。

・庁舎周辺の花壇へ花を植栽し
て管理を行うなど、緑化事業を
実施した。

国土緑化推進委員会事業
（植樹祭・公共施設等緑化
事業）
〔農林課〕

・植樹を通して市民の方々に緑化の重
要性を認識していただき、併せて緑化
思想の高揚と市民生活環境の向上に寄
与する。
・公共施設、自然緑地、公園等を緑化
する団体等へ緑化苗木や花苗を無償配
布する。

・第70回植樹祭実施、参加者
82名
・公共施設等緑化推進事業の実
施、8団体へ苗木、花苗配布

国際的ふるさと会津創生事
業
〔まちづくり整備課〕

・町内会等との連携により公園・緑地
の維持管理を実施する。

・町内会等との連携により公
園・緑地の維持管理を実施し
た。

景観まちづくり協定地区等
における緑化等の支援
〔都市計画課〕

・協定地区等の緑化を支援することに
より、まちなかの緑を保全、推進す
る。

・公開空地の緑化等に対する助
成　0件（利用申請がなかった
ため）

都市公園緑地等整備・維持
管理事業
〔まちづくり整備課〕

・都市の環境及び安全性の向上を図
り、市民の活動や憩いの場を形成する
ため、良好な維持管理に努めるととも
に、必要に応じ施設整備を行う。

・公園内の樹木管理や施設改
修・維持補修等を実施し、市民
の憩いの場として利用できるよ
う環境整備を図った。

まちなみ環境整備事業
〔まちづくり整備課〕

・都市計画道路会津若松駅中町線の美
装化（道路改良）の整備を行う。

・会津若松駅中町線道路改良工
事　L=55.3mを実施した。
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（基本目標２　緑豊かで、住んでいて心地よく、人と自然が共生するまちをつくる）



◇野生生物を適正に保護します

実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

野生生物生息環境保全事業
〔環境生活課〕

・野生生物生息環境調査を行い、生息
環境の保全に努める。
・身近な生き物基本調査会議を開催
し、意見を野生生物の保護に役立て
る。
・ホームページや市政だよりに生き物
についてのコラムを掲載し、市民の野
生生物保護についての意識啓発を行
う。

・野生生物生息環境調査を行っ
た。
・身近な生き物基本調査会議を
開催し、市の環境保全事業や市
内での開発行為に対する意見を
得た。
・ホームページへの情報を掲載
したほか、市政だよりに毎月コ
ラムを掲載した。

文化財整備事業
〔文化課〕

・県指定天然記念物白山沼のイトヨ生
息地の環境保全のため、イトヨ生息数
等の生態調査を行う。

・イトヨの生息数及び水質調査
（10月）を実施した結果、昨年
と比較し確認個体数は減少傾向
にあるため、今後も経過観察が
必要である。

阿賀川河川環境整備事業
（水辺の楽校）
〔まちづくり整備課〕

・市民が快適に利用できるよう指定管
理者による維持管理を継続して実施す
る。

・市民が快適に利用できるよう
指定管理者による維持管理を実
施した。
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（基本目標２　緑豊かで、住んでいて心地よく、人と自然が共生するまちをつくる）

地球は鳥や魚や昆虫、
草木、花、そして僕た
ち動物たちなど、全て
がつながって成り立っ
ているんだね。

　「生物多様性」とは、陸、空、海、河川、森林など、地球全体に多様な生物が存在してい
ることを指します。
　地球上の生きものは 40億年という長い歴史の中で、さまざまな環境に適応して進化し、
3,000 万種もの多種多様な生きものが生まれました。これらの生きもの一つひとつに生命
と個性があり、わたしたち人類も含め、全ての生きものが直接的又は間接的に支えあって生
きています。
　わたしたち人類は、わたしたちのいのちと暮らしを支えてくれるこの豊かな生物多様性を
守り、次世代につなげていかなければなりません。

みんなで守ろう！生物多様性



◇里山を保全します

実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

背炙山公園野草ゾーン整備
事業
〔まちづくり整備課〕

・市民が快適に利用できるよう野草
ゾーンの除草等の維持管理を含め、
指定管理者による管理を実施する。

・指定管理者による維持管理を
継続して実施した。

ボランティアによる下刈り
等の実施
〔農林課〕

・一般市民を対象としたボランティ
アによる下刈り等を実施する。

・新型コロナウイルス感染症の
影響により中止した。

保安林の整備
〔農林課〕

・国土防災、自然環境の維持から森
林の有する多面的機能の高度発揮を
目的に積極的に保安林の指定・整備
を図る。

・市で直接整備は行っていない
が、県事業に対する協力・支援
を行った。

◇農地を保全します

実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

中山間地域等直接支払事業
〔農政課〕

・農地の耕作放棄地の発生防止に努
めるとともに、適切な農業生産活動
（草刈・道水路管理）を通じて環境
にも配慮するよう指導する。

・農地の耕作放棄地の発生防止
に努めるとともに、適切な農業
生産活動（草刈・道水路管理）
を通じて環境にも配慮するよう
指導した。
・取組集落数　13集落
・取組面積　　196ha

耕作放棄地解消対策
〔農政課〕

・耕作放棄地の引き受け手となる農
業者の確保に努め、引き受け手が確
定したものから、順次、福島県農村
地域活性化事業補助金を活用して再
生作業を実施する。

・地域の担い手農業者等により
再生作業が行われた。
・再生面積　　48,395㎡
　（調査区分の変更による異動
を含む）
・作付け作物等　保全管理、一
般野菜等

多面的機能直接支払事業
〔農政課〕

・農業・農村の持つ多面的機能の維
持のため、各集落が行う農用地の草
刈や水路の泥上げ等の共同活動を支
援する。

・活動組織に対し交付金を交付
し、共同活動の支援を行った。
・活動組織数　　99組織
・取組面積　　    4,415ha

遊休農地の解消
〔農業委員会事務局〕

・農地法第 30条の規定に基づき毎年
１回管内の農地の利用状況について
の調査を行い、耕作が放棄されてい
る農地や非農地化した荒廃農地に分
類し、新たに遊休化した農地や、過
去に指導し改善されない遊休農地の
所有者に対し、利用意向調査を実施
しながら指導・勧告等を行うこと
で、遊休農地の発生防止に努める。

・8～9月に実施した利用状況調
査の結果、遊休農地の分類・集
計方法が変更になったこともあ
り 8.3haの遊休農地が新たに確
認されたが、前年 11～12月に
実施した利用意向調査に伴う委
員による解消指導や地権者の努
力等により 8.6haが解消され
た。これにより、令和元年度当
初に確認されていた30.1haの
遊休農地は 29.9haに減少し
た。

基盤整備事業
〔農林課〕

・優良農地の区画整理と農業者の収
益向上やコスト縮減を目的とする。

・動植物等の保護を目的とする
生息に配慮した施設の計画、整
備を行った。
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（基本目標２　緑豊かで、住んでいて心地よく、人と自然が共生するまちをつくる）

　個別目標２－２　美しい里山と農地を守り、活かすまち



実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

環境保全型農業直接支払事
業
〔農政課〕

・化学肥料・化学合成農薬を５割以
上低減する取組と合わせて、地球温
暖化防止や生物多様性保全に効果の
高い営農活動を行う組織に対して支
援を行い、環境にやさしい農業の推
進を図る。

・環境保全に効果の高い営農活
動を行う活動組織に対して交付
金を交付し、地球温暖化の防止
や生物多様性保全に資するため
の取組の推進を図った。
 ・活動組織数　　6組織

◇農業・農村体験ができる場をつくります

実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

グリーンツーリズム支援事
業
〔農政課〕

・農業農村体験の受入態勢整備、Ｐ
Ｒ活動による受入れを行う。

・農業農村体験の受入態勢整備
では11月 16日に市内歴史探訪
を行い会員５名、オブザーバー
２名、事務局３名、ガイド１名
が参加した。ＰＲ活動では７月
31日に親子でトマト収穫体験を
行い 20名が参加した。ま
た、11月27日に親子で籾摺
り・精米体験を行い、21人が参
加した。

子どもの森整備
〔生涯学習総合センター〕

・市民の身近な自然に親しめる場所
として、敷地内の環境の整備を継続
する。
・主催講座の実施により、子供たち
の豊かな情操教育と自然学習の支援
を行う。

・子どもの森の管理人及びボラ
ンティアサポーター（登録数1
０名）が主体となり、環境整備
に努めている。また、センター
職員も定期的に巡回し現況確認
と情報交換を実施し環境改善に
努めた。
・主催講座は10月22日（土）
に実施した。この事業を通して
子どもの森を利用する機会を提
供するとともに市内の幼稚園・
保育園、小学校などへ利用の広
報を行うことができた。

小田山公園の整備
〔まちづくり整備課〕

・公園巡視を行うとともに、給水施
設等の維持管理を行う。

・給水施設の修理と維持管理を
継続して実施した。

七日町市民広場の整備
〔観光課〕

・七日町市民広場の管理、利活用の
促進を行う。

・七日町市民広場の維持管理を
行い、市民への貸し出しを実施
した。

市民農園等設置運営事業
〔農政課〕

・市民農園の貸し出しにより市民が
実際に農作業を体験する機会を創出
し、農業や自然環境、食に対する理
解を深める。

・農作業の体験などを通して自
然環境や農業への理解を深め
た。
・市民農園　　76区画
・ふれあい農園　　53区画

自然環境教室の開催
〔環境生活課〕

・市民を対象に自然環境教室を年３
回開催し、市民の自然環境保護、野
生生物保護に関する意識の醸成を図
る。

・8月、11月にそれぞれ自然環
境教室を開催し、計48名参加
した。いずれの回もアンケート
などによる参加者の満足度は高
かった。
・新型コロナウイルス感染症の
拡大に伴い、2月の開催は見
送った。
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（基本目標２　緑豊かで、住んでいて心地よく、人と自然が共生するまちをつくる）



実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

森林浴
〔農林課〕

・会津東山自然休養林内の遊歩道を
探索し、自然観察や野鳥観察を盛り
込んだ森林浴を実施する。　

・実績なし
※令和元年６月のツキノワグマ
による人身被害発生に伴い、石
山遊歩道外３路線を通行止めに
している。

◇自然汚濁・面的汚濁を低減します

実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

森林環境基金森林整備事業
〔農林課〕

・森林環境税を財源とした基金によ
り、スギ等の人工林の間伐事業を実
施する。

・市内各地区の間伐　36.76ha
（内訳）湊町原     　19.79ha
　　　　大戸町桑原   11.56ha
　　　　大戸町小谷    5.41ha

エコファーマー認定制度
〔農政課〕

・堆肥等を活用した土づくりと化学
肥料・農薬使用の低減に一体的に取
り組む農業者をエコファーマーと認
定し、環境と調和した生産を推進す
る。

・堆肥等を活用した土づくりと
化学肥料・農薬使用の低減に一
体的に取り組む農業者をエコ
ファーマーと認定し、環境と調
和した生産を推進した。

◇人為汚濁を低減します

実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

農業集落排水事業
個別生活排水事業
（高度処理）
〔下水道施設課〕

・湊町区域における農業集落排水事業
の接続促進を図る。
・湊町区域における個別生活排水事業
の整備促進を図る。

・湊町区域における農業集落排
水事業の接続率　赤井地区
98.8％、共和地区 94.7％
・湊町区域における個別生活排
水事業の整備基数　　5基

湊四浜環境整備事業
〔観光課〕

・湊四浜湖水浴場の安全管理と整備を
行う。

・崎川浜の公衆便所浄化槽の整
備、維持管理を行った。

◇水辺環境の保全・整備促進を図ります

実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

環境美化推進事業
〔廃棄物対策課〕

・地区環境美化推進協議会の支援や補
助及び清掃指導員と生活環境保全推進
員による指導・啓発により、環境の保
全を図る。

・各地区環境美化推進協議会
（18地区）に対し補助金を交
付し、活動の支援を実施した。

ビーチクリーナーによる湖
岸清掃
〔環境生活課〕

・猪苗代湖環境保全推進連絡会によ
り、猪苗代湖湖岸の環境美化を図るた
め、砂浜の清掃を実施する。

・猪苗代湖環境保全推進連絡会
において、崎川浜・中田浜・小
石ヶ浜の清掃を行った。（延べ
３回）
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　個別目標２－３　猪苗代湖の水環境を守り、次代に引き継いでいくまち
　　　　　　　　　　　　　　　　　　－猪苗代湖水環境保全推進計画－

（基本目標２　緑豊かで、住んでいて心地よく、人と自然が共生するまちをつくる）



◇市民参加による水環境保全活動の活性化に努めます

実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

猪苗代湖環境保全推進事業
〔環境生活課〕

・本市の水資源及び観光資源として重
要な猪苗代湖の水環境の保全に向け、
福島県及び関係市町村並びに関係機
関・団体と連携しながら、水環境保全
対策を進める。

・猪苗代湖岸クリーンアップ
は、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため中止した。
・県や猪苗代湖・裏磐梯湖沼水
環境保全対策推進協議会主催の
湖岸清掃やヨシ刈り、ヒシ刈り
のボランティアについて参加を
呼びかけるとともに、主催本部
に参加した。

◇水環境保全思想の啓発促進、地域交流・水文化の形成に努めます

実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

猪苗代湖の水環境講座の実
施
〔環境生活課〕

・猪苗代湖の自然の浄化作用等の学習
により、猪苗代湖の水環境保全に対す
る意識の向上を目的とする。

・湊小学校で２回の出前講座を
開催した。

シンポジウム、セミナー等
の開催
〔環境生活課〕

・猪苗代湖及び裏磐梯湖沼群流域の水
環境保全に係る情報の共有、意識の高
揚を図り、流域における水環境保全活
動を推進する。

・猪苗代湖・裏磐梯湖沼水環境
保全対策推進協議会主催の水環
境フォーラムに参加し、猪苗代
湖環境保全推進連絡会主催の子
ども交流会（会津若松市開催）
で各小学校の活動報告をまとめ
た。

◇水環境保全に関する調査研究等の充実に努めます

実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

猪苗代湖流入河川水質調査
事業
〔環境生活課〕

・継続して主要河川及び猪苗代湖流域
での水質調査を実施し、水環境の現状
を確認するとともに、調査結果の公表
を行う。

・計画通り年間 10回の水質調
査を実施した。結果については
概ね基準を満たしていた。
・令和２年度の調査結果につい
て公表を行った。
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（基本目標２　緑豊かで、住んでいて心地よく、人と自然が共生するまちをつくる）

　水環境キャラクター
みずくん、たまちゃん



　特集　「野生生物生息環境保全事業」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：環境生活課）

　本市は背あぶり山や猪苗代湖などの豊かな自然に恵まれており、たくさんの生き物たちが生息

する豊かな生態系が築かれています。

　市では、豊かな自然を将来に引き継いでいくためには、生き物を知り、その環境を守ることが

大切であると考え、以下の事業を実施しています。

　

１　野生生物生息環境調査

　　市内の野生生物の生息環境の変化について、市内25地点を調査しています。令和３年度の調

　査では、特に大きな変化は見られませんでした。

２　自然環境教室

　　自然観察を通じて身近な自然の大切さについて理解していただくために、年３回自然環境教

室を開催しています。（開催内容については、「各種環境教室・環境講座・生涯学習出前講座

の実施」（92～93ページ）を参照。）

３　ホームページ等での啓発

　　身近に生息している生き物について知る機会を

増やすために、平成17年度より、ホームページ上

に「身近な生き物大図鑑」を掲載し、市内に生息

する生き物約600種類を紹介しています。

　また、平成27年度からは生き物についてのコラ

ムを掲載し、季節の生き物の特徴や生態について

解説しているほか、市が毎月発行している「市政

だより」にも身近な生き物を紹介する記事を掲載

しています。
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（基本目標２　緑豊かで、住んでいて心地よく、人と自然が共生するまちをつくる）

身近な生き物大図鑑
市ホームページのトップページ



４　身近な生き物基本調査会議の開催

　　生き物の各分野における専門的な知識を有する方々(身近な生き物基本調査会議委員)により構

成される会議であり、本市の身近な生き物の生息状況や生態情報、市の啓発事業等、生き物に

関することについて、専門的な立場からご意見をいただいています。
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【身近な生き物とは…】
　市内で確認された哺乳類、鳥類、は虫類、両生類、魚類、昆虫類、植物の中から、
「会津若松市身近な生き物基本調査会議」で、下記の２つの基準で約 600種の生き物が
選定されています。

（１）市内での生息が確認されている生き物
（２）市民が比較的容易に見ることができ、わかりやすい生き物。
　　　または季節感の指標となる生き物（ウグイスやアブラゼミなど）など
　　　市民の生活につながりのある生き物。

ミヤマクワガタ

アカハライモリ

ニホンリス

イトヨ

（基本目標２　緑豊かで、住んでいて心地よく、人と自然が共生するまちをつくる）



　特集　「猪苗代湖環境保全推進事業」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：環境生活課）

１　猪苗代湖岸一斉クリーンアップ作戦と水環境講座

　　・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

　　開催を中止

２　猪苗代湖環境保全推進連絡会の取組

　①ビーチクリーナーによる湖岸清掃

　　■実施期間：令和３年４月～令和３年11月

　　■実施箇所：猪苗代湖の各浜

　　■実施日数：延べ30日

　②ヨシ屑や流木等湖岸堆積物の除去

　　■実施期間：令和３年４月～８月

　　■実施個所：青浜、志田浜、上戸浜　

　③子ども交流会

    書面等による情報交換を実施　　　　　　　　　　　

　　■通知月日：令和３年12月 20日

　　■内　　容：郡山市立湖南小学校、猪苗代町立翁島小

　　　　　　　　学校、会津若松市立湊小学校の児童によ

　　　　　　　　る猪苗代湖の環境保全に関する活動報告

　　　　　　　　

　　

３　猪苗代湖・裏磐梯湖沼水環境保全対策推進協議会の取組み

　①猪苗代湖クリーンアクション

　　■開催日；令和３年７月10日

　　■場　所：猪苗代湖舟津浜　　

　　■参加者：２４名

　　■内　容：ごみ、ヨシくずの回収　　

　②猪苗代湖・裏磐梯湖沼水環境保全フォーラム

　　■開催日；令和３年11月 26日

　　■場　所：猪苗代町体験交流館（学びいな）　　

　　■参加者：９０名

　　■内　容：猪苗代湖・裏磐梯湖沼フォトコンテスト表彰式
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ビーチクリーナーによる湖岸清掃

（基本目標２　緑豊かで、住んでいて心地よく、人と自然が共生するまちをつくる）



４　紺碧の猪苗代湖復活プロジェクト会議の取組

　〇ヒシ回収

　　■実施時期：令和３年７月～９月

　　■実施場所：猪苗代湖北岸部

　　■参 加 者：370名（延べ人数）

　　■回 収 量：約42トン

５　ＮＰＯ法人「輝く猪苗代湖をつくる県民会議」の取組

　〇漂着水草回収

　　■実施期間：令和３年10月～11月

　　■参 加 者：909名（延べ人数）

　　■回 収 量：128㎥
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（基本目標２　緑豊かで、住んでいて心地よく、人と自然が共生するまちをつくる）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：環境生活課

６　猪苗代湖流入河川等水質調査

　　本市では、猪苗代湖及び流入河川の水質を把握するため、昭和 59年度から水質調査を

実施しています。赤井川、原川、猪苗代湖（中田浜）の３地点について毎月１回（１、２

月は除く）実施しています。

　　猪苗代湖（中田浜）の水質は、他の河川や湖沼と比べ大変良好な水質であるといえます

が、平成になる頃からｐＨが上昇して中性化しており、ＣＯＤと総リンも上昇する傾向に

あります。

　　猪苗代湖の流入河川である赤井川と原川の水質は良好で安定していますが、水田の代掻

きや田植えの影響と考えられる水質の悪化が一時期発生します。

（関連資料：109ページ　資料９）

　　市では今後も継続して水質調査を実施し、猪苗代湖の水質保全に努めていきます。

～　ひとくちメモ　～

■ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）

　河川等の有機物による汚れを表す指標で、水
中の有機物の微生物が分解（酸化）する際に消
費する酸素の量を測定することで､間接的に水の
汚れを測定することができます。数値が大きい
ほど汚れが大きいことを示します。

■ＣＯＤ（化学的酸素要求量）

　主に有機物による水の汚れを示す指標で、有
機物を酸化分解するのに使われた酸素の量に換
算したもので、数値が大きいほど水が汚れてい
ることを示します。
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市水環境キャラクター
みずくん・たまちゃん

河川の場合は BOD 、湖沼や
海域の場合は COD を用いて
水質を評価します

（基本目標２　緑豊かで、住んでいて心地よく、人と自然が共生するまちをつくる）



◆令和３年度　猪苗代湖流入河川等水質調査結果

　　　　　　　（関連資料：109ページ　資料９）
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赤井川（戸ノ口橋）
ＢＯＤ: 1.0
ＣＯＤ: 7.7
全窒素: 0.88
全リン: 0.045

湖　水（中田浜）
ＰＨ　: 7.8
ＢＯＤ: 0.5
ＣＯＤ: 1.2
全窒素: 0.23
全リン: 0.007

原　川（崎川橋）
ＢＯＤ: 0.7
ＣＯＤ: 2.0
全窒素: 0.50 
全リン: 0.020

原川

赤井谷地

赤井川

年間平均値（単位：mg/L ）

（基本目標２　緑豊かで、住んでいて心地よく、人と自然が共生するまちをつくる）



◆猪苗代湖および流入河川の水質経年変化（年間平均値）
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（基本目標２　緑豊かで、住んでいて心地よく、人と自然が共生するまちをつくる）



７　猪苗代湖の現状

　⑴　自然の浄化作用

　猪苗代湖には、猪苗代町の北部から流れる酸川（すかわ）が長瀬川と合流して流れ込

んでいますが、酸川の水は強酸性で、鉄やアルミニウム等の金属イオンが溶け込んでい

ます。

　猪苗代湖に入ると、それまで溶けていた金属イオンが形を変えて、有機物（汚れ）や

リン酸（植物の栄養）と結びつき、湖の底に沈みます。この自然の浄化作用により、猪

苗代湖の水質が良好に保たれていると考えられています（下図参照）。

　

【酸川の特徴】

　長瀬川の支流の一つで、かつての硫黄鉱山からの地下水や、沼

尻・中ノ沢温泉の源泉の影響で強酸性（ｐＨ２）を示す河川です。

見た目は透明で川原の石もきれいですが、強酸性のため鉄やアル

ミニウムなど様々な金属イオンを含んでいます。

【長瀬川の特徴】

　裏磐梯から猪苗代湖に流入している河川です。猪苗代湖に流入

する水の約40％が長瀬川から入っています。途中で酸川と合流し、

酸性成分を湖に運んでいます。合流直後は、中和により酸性度が

下がり（ｐＨ３～４）、鉄イオンが固体化するため、川原の石に

鉄分が付着し茶色に染まっています。
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　　　　　【福島県猪苗代湖及び裏磐梯湖沼群の水環境の保全に関する条例】
　福島県では、水環境悪化を未然に防止し、将来に渡って良好な水環境を保全していくため、平成
14 年３月に「福島県猪苗代湖及び裏磐梯湖沼群の水環境の保全に関する条例」を制定しました。
　条例では、県民、事業者、行政の責務や富栄養化を防止するための窒素・リンの排出規制など、
水質汚濁防止のための各種規制等が盛り込まれています。
　排出規制値は、霞ヶ浦など富栄養湖に対する基準値と同等の厳しいものになっています。

  　長瀬川

参考

  　　酸川

①栄養分が湖の底に沈む→②植物性の微生
物が増えにくくなる→③有機物（汚れ）が
増えにくくなる→だから水がきれい！

水がきれいに保たれる仕組み

（基本目標２　緑豊かで、住んでいて心地よく、人と自然が共生するまちをつくる）



⑵　ｐＨの中性化

　　　ｐＨ５前後の弱酸性を保ってきた猪苗代湖ですが、平成８年頃からｐＨが上昇しはじめ、

平成21年度以降はｐＨは6.8、令和3年度はｐＨが6.8となり、中性化してきています。

　　　猪苗代湖が中性化した原因は様々考えられ、その一つとして、酸川（猪苗代湖に流入す

る長瀬川の支流）に含まれている酸の量が減ったことが考えられていますが、詳細につい

てはまだわかっていません。

■猪苗代湖心の水質変化（ＣＯＤの上昇）

　猪苗代湖の中性化に伴い、湖水の汚れを現す指標であるＣＯＤの値も上昇傾向にありま

す。これは、猪苗代湖の自然の浄化作用の低下や湖内における生産（プランクトン等の水

生生物の繁殖）の増大などが考えられます。水質が悪化することが懸念されるため、県や

流域市町村等では水質改善に向けて様々な取組を行ってきました。市では、今後とも継続

的に水質改善に取り組んでいきます。

【水質改善の取組例】

　　猪苗代湖上流域での下水道や高度処理合併浄化槽の普及促進

　　猪苗代湖岸の清掃や漂着水草・ヒシのボランティアによる回収

　　水環境にやさしい農業の推進　など

⑶　全国湖沼水質ランキング（ベスト５）について

　猪苗代湖は、環境省発表の公共用水域水質測定結果による湖沼の水質ランキング（ベス

ト５※平成28年度以前は COD値、大腸菌群数などによりランク付け。平成29年度以降は

COD値のみによりランク付け。）において、平成14年から17年の４年間は１位でしたが、

その後、平成20年度以外は COD値の増加や大腸菌群数の環境基準超過によりベスト５外と

なっています。近年の COD値のみによるランキングは以下のとおりです。

平成29年 8位、平成30年度14位、令和元年度15位、令和2年度14位、令和3年度18位

⑷　湖沼の環境基準について

　国では当初、環境基準として大腸菌群数を採用していましたが、近年、大腸菌を検出す

る技術が進歩し、ふん便汚染によるものと、土壌等の自然界にいるものとを分けて検出す

ることができるようになったため、令和４年４月から基準を大腸菌群数から大腸菌数に見

直しました。なお、猪苗代湖で検出される大腸菌群については、ほとんどが自然由来であ

ることが判明しています。
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 中性

 酸性

ｐＨ

ＣＯＤ

COD
〔 mg/l 〕

（基本目標２　緑豊かで、住んでいて心地よく、人と自然が共生するまちをつくる）
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基本目標３　 地球温暖化を防ぐため、
　　　　　　　　　　　　     環境と事業活動が調和したまちをつくる
　　　　　　　　　　　　　      ～ 地球温暖化対策実行計画（区域施策編）～

　様々な地球環境問題は、私たちの生活や事業活動に伴う化石燃料などの資源の消費の増加と深い
関わりがあり、特に「地球温暖化」は温室効果ガスが大量に排出されることが主な要因とされ、そ
の対応は全世界的に差し迫った課題となっています。
　豊かな自然や限りある資源を次世代に引き継いでいくためには、これまでの大量生産・大量消
費・大量廃棄型の生活スタイルや社会経済システムなどについても見直し、資源循環型の社会に変
えていくことが必要です。
　そのため、市民や事業者一人ひとりが日常生活や事業活動において、省エネルギーを意識した行
動に変え、再生可能エネルギーの導入を推進しながら、地域全体としてエネルギー効率の高い都市
基盤を整備していくとともに、廃棄物を減らして、温室効果ガスの排出量の大幅削減に取り組むな
ど、市民・事業者・行政が一体となって環境と事業活動が調和したスマートなまちを目指します。
　なお、本市全体で温室効果ガス削減に取り組んでいくために、「地球温暖化対策の推進に関する
法律」（平成10年 10月９日法律第117号）に基づいて、「会津若松市地球温暖化対策実行計画（区
域施策編）」を策定し、これを「基本目標３」として、下記の取組を実践しています。

個別
目標 環境目標

目標値と実績値 R３実績値の
評価・分析

現状値 実績値 目標値 前年度
との比較

目標値
達成
状況H24 R２ R３ R５

３－１
再生可能エネ
ルギーの供給
目標値

太陽光発電
（H22）
20.3TJ

（H29）
119.9TJ

（H30）
338.8TJ 344.3TJ

⤴

太陽熱利用
（H22）
0.3TJ

（H29）
0.5TJ

（H30）
0.5TJ 0.5TJ → 達成

風力発電
（H22）
0.0TJ

（H29）
381.5TJ

（H30）
381.5TJ 750.1TJ

→

水力発電
（H22）
6,206.7

TJ

（H29）
6,199.0

TJ

（H30）
6,233.5

TJ

6,245.3
TJ

⤴

うち小水力発電
（1,000kW未満）

（H22）
61.2TJ

（H29）
52.7TJ

（H30）
89.9TJ 99.8TJ ⤴

地熱発電
（H22）
0.0TJ

（H29）
0.0TJ

（H30）
0.0TJ 0.0TJ → ―

うち地熱バイナ
リー発電

（H22）
0.0TJ

（H29）
0.0TJ

（H30）
0.0TJ 0.0TJ → ―
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　　個別目標３－１　再生可能エネルギーの地産地消ができるまち
　　　　　　　　　　　　　　　－新エネルギービジョン・バイオマス活用推進計画－
　　個別目標３－２　みんなでＣＯ２を減らすまち
　　個別目標３－３　再生可能エネルギーとＩＣＴを活用したまち
　　個別目標３－４　「もったいない」が息づくまち

環境目標　令和３年度実績環境目標　令和３年度実績

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）



個別
目標 環境目標

目標値と実績値 R３実績値の
評価・分析

現状値 実績値 目標値 前年度
との比較

目標値
達成
状況H24 R２ R３ R５

３－１

再生可能エネ
ルギーの供給
目標値

バイオマス発電
（H22）
0.0TJ

（H29）
390.4TJ

（H30）
390.4TJ 392.3TJ

→

バイオマス熱利用
（H22）
12.8TJ

（H29）
14.8TJ

（H30）
15.0TJ 417.1TJ

⤴

バイオマス燃料製
造

（H22）
2.1TJ

（H29）
2.0TJ

（H30）
2.0TJ 3.1TJ →

温度差熱利用
（H22）
6.8TJ

（H29）
12.4TJ

（H30）
12.4TJ 7.2TJ ⤴ 達成

雪氷熱利用
（H22）
0.0TJ

（H29）
0.0TJ

（H30）
0.0TJ 0.0TJ → ―

計
（H22）
6,249.0

TJ

（H29）
7,120.5

TJ

（H30）
7,374.2

TJ

8,160.0
TJ

⤴

一次エネルギー需
要

（H22）
15,976.5

TJ

（H29）
12,770.
8TJ

（H30）
11,771.8

TJ

14,245.8
TJ ⤴ 達成

一次エネルギー需
要に占める再生可
能エネルギー供給
量の割合

（H22）
39.1％

（H29）
55.8％

（H30）
62.6％ 57％ ⤴ 達成

バイオマスの
活用目標

廃棄物
系バイ
オマス

生ごみ利
用率 27％ 21％ 24％ 50％ ⤴

下水汚泥
利用率 23％ 61％ 64％ 60％ ⤴ 達成

廃食用油
利用率 26％ 39％ 37％ 60％ ⤵

未利用
系バイ
オマス

間伐材利
用率 ０％ 85％ 49％ 20％ ⤵ 達成
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（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）



個別
目標 環境目標

目標値と実績値 R３実績値の
評価・分析

現状値 実績値 目標値 前年度
との比較

目標値
達成
状況H24 R２ R３ R５

３－２

省エネ診断等の受診施設数（平
成21年度からの累計）

（H22）
４件 45件 45件 70件 →

各家庭における節電・節水等の
省エネ取り組み率 76％ （H30）

72.8％
（H30）
72.8％ 100％ ―

エコドライブ宣言者数 （H22）
164名 414名 414名 450名 →

「福島議定書事業」参加団体数
（市内）

（H29）
事業所：

92
学校：21

事業所：
97

学校：10

事業所：
105

学校：18

事業所：
230

学校：50
⤴

「エコチャレンジ事業」参加世
帯数（市内）

（H29）
117
世帯

81
世帯

141
世帯

500
世帯

⤴

３－３

電気自動車・プラグインハイブ
リッド車台数

（H22）
５台 376台 390台 8,000台 ⤴

充電器設置数（一般家庭除く） （H22）
６基 33基 36基 40基 ⤴

３－４

1日1人あたりのごみ排出量 （H22）
1,222g 1,241g 1,231g 1,031g ⤴

総リサイクル量 （H22）
13,038t 11,726t 11,708t

13,000t
以上

⤵

　　　再生可能エネルギー関連の環境目標、とくに、一次エネルギー需要に占める供給量の割合に
　　ついては、平成30年度の実績が62.6％（推計に使用する各種統計の都合上、平成30年度が最新
　　データ）と順調に推移している一方、省エネや電気自動車、ごみ排出量関連の環境目標は進捗
　　が鈍化傾向にあります。
　　　今後は、温室効果ガス排出量の削減による地球温暖化防止に向け、引き続き再生可能エネル
　　ギーの普及拡大を進めるとともに、市民や事業者の皆様との連携・協働により、省エネの推進、
　　電気自動車の普及拡大、ごみ排出量の減量など、環境負荷の低減に向けた取組を強化する必要
　　があります。
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評　　価評　　価

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）



◇小水力発電を推進します

実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

小水力発電事業可能性調査
事業
〔環境生活課〕

・「第２期環境基本計画（改訂
版）」に基づき、再生可能エネル
ギーの普及拡大に向け、本市の豊か
な自然を生かした小水力発電所の設
置の促進を図る。

・市ホームページにて、平成26
年度に実施した小水力発電事業
可能性調査の結果をはじめ、活
用可能な補助金などの情報提供
を行った他、小水力発電を開発
する民間事業者に対して直接的
な情報提供を行い、小水力発電
所の設置の促進を図った。

◇バイオマスエネルギーの活用を推進します

実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

バイオマス活用推進事業
〔環境生活課〕

・「会津若松市バイオマス活用推進
計画」（第２期環境基本計画（改訂
版）に統合）に基づき、資源循環型
社会の形成や二酸化炭素排出量の削
減による地球温暖化防止を図るた
め、効率的なバイオマス資源の収
集・利用を促進する。

・市ホームページにて、廃食用
油等の利活用方法や、ペレット
ストーブに係る補助制度などを
周知した。

下水消化ガス発電設備設置
〔下水道施設課〕

・未利用エネルギーの有効利用とし
て、消化ガスを利用し下水浄化工場
の電力削減を行う。

・稼働中の消化ガス発電設備 3
基（75kW）について令和３年度
中は605,863kWh発電し、下水
浄化工場の使用電力を削減し
た。

◇太陽エネルギー利用を推進します

実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

住宅用太陽光発電システム
等設置補助金交付事業
〔環境生活課〕

・本市における再生可能エネルギー
の導入と効率的な利用を促進するこ
とにより、地球温暖化の原因となる
温室効果ガスを削減するとともに、
環境保全のための意識啓発や災害時
の電源確保を図る目的で、住宅用太
陽光発電システム等の設置者に対
し、予算の範囲内において補助金を
交付する。
　※要綱改正により、令和2年度よ
り補助要件等変更

・交付申請は５月から３月まで
の期間であり、住宅用太陽光発
電システムと、蓄電池又は電気
自動車への受給電装置（V2H)の
併設が要件である。
【令和３年度実績】
・交付単価　　20,000円／kW
（上限 80,000円）
・交付件数　　11件
・交付総額　　800千円
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環境施策　令和３年度取組実績環境施策　令和３年度取組実績

　個別目標３－１　再生可能エネルギーの地産地消ができるまち
　　　　　　　　　　　　　　　－新エネルギービジョン・バイオマス活用推進計画－

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）



◇風力エネルギー利用を推進します

実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

再生可能エネルギー推進事
業
〔環境生活課〕

・「第２期環境基本計画（改訂
版）」に基づき、再生可能エネル
ギーの普及拡大を図るため、事業者
による再生可能エネルギー発電設備
設置への支援や市民等への広報活動
を行う。

・4月から11月までの期間、背
あぶり山レストハウスでの再生
可能エネルギー企画の展示を行
い、来訪者の理解促進を図っ
た。
・市内で再生可能エネルギー発
電施設を計画する事業者に対し
て、制度の案内等の手続支援を
行った。
・市ホームページや市政だよ
り、各種出前講座等で再生可能
エネルギーのメリットについて
紹介し、理解促進を図った。

◇温度差熱利用を推進します

実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

温度差熱エネルギー利用の
検討
〔環境生活課〕

・「第２期環境基本計画（改訂
版）」に基づき、再生可能エネル
ギーの普及拡大を図るため、温度差
熱エネルギー利用について広報活動
等を行う。

・市ホームページにて、温度差
熱エネルギーを利用する市有施
設を紹介した。

◇その他の未利用エネルギー等の利用を検討します

実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

水素エネルギーの活用検討
〔環境生活課〕

・環境審議会による答申附帯意見に
基づき、水素エネルギーの利活用の
検討を促進する。

・市ホームページにて、国や県
の水素エネルギー関連補助金等
について周知を行うとともに、
県に対して水素ステーション設
置等に関する支援を要請し、ま
た、関連団体との意見交換を
行った。

◇自然環境と事業活動の調和を図ります

実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

再生可能エネルギーに取り
組む事業者等との意見交換
の場の設置
〔環境生活課〕

・低炭素化社会の実現に向け、再生
可能エネルギーや電気自動車等のさ
らなる普及促進を図るため、市内の
各種事業者との情報・意見交換を行
う。

・11月に低炭素化推進セミナー
を開催し、事業者や団体の皆様
（28名）を対象に、環境問題へ
の対応、地球温暖化対策等に関
する最新の動向や市の取組等を
紹介するとともに、意見聴取を
行った。
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（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）



◇建築物や住宅における省エネを推進します

実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

庁舎の省エネルギー対策
〔総務課〕

・本庁舎及び栄町第二庁舎空調設備
において運転制御による環境負荷の
低減を図る。具体的には、１日24時
間の中で運転可能時間と運転停止時
間に分け、予め設定した毎時ごとの
プログラムにより運転制御を行い、
複数台ある空調設備の運転時間を重
複させないよう制御することで、空
調設備の運転時間を平準化させ、電
気及びガス使用量の削減を図る。

庁舎の省エネルギー対策につい
ては、平成 30年度実績値を基
準値として、その基準値から本
庁舎及び栄町第二庁舎におい
て、それぞれ基準値の１％の削
減目標に対して、
①本庁舎については、5.3％増
②栄町第二庁舎について
は、12.4％増
と目標達成に至らなかった。
冷暖房期間における外気温が一
つの要因であり、特に暖房期間
の11月から翌年３月までの月
平均値は、令和２年度と比較し
て約１℃低くなっている。暖房
機器は、始動時に大きなエネル
ギーを必要とすることから、気
温が低い日が続いたこともあ
り、エネルギー使用量が増加し
たと考えられる。

庁舎の省エネルギー対策
〔情報統計課〕

・システム導入時にサーバを個別に
導入するのではなく、庁内クラウド
に統合・一括管理することで、効率
的に運用する。

・43システム 59サーバを庁内
クラウドで統合した。
　庁舎内の統合可能なシステム
はほぼ統合が完了している状況
である。

庁舎の省エネルギー対策
〔契約検査課〕

・庁舎で使用する蛍光管の購入にあ
たり、省エネ型のものを購入する。

・40Wについて、全てラピッド
スタート形を購入した（450
本）。（32Wは令和３年度中、
購入実績なし）。

地球温暖化対策推進実行計
画の推進（庁舎の省エネル
ギー対策）
〔環境生活課〕

・令和３年度に「第４期会津若松市
地球温暖化対策推進実行計画（事務
事業編）」を策定し、平成25年度値
を基準とし、令和３年度から令和12
年度の10年間で、市の事務事業から
排出する温室効果ガスの 50％削減を
目指す。

・令和３年度の温室効果ガス排
出量は、冷暖房機器の更新や電
気自動車の使用等により、基準
年度比で25.1％の減となった。

事業所 EMSの普及啓発
〔環境生活課〕

・事業所における地球温暖化対策及
び環境保全活動を推進するため、環
境にやさしい取組をしている事業所
を「あいづわかまつエコ事業所」に
認定する。認定された事業所の取組
は広報し、取組の継続を促し事業の
普及を行う。

・事業者向け省エネルギーセミ
ナーを予定していたが、新型コ
ロナウイルス感染症の影響で中
止した。
・市政だよりにおいて、各エコ
事業所の取組紹介記事を掲載し
た。
新規認定事業所　１事業所　
更新認定事業所　１事業所
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　個別目標３－２　みんなでＣＯ２を減らすまち

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）



実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

省エネルギーの推進
〔公共施設管理課〕

・省エネルギーの推進のため、照明
器具やその他の機器等の採用におい
て高効率、省エネルギー機器の採用
を行う。

・第六中学校校舎、行仁コミュ
ニティセンター、北会津支所ピ
カリンホールの改修工事におい
て、ＬＥＤ照明器具を採用し設
置した。

LED防犯灯設置事業
〔危機管理課〕

・公設防犯灯及び町内会設置の防犯
灯の LED化を進める。

・町内会により793台の防犯灯
が設置されたが、全てＬＥＤ防
犯灯である。各町内会において
省エネや LED化のメリットが認
識されてきている。

ＺＥＨ、ＺＥＢの普及啓発
〔環境生活課〕

・「第２期環境基本計画（改訂
版）」に基づき、低炭素・循環型社
会の実現を図るため、ＺＥＨ・ＺＥ
Ｂについて広報活動を行う。

・ゼロカーボンシティ会津若松
宣言を踏まえて、ホームページ
にて、内容を見直し、より詳し
く広報した。

下水浄化工場の改築工事
（高効率散気装置への更
新）
〔下水道施設課〕

・省エネルギーの推進の為に、下水
浄化工場において高効率散気装置へ
の更新工事を行い、ブロワ消費電力
量の削減を行う。

・水処理施設№２－２系の散気
板を高効率散気装置へ更新する
ことにより、大幅な消費電力量
を削減することができた。

◇省エネ型の生活を推進します

実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

エコドライブの推進
〔環境生活課〕

・自動車による排気ガスに含まれる
温室効果ガスの排出量を削減するた
め、「第２期環境基本計画（改訂
版）」に基づき、「会津若松エコド
ライブ宣言者」の拡大を図る。

・市ホームページ、市政だより
を通じて広報
・会津若松エコドライブ宣言者
（令和４年３月 31日現在）
　個　　人　　　　 　 243名
　事業所等　 11事業所171名
　　　　　　　（合計 414名）

学校版・家庭版環境マネジ
メントシステムの普及
〔環境生活課〕

・学校や家庭における地球温暖化対
策及び環境保全活動を推進するた
め、環境にやさしい取組をしている
学校や家庭（個人）を認定する。そ
の取組を広報することで、取組の継
続を促し事業の普及を行う。

・学校版環境マネジメントシス
テムについては、更新対象校
（8校）の更新審査を実施し、
全校で更新が認定された。
・認定証授与式において各校が
作成した壁新聞を掲示した。
・省エネ対策の一つとして市内
全小中学校に緑のカーテン用ア
サガオの種を配付した。
・あいづわかまつエコクラブ会
員募集について市ホームペー
ジ、市政だよりを通じて広報
・エコクラブ会員者168名（令
和４年３月 31日現在）へあい
づわかまつエコクラブ会報「い
いもりんだより」を発行した。

ノーカーの推進
〔人事課〕

・ノーカーデーへの参加を通じ、職
員の健康維持・増進、温室効果ガス
の排出削減及び公共交通機関の維
持・活性化を図る。

・各職員が各自の状況に応じ、
無理のない範囲で自主的に参加
した。

ノーカーへの協力依頼
〔生涯学習総合センター〕

・利用者に対し、利用許可書の発行
時に、ノーカーへの協力依頼を継続
して行う。

・利用者に対し、利用許可書発
行時に、ノーカーへの協力依頼
を行った。
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（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）



実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

地球温暖化対策実行計画(区
域施策編)の推進
〔環境生活課〕

・「第２期環境基本計画（改訂
版）」に基づき、温室効果ガス排出
量の削減を図るため、電気自動車の
普及促進をはじめ、各環境マネジメ
ントシステム、会津若松エコドライ
ブ宣言事業等の各種事業を推進す
る。
・市域における温室効果ガス排出量
及び一次エネルギー需要に占める再
生可能エネルギー供給率を公表し、
市民の意識啓発に努める。

・電気自動車の普及促進をはじ
め、各環境マネジメントシステ
ム、会津若松エコドライブ宣言
事業等の各種事業を実施した。
・市域における温室効果ガス排
出量（平成 30年度実績）　　
968.7千トン CO2（基準年度比
4.9％減）
・一次エネルギー需要に占める
再生可能エネルギー供給量（平
成 30年度実績）　　62.6％

◇再生可能エネルギーの安定供給とＩＣＴの有効活用を推進します

実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

北会津支所エネルギー管理
事業
〔北会津支所まちづくり推
進課〕

・ＢＥＭＳサービスの活用（デマン
ド値監視による使用電力量の調整）

・電気の使用量は、前年度より
減少し、通年を通して全体の消
費電力は抑えられており、一定
の効果が出ている。

再生可能エネルギーの導入
促進
〔建築住宅課〕

・再生可能エネルギーの導入を促進
するため、市営住宅の施設整備にお
いて太陽光発電設備の設置を検討す
る。 

・城前団地４期工事に2.95kw
の太陽光発電設備、及び太陽光
発電外灯３基を設置した。

消化ガスの利用
〔下水道施設課〕

・未利用エネルギーの有効利用とし
て、消化ガスを利用し下水浄化工場
の冷暖房を行う。

・消化ガス利用により、下水浄
化工場内の冷暖房を行うことに
より、冷暖房用燃料を削減し
た。

太陽光発電や風力発電など
自然エネルギーの有効活用
を図るための情報の収集･活
用の検討
〔環境生活課〕

・市内の再生可能エネルギーの導入
を促進するため、市民や事業者等を
対象に、各種再生可能エネルギーに
関する情報収集と提供を行う。

・市域の再生可能エネルギーに
関する意義や利点、各種補助制
度を整理し、市ホームページで
紹介するとともに、出前講座、
環境フェスタ特別企画や、低炭
素化推進セミナーで周知を行っ
た。

◇環境にやさしい交通対策を進めます

実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

電気自動車推進事業
〔環境生活課〕

・「第２期環境基本計画（改訂版）」
に基づき、電気自動車の普及促進を図
るため、市ホームページやイベント等
において公用車への導入効果等につい
て広報を行う。

・北会津ホタル祭り、環境フェ
スタは新型コロナウイルス感染
症の拡大に伴い中止となった。
・公用車への電気自動車導入効
果（７台）
　燃料費　　  　69.3％削減
　CO2排出量 　　35.9％削減

幹線道路の整備、道路案内
標識の整備
〔まちづくり整備課〕

・幹線道路の整備（道路改良工事）を
行う。

・市道幹Ⅰー 37号線道路改良
工事 L=200mを実施した。
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　個別目標３－３　再生可能エネルギーとＩＣＴを活用したまち

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）



実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

公共交通機関の利用促進
〔地域づくり課〕

・第２期再編として近隣市町村に跨る
広域路線の再編に向け、県及び関係市
町村と連携し、網形成計画に基づいた
再編実施計画の策定に取り組む。
・また、高齢者の新たな移動支援など
に向け、新たなモビリティのあり方に
ついて、実証等の取組を通じて検討し
ていく。

・近隣市町村に跨る広域バス路
線再編に向け、「会津圏域公共
交通活性化協議会」に参画し、
具体的に検討を進め、令和３年
９月に「会津圏域地域公共交通
利便増進実施計画」の変更を行
い、令和３年10月から、市内
路線の一部見直しを行った。
・現行計画である「会津若松市
地域公共交通網形成計画」が令
和３年度をもって終了となるた
め、令和４年３月には、次期計
画となる「会津若松市地域公共
交通計画」を策定した。
・高齢者等の移動支援に資する
新しいモビリティサービスにつ
いて、地元交通事業者や ICT関
連企業等により構成する「会津
SamuraiMaaSプロジェクト協議
会」に参画し調査・研究を進め
るとともに、「AIオンデマン
ド型路線バス」、「相乗り型タ
クシー」等の実証実験を行っ
た。

鉄道路線の利用促進
〔地域づくり課〕

・会津鉄道・野岩鉄道に対して施設修
繕等への支援を行うとともに、会津・
野岩鉄道利用促進協議会を通じて両鉄
道の利用促進を図るべく、イベント列
車の運行支援や広報誌掲載によるＰＲ
など各種取組を行う。
・ＪＲ只見線については、小学生を対
象に応援ツアーを実施することで只見
線の魅力を伝えるとともに、只見線利
活用推進協議会等への参画を通じて他
自治体と連携しながら只見線の利用促
進に取り組む。

・会津鉄道、野岩鉄道に対して
施設修繕等への支援を行うとと
もに、会津・野岩鉄道利用促進
協議会を通じ利用促進事業に取
り組んだ。
　協議会の会議開催数：総会
（1回）、幹事会（2回）
　主な利用促進事業の内容：会
津の地域住民が利用する場合の
運賃助成、絵画コンクールや
フォトコンテストの実施
・只見線利活用推進協議会等を
通じた利用促進事業への参画な
ど、ＪＲ只見線の利用促進事業
に取組んだ。

ひとにやさしい歩道整備事
業の実施
〔まちづくり整備課〕

・安心、安全な歩道部の整備を行う。 ・現計画での整備箇所について
は整備が完了し、次期計画策定
中のため令和３年度は実績なし

地域内交通の利用促進
〔北会津支所まちづくり推
進課〕

・北会津地域づくり委員会なかまづく
り部会の開催により、利用状況の把握
や調査、検証を行いながら、利便性の
向上に取り組む。

・北会津地域づくり委員会なか
まづくり部会を開催し、利用者
の状況分析や利用促進について
検討を行った。
・全世帯に対してアンケート調
査を行い、利用状況や要望につ
いて聞き取りを行った。

地域内交通の利用促進
〔河東支所まちづくり推進
課〕

・地域内交通「みなづる号」につい
て、利用状況の定期的な確認・検証に
より利用者の利便性の向上につながる
取組を、地域住民とともに進める。

・河東地域づくり委員会交通環
境部会を４回開催。河東地域内
交通「みなづる号」の利用状況
等を把握・分析するとともに、
無料お試し運行や利用体験会を
開催し、利用促進に取り組ん
だ。
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（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）



実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

公共交通空白地域における
デマンド型乗合交通の導入
〔地域づくり課〕

・湊地区において、実証運行を経て構
築した地域住民組織が主体となった地
域内交通の運営・運行への支援を継続
するともに、集落支援員や交通空白地
有償運送制度の活用をはじめとしたよ
り持続可能な制度の活用に向けた取組
と検討を行う。
・北会津地区、河東地区においても、
地域住民組織との連携によるデマンド
型乗合交通の運行継続と利用促進に取
り組む。

・湊地区においては、民間団体
で県内初となる自家用有償旅客
運送の登録を受け、令和３年１
０月より有償での運行を開始す
るなど、運行継続・自立にかか
る支援を行った。
　湊地区利用者数　1,287人
・北会津地区、河東地区におい
ても、地域住民組織（北会津地
域づくり委員会、河東地域づく
り委員会）と連携し、デマンド
型乗合交通の運行継続と利用促
進に取り組んだ。
　北会津地区利用者数　
　　　　　　　　  1,575人
　河東地区利用者数　316人

◇ごみの減量化（３Ｒ）を推進します

実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

庁舎ごみ排出量の計測
〔北会津支所まちづくり推
進課〕

・北会津支所のごみの量を月２回計
測し、環境管理事務局へ報告する。
・また、計測結果を支所職員に周知
することで意識の高揚を図り、ごみ
減量化とリサイクルを推進する。

・北会津支所のごみの量を月２
回計測し、環境管理事務局へ報
告した。
・また、計測を支所職員全員が
行うことで意識の高揚を図り、
ごみ減量化とリサイクルの推進
を図った。

庁舎ごみ排出量の計測
〔河東支所まちづくり推進
課〕

・河東支所のごみの量を月2回計測
し、環境管理事務局へ報告する。
・また、計測結果を支所職員に周知
することで意識の高揚を図り、ごみ
減量化とリサイクルを推進する。

・燃やせるごみの量は、月２回
定期的に計測を行い、四半期ご
とに環境管理事務局へ報告した
・ごみ減量化とリサイクルにつ
いては、計測毎に燃やせるごみ
に資源物が混入していないかを
調査し、正しく分別されている
かを確認した。

庁舎ごみ排出量の計測
〔環境生活課〕

・庁内事務事業における環境負荷の
低減のため、環境マネジメントシス
テム推進事業を実施し、職員の共通
行動の取組の一つである「廃棄物の
減量とリサイクルの推進」について
目標値を設定しており、各庁舎から
排出される廃棄物の量を定期的に計
測し、進行管理を行う。

・環境管理事務局において、本
庁舎、栄町第一庁舎、栄町第二
庁舎のごみの量を月1回計測し
た。
・また、庁内にマニュアルや事
例を周知し、ごみ減量化とリサ
イクルの推進につなげている。
・電子化やリサイクルを徹底
し、紙使用量の削減に取り組ん
だ。
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　個別目標３－４　「もったいない」が息づくまち

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）



実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

一般廃棄物処理基本計画
（ごみ処理基本計画）の推
進
〔廃棄物対策課〕

・計画期間：平成28年度～令和７年
度
・ごみ減量のためには、３Ｒ（リ
デュース(発生抑制)、リユース(再使
用)、リサイクル（再生利用））の取
組が不可欠である。特に、２Ｒ（リ
デュース、リユース）について、市
民・事業者・行政の協働により、一
層の推進を図っていく。

【実績値】
・１人１日あたりごみ排出量　
1,231ｇ　(261g未達成)
・総リサイクル量　　11,708ｔ
(1,292ｔ未達成)
・燃やせるごみの排出量
38,410t（8,427t未達成）

家庭ごみの分別排出の徹底
と意識啓発
〔廃棄物対策課〕

・「家庭ごみの正しい分け方・出し
方（カレンダーに付属）」の全戸配
付、市ホームページへの掲載。清掃
指導員による家庭ごみの分別排出の
徹底と意識啓発を図る。

・「家庭ごみの正しい分け方・
出し方（カレンダーに付属）」
を全戸配付し、市ホームページ
へ掲載した。
・９月、ごみの見える化を推進
するため、ごみ単独の情報紙
「へらすべぇ」を創刊。以
降、12月、３月の年３回発行。
・12月、ごみの分別を周知する
ため、市清掃指導員によるごみ
ステーションでの立会い、説明
を試行。

給食施設生ごみリサイクル
事業
〔廃棄物対策課〕

・平成23年度から、各学校給食施設
等より排出された調理くずや残飯等
の「生ごみ」を収集し、民間の処理
施設で堆肥化（リサイクル）を実施
している。

【実績値】
・給食施設生ごみ収集運搬業務
委託　　           6,471千円
・給食施設生ごみ中間処理業務
委託　           　1,190千円
（リサイクル率100％）

ごみ減量化事業補助金
（生ごみ処理機等設置補
助）
〔廃棄物対策課〕

・生ごみの減量・堆肥化を図るた
め、生ごみ処理機等の設置補助事業
を実施する。

【実績】
・生ごみ処理機　   18件　　
　　　　　　 　　　277,000円
・生ごみ処理容器　 22件　  
　　　　　　　　　　48,500円
・堆肥枠           18件     
　　　　　　　　　　54,000円

レジ袋削減運動の推進
〔廃棄物対策課〕

・会津若松市の市民団体、事業者、
市役所により構成された「３Ｒ（ス
リーアール）」の取組を推進する会
議。
・３Ｒ（リデュース(ごみの発生抑
制)、リユース(再使用)、リサイクル
(再生利用)）の推進により、ごみを
減らし、環境を大切にしたまちと暮
らしの実現（ごみを出さないライフ
スタイル）を目指す。

・毎月８日、９日のマイバック
推進デーを中心に、消費者団
体、市内スーパー、市の３者が
各々ＰＲを実施した。
・４事業者にレジ袋辞退率の調
査を実施（レジ袋辞退率
84.65％）

下水汚泥の有効利用
〔下水道施設課〕

・下水汚泥の放射能濃度を確認しな
がら、コンポスト（汚泥の肥料化）
等の有効利用を促進する。

・下水汚泥の放射能濃度を確認
しながら、コンポスト（汚泥の
肥料化）等の有効利用を促進し
た。
・肥料原料として2,402ｔ、下
水浄化工場の汚泥の71.5％を有
効利用した。
・放射能の基準超過はなかっ
た。
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（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）



実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

浄水汚泥ケーキの減量及び
有効活用
〔上水道施設課〕

・浄水で発生した汚泥ケーキの減量
や有効活用に取り組む。

・浄水で発生した汚泥の一部
を、グラウンドの土にリサイク
ルしている業者に有価で売却し
た（全発生土 388.63t中
287.87t）。
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マイバッグを持って買い物へ！



　特集　市域における温室効果ガス排出量等実質ゼロを目指して
　　　　～「ゼロカーボンシティ会津若松宣言」～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：環境生活課）　
　
　本市は、令和3（2021）年12月 27日、「ゼロカーボンシティ会津若松宣言」を行いました。

　これは、2050年までのできるだけ早い時期に、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量を実質

ゼロ（※）にすることに、全市一丸となって取り組む決意を表明するものです。

　

１　ゼロカーボンシティ会津若松を宣言した理由

　近年、世界各地で地球温暖化が原因の一つとされ

る異常気象や災害が多発しており、本市でも、平均

気温は上昇傾向にあることが明らかになっています。

　この地球温暖化は、私たちの生活や活動によって

排出される、二酸化炭素などの温室効果ガスの増加

が原因とされています。

　現在、国内外において、温室効果ガスの排出量の

削減に関する取組が急速に進められているところで

すが、温室効果ガスは、様々なエリア、様々な主体、

様々な活動から排出されており、全ての人が削減に向けた努力をすることが必要です。もちろ

ん、この会津若松市でも、市民・事業者・行政が取り組む必要があります。

　私たちが愛する歴史ある会津若松市を、未来の世代に引き継ぐためには、温室効果ガスの排

出量を、今すぐ減らす必要があります。このようなことから、市の強い決意を示し、市民・事

業者・行政の協働を呼び掛けるため、この「ゼロカーボンシティ会津若松宣言」を行いました。

　

２　ゼロカーボンシティ会津若松に向けた取組の基本的な考え方

　本市の温室効果ガス排出量の８割以上は、エネルギー（主に石油や石炭などの化石燃料）を

使用することによって排出される二酸化炭素です。

　また、本市は、一人一日当たりのごみ排出量が多く、ごみの運搬や燃焼等で排出される温室

効果ガスも問題になります。

　そこで、ゼロカーボンシティ会

津若松の実現を図るため、国や研

究機関等の考え方を参考として、

「省エネの推進」、「電化の推

進」、「再生可能エネルギーの地

産地消の推進」及び

「3R+Renewableの推進※」の４

点を進めてまいります。
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（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）

※実質ゼロとは、生活等で排出される温室効果ガスの量

を森林などによって吸収される量以下とすることです。

※3R+Renewable（スリーアールプラスリニューアブル）とは「物を大切に使い、ごみを

減らすこと」、「使える物は繰り返し使うこと」、「ごみを資源として再び利用するこ

と｣及び｢紙や木、バイオマスプラスチックなど持続可能な資源を使うこと」を指します。



３　ゼロカーボンシティ会津若松に向けた市の計画

　ゼロカーボンシティ会津若松を実現するため、以下の二つの計画に基づいて、具体的な取

組を進めていきます。

地球温暖化対策実行計画
（区域施策編）

市域全体の温室効果ガス排出量の削減等の施策
に関する計画。令和５年度に改定予定。
（例）住宅への再エネの導入など
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地球温暖化対策推進実行計画
（事務事業編）

市役所自らの事務事業における温室効果ガス排
出量の削減等の措置に関する計画。
（例）庁舎の節電や公用車のEV化など
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　市民の皆さん・事業者・行政が一体となり、

「ゼロカーボンシティ会津若松」を必ず実現さ

せましょう。皆さんのご協力をお願いします。

４　ゼロカーボンシティ会津若松宣言文

　私たちが愛する会津若松市は、周囲には広大な山々や猪苗代湖があり、豊かな自然

にあふれています。

　また、城下町として、長きにわたって伝統や文化が受け継がれ、「ならぬことはな

らぬ」という言葉に代表される什の掟により培われた會津人の心が、今も息づいてい

ます。

　私たちは豊かな自然を守り、先人たちが築いてきた歴史を誇りに思い、誰もが幸せ

に暮らしていけるまちをつくり、次の世代へと引き継いでいかなければなりません。

　しかし、近年、この会津若松市でも、猛暑・豪雨・少雪などの地球温暖化の影響が

強く実感されるようになり、災害の増加や農作物への被害等の懸念が高まっています。

　この地球温暖化は、私たち一人ひとりの社会経済活動によって、二酸化炭素などの

温室効果ガスの排出量が増えたことが原因であるとされています。

　私たちが愛する会津若松市を未来の「あいづっこ」に引き継ぐために、市民・事業

者・行政が一体となり、地域全体で地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出の削

減に取り組むことが、今私たちが「やらねばならぬこと」です。

　このような強い決意のもと、ここに、2050年までのできるだけ早い時期に、温室

効果ガス排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ会津若松」を目指すことを宣

言します。

令和3年12月 27日　会津若松市長　室井　照平
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　ゼロカーボンシティ会津若松宣言のロゴマークについて

　「ゼロカーボンシティ会津若松宣言」と、その内容が広く認知され、理解されることが重

要であることから、様々な方に注目され、愛着を感じていただける、ゼロカーボンシティ会

津若松宣言の象徴であるロゴマークの募集を令和４年度に行いました。

公募について

・　応募期間：令和４年12月１日（木）～令和５年１月10日（火）

・　応募者数：93名　応募点数：144件

・　市民の皆様からの投票により、最も票を得たものを決定しました（総投票数950票）。

　このロゴは、「ゼロカーボンシティ会津若松宣言」の実現に関する市の意識啓発や各種取

組に使用するほか、「ゼロカーボンシティ会津若松宣言」の趣旨に賛同される個人・事業所

の皆様もご使用いただけます。会津若松市のゼロカーボンシティの実現に向け、ぜひ積極的

にご活用ください！

　ロゴの使用をご希望の方は、環境生活課までご連絡ください。
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【デザインコンセプト】

　「未来に向かっての新しい取り組みを、会津

若松市民全員に参加・協力してもらいたい」

　そんな願いを込めてデザインされたロゴマー

クです。会津若松にちなんだイラストで、ゼロ

カーボンシティ会津若松宣言の最初のゼロ =

「０」を表現し、文字も、みんなにわかりやす

い、カタカナ、ひらがなとなっています。

（１つ１つのイラストについては、上から時計回りに、

お城 =鶴ヶ城、桜の花びら =鶴ヶ城の園内のソメイヨシ

ノや石部桜など、松 =市の木（アカマツ）でもあり鶴ヶ

城や御薬園の松、花びら =会津若松の豊かな自然の中で

、季節毎に咲く花々、山・水の流れ =磐梯山、猪苗代湖

、ろうそく =会津絵ろうそく、キラキラ=ゼロカーボン

シティに向けて活動する市民ひとりひとりの希望の光、

建物 =さざえ堂、温泉マーク=東山温泉、芦ノ牧温泉、

蔵=古い街並みの土蔵や酒蔵、牛のカタチ=赤べこ　を

表しています。）　

◆最新トピック◆

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）



　特集　市域における温室効果ガス排出量等の現状
　　　　～「会津若松市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：環境生活課）　
　
　市では、市域における温室効果ガス排出量削減に向け、地球温暖化対策の推進に関する法律

（温対法）に基づき、「会津若松市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を策定し、「会津

若松市第２期環境基本計画（改訂版）」と統合して取組を進めています。

　この中で、再生可能エネルギーや電気自動車の普及促進、省エネやごみの減量を進めることに

より、市域における温室効果ガス排出量を基準年度（平成 22 年度（2010 年度））と比較して、

1,018.6千トンCO2から883.6千トンCO2まで減少させ、令和５年度（2023年度）までに13.2％削

減することを目指しています。

　なお、以下では、温室効果ガス排出量等の推計に使用する各種統計の都合上、平成 30 年度

（2018年度）の実績値を最新データとして掲載しています。

　■ 参  考 ■　地球温暖化対策をめぐる動向

　地球温暖化は、人類の社会・経済・生活環境に影響を与えるのみならず、地球上のあらゆる動

植物に大きな被害を及ぼすことが懸念され、問題となっています。現在、地球温暖化の主な要因

とされる温室効果ガスの排出量削減に向け、世界各国で対策が進められています。

　なかでも、2015年に開催された気候変動枠組条約第 21回締約国会議（COP21）において、2020

年以降の温室効果ガス排出量削減等に関する国際的な枠組みである「パリ協定」が合意され、翌

2016年 11月に発効しました。　「パリ協定」では、世界全体の平均気温の上昇を２℃より下方に

抑えることなどが目標として掲げられ、締約国に温室効果ガス排出量削減や気候変動による悪影

響への対処などの取組が義務づけられています。

　こうした中、国では、令和３年 10月に閣議決定した「地球温暖化対策計画」において、温室効

果ガス排出量を平成 25年度（2013年度）比で、令和 10年度（2030年度）に 46％削減することを

目指し、さらに 50％削減の高みに向けて挑戦を続けて行くという目標を掲げて、取組を強化して

おり、地方公共団体においても積極的な地球温暖化対策が求められています。
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１　市域における温室効果ガス排出量の現状等

⑴　温室効果ガス排出量の現状と削減目標

　　　平成30年度（2018年度）の温室効果ガス排出量は、968.7千トンCO2となり、基準年度

　（平成22年度（2010年度））と比較して4.9％減少し、前年度比では5.3％増加しました。　

　　◆市域における温室効果ガス排出量（推計値）の現状と削減目標（単位：千トンCO2）

年度

【基準年度】

H22(2010)年度

（基準値）

H29(2017)年度 H30(2018)年度

【目標年度】

R5(2023)年度

（目標値）

排出量 1,018.6 919.8 968.7 883.6

※温室効果ガス排出量は、再生可能エネルギー導入によるCO2削減効果を加味しています

　　◆市域における温室効果ガス排出量（推計値）の推移（単位：千トンCO2）

　市域における温室効果ガス排出量は近年では減少傾向にあります。これは、電気の

排出係数（※）が基本的に減少傾向にあることや、省エネの進展、自動車の燃費の向

上等が要因として考えられます。しかし、平成 30年度（2018年度）は前年度比で排

出係数が増加したことや、物流の増加などによる運輸部門の排出量の増加によって、

前年度比で増加となっています。

　　　

　　　　　※排出係数：エネルギー量（電気、ガス、石油など）あたりの二酸化炭素排出量を表した数値。

　　　　　 　　　　　例えば、ガソリン１リットルあたりの排出係数は、2.32kgCO2となります。電力の

　　　　　　　　　　 排出係数は、１kWhの発電に伴い発生する二酸化炭素の量を表しています。排出係

　　　　　　　　　　 数は各電力会社（小売電気事業者）により異なるほか、毎年電源構成が変動するた

                     め、毎年変動します。
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　　◆部門ごとの温室効果ガス排出量（推計値）の現状と削減目標（単位：千トンCO2）

年度／部門※

【基準年度】

H22(2010)年度

（基準値）

H29(2017)年度 H30(2018)年度

【目標年度】

R5(2023)年度

（目標値）

産業部門 233.2 207.3 222.1 298.4

民生家庭部門 219.2 222.9 207.0 233.3

民生業務部門 297.3 215.5 228.3 264.2

運輸部門 176.1 164.3 211.3 166.3

その他 92.8 156.8 160.5 40.0
　　　　

　　　　※部門の内訳

　　　　　　産業部門：製造業・建設業など、民生家庭部門：家庭でのエネルギー消費など、民生業務部

　　　　　　門：オフィス・ホテル・病院など、運輸部門：自家用車・貨物車・バスなど、その他：二酸化

　　　　　　炭素以外の温室効果ガスなど

　　　　 ※上記の表の数値は．再生可能エネルギー導入による CO2削減効果を加味していません。

　　◆部門ごとの温室効果ガス排出量（推計値）の推移（単位：千トンCO2）

　温室効果ガス排出量はほとんどの部門において、前年度比で増加しています。これは、

電力の排出係数が増加したことが主な要因として考えられます。

　その他部門は、主に二酸化炭素以外の温室効果ガスであり、製造業で使用されるパー

フルオロカーボンなどが対象です。平成 26年度（2014年度）から平成 27年度（2015年

度）の間において、統計対象事業者の追加があったため増加しています。
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⑵　市域におけるエネルギー消費量の現状

　　平成30年度（2018年度）のエネルギー消費量は、熱量換算で11,771.8TJ（テラジュール）と

　なり、基準年度（平成22年度（2010年度））と比較して26.3％減少しました。

　　◆市域におけるエネルギー消費量（推計値）の現状と削減目標（単位：TJ）

年度

【基準年度】

H22年度

（基準値）

H29年度 H30年度

【目標年度】

R5年度

（目標値）

エネルギー

消費量
15,976.5 12,770.8 11,771.8 14,245.8

　　◆部門ごとのエネルギー消費量（推計値）の現状と削減目標（単位：TJ）

年度／部門

【基準年度】

H22年度

（基準値）

H29年度 H30年度

【目標年度】

R5年度

（目標値）

エネルギー転換

部門
9.2 10.1 9.6 9.7

産業部門 4,184.4 3,318.3 3,430.8 4,558.7

民生家庭部門 4,015.6 3,529.6 3,525.4 3,451.5

民生業務部門 5,121.0 3,492.5 3,481.6 3,769.2

運輸部門 2,646.3 2,420.3 1,324.4 2,456.7

　平成 30年度（2018年度）のエネルギー消費量を部門ごとに見た場合、基準年度（平

成 22年度（2010年度））と比較して、産業部門、民生家庭部門、民生業務部門、運輸

部門で12～50％の削減と、順調に推移しています。

　　◆１世帯あたりのエネルギー消費量（推計値）の現状と削減目標（単位：GJ）

年度

【基準年度】

H22年度

（基準値）

H29年度 H30年度

【目標年度】

R5年度

（目標値）

エネルギー

消費量
83.8 71.0 70.6 75.2

　　　　平成30年度（2018年度）の１世帯あたりのエネルギー消費量は、70.6GJ（ギガジュー

　　　ル）で、基準年度（平成22年度（2010年度））と比較して15.8％減少しており、家庭内に

　　　おける省エネルギーが一定程度定着しているものと考えられます。
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　　◆市域におけるエネルギー消費量（推計値）の推移（単位：左軸TJ、右軸GJ）

２　温室効果ガス排出量削減等に向けた取組

　主な取組実績（令和３年度）は次のとおりです。

⑴　再生可能エネルギーの普及拡大

　　　特集「再生可能エネルギー推進事業」（73～78ページ）を御覧ください。

⑵　地域版環境マネジメントシステムの推進

　　　特集「地域版環境マネジメントシステム」（81～82ページ）を御覧ください。

⑶　電気自動車・プラグインハイブリッド車の普及促進

　　　特集「電気自動車推進事業」（83～84ページ）を御覧ください。

⑷　「会津若松エコドライブ宣言」の推進

　　　消費燃料量や温室効果ガス排出量の削減につながるエコドライブの方法を示した「エコド

　　ライブ 10のすすめ」のうち、３つ以上の取組を実践し、自主的にエコドライブに取り組むこ

　　とを宣言する市民や事業所等を広く募集し、エコドライブの推進を図っています。

　　　　【会津若松エコドライブ宣言者数

　　　　　　　　　　　　　（令和３年度末現在）】　　　　　　

　　　　　■個　　人　 　　　　 243名

　　　　　■事業所等　 11事業所 171名

　　　　　　　　　　　　 （合計414名）
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宣言者にはエコドライブステッカーを贈呈
しています

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）



　特集　「再生可能エネルギー推進事業」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：環境生活課）

　本市では、古くから猪苗代湖や阿賀野川水系を利用した水力発電が行われており、平成 24年度

（2013年度）には、山林の未利用材を利用したバイオマス発電所が発電を開始したほか、豊かな

自然を活かした太陽光発電所や風力発電所も稼働しており、再生可能エネルギーの普及が進んで

います。

　市では、自然環境の保全と事業活動の調和を図りながら、再生可能エネルギーの普及拡大を進

めることで、温室効果ガス排出量の削減を通じ、持続的発展が可能なまちづくりを推進していま

す。

　令和３年度末現在、市内の再生可能エネルギー発電施設（太陽光発電、風力発電、水力発電、

バイオマス発電）の設備容量の合計は 228,791kW、年間発電量の合計は 758,626,081kWhになると

推計され、これは一般家庭189,656世帯分の年間電力使用量をまかなえる量に相当します。

　　※１世帯当たりの年間の電力使用量を 4,000kWhで試算しています。

　　 ◆市内の再生可能エネルギー施設の発電状況

　　　　　※発電量は年間予測発電量等に基づく推計値です。　

　

■ 参  考 ■　再生可能エネルギーの種類

　再生可能エネルギーは、エネルギー源等に応じて、

次のように分類されています。

　＜発電分野＞

　　・太陽光発電

　　・風力発電

　　・水力発電

　　・地熱発電（バイナリー発電を含む）

　　・バイオマス発電（木質、食品残渣、ガスなど）

　＜熱利用分野＞

　　・太陽熱利用

　　・温度差熱利用（地中熱、雪氷熱など）

　　・バイオマス熱利用

73

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）

令和３年度

太陽光発電（事業用） 375 331,511 32,150 28,785,612

太陽光発電（住宅用） 2,007 1,775,157 10,399 9,190,769

風力発電 3 0 16,006 41,000,000

水力発電 163,350 639,762,140 164,461 639,058,400

バイオマス発電 0 0 5,775 40,591,300

計 165,735 641,868,808 228,791 758,626,081

平成22年度

設備容量
（kＷ）

発電量
（kＷh）

設備容量
（kＷ）

発電量
（kＷh）

再生可能エネルギーにも
いろいろな種類があるん
だね！



　　◆市内の主な再生可能エネルギー発電施設
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太陽光発電

風力発電 小水力発電

木質バイオマス発電

名　称　　ナリ会津太陽光発電所　
所在地　　河東町八田
事業者　　会津ソーラーエネルギー合同会社
設備容量　20,400kW

名　称　　大戸町第１・第２発電所　
所在地　　大戸町舟子
事業者　　ＳＥエナジー株式会社
設備容量　約2,400kW（約1,200kW×2箇所）

名　称　　会津若松ウィンドファーム　
所在地　　東山町（背あぶり山）
事業者　　コスモエコパワー株式会社
設備容量　16,000kW（ 2,000kW×8基）

名　称　　会津電力戸ノ口堰小水力発電所　
所在地　　一箕町八幡
事業者　　会津電力株式会社
設備容量　31.4kW

名　称　　グリーン発電会津　会津河東発電所　
所在地　　河東町工業団地
事業者　　株式会社グリーン発電会津
設備容量　約5,700kW

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）



１　再生可能エネルギーの普及拡大に向けた取組

　主な取組実績（令和３年度）は次のとおりです。

⑴　住宅用太陽光発電システム等設置補助金

　　　市では、地球温暖化の原因となる温室効果ガス排出量の削減とともに、環境保全について

　　の意識啓発を図ることを目的に、住宅等に太陽光発電システム（10kW未満）を設置した市民

　　を対象に、平成22年度より補助金を交付しています。

　　　令和３年度は、補助要件を変更し、住宅用蓄電池またはＶ２Ｈ（電気自動車用充給電設

　　備）を太陽光発電システムと同時に設置することを条件に、補助額を１kWあたり２万円とし

　　ました。令和３年度は計11件の住宅等に補助金を交付しました。

　　　【令和３年度補助実績】　　　　　　

　　　　　■補助単価　　１kWあたり２万円（上限４kW分）

　　　　　■交付件数　　11件

　　　　　■補助総額　　800千円

　　 ◆市内の住宅用太陽光発電システム設置件数および補助金交付件数の推移

■ 参  考 ■　再生可能エネルギーの固定価格買取制度

　平成21年（2009年）に開始された太陽光発電による電力の固定価格買取制度（※）のうち、住

宅用の太陽光発電（10kW未満）は買取期間が10年間とされており、令和元年（2019年）以降、順

次買取期間が満了を迎えています。

　買取期間の満了を迎えた住宅用太陽光発電システムを設置している方は、法律に基づく固定価

格買取制度の対象とはならないため、改めて電力の買取契約を締結するか、蓄電池や電気自動車

等との組み合わせにより、電力を自家消費するか選択する必要があります。

　なお、市では、こうした状況を踏まえ、住宅用太陽光発電システム設置補助金の見直しを行い、

令和２年度より補助要件等を一部変更しました。

　　※平成21年（2009年）から開始された余剰電力買取制度は、平成24年（2012年）に固定価格買取制

　　　度（FIT制度）に統合されました。
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（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）
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⑵　普及啓発活動　

　　　市では、背あぶり山レストハウス内に、風力発電をはじめとする再生可能エネルギー等に

　　関する情報をまとめたパネルを展示するなど再生可能エネルギーへの理解促進や意識高揚に

　　向けた普及啓発活動を行っています。

　　※冬期間（11月～４月ごろ）は背あぶり山レストハウスの閉鎖により、パネル展示は休止しています。

　⑶　「会津若松市農山漁村再生可能エネルギー導入促進基本計画」の策定

　　　　市では、木質バイオマス発電所による再生可能エネルギーの普及拡大と林業振興のさら

　　　なる推進を図るため、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発

　　　電の促進に関する法律（農山漁村再生可能エネルギー法）に基づき、令和２年１月、「会

　　　津若松市農山漁村再生可能エネルギー導入促進基本計画」を策定しました。

　　　　なお、本基本計画の策定にあたっては、農山漁村再生可能エネルギー法に基づき、発電

　　　事業を行う事業者や関係農林漁業者、地域住民、学識経験者等を構成員として設立された

　　　会津若松市農山漁村再生可能エネルギー法協議会において、基本計画の内容などについて

　　　協議を行いました。

　　　【「会津若松市農山漁村再生可能エネルギー導入促進基本計画」の概要】　　　　　　

　　　　　■対象区域　　　　　　　　　　　　河東町工業団地　ほか

　　　　　■対象とする再生可能エネルギー　　木質バイオマス発電（5,700kW）

　　　　　■農林漁業の発展に資する取組　　　地域の山林未利用材等を林業従事者から安定的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かつ長期的に買い取る取組　　　
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（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）

背あぶり山レストハウス　パネル展示 環境教室

会津若松市農山漁村再生可能エネルギー法協議会での協議



　⑷　横浜市との「再生可能エネルギーの活用を通じた連携協定」

　市では、平成31年２月、地域の活力を最大限に発揮する「地域循環共生圏」の理念に基づ

き、相互の連携を強化しながら、脱炭素化の実現に向け、再生可能エネルギーの活用を通じ

た取組を推進するため、横浜市と「再生可能エネルギーの活用を通じた連携協定」を締結し

ています。

　令和３年度には、連携協定に基づき、地方で発電された再生可能エネルギーを供給する仕

組が構築され、これにより、会津若松市内の風力発電所「会津若松ウィンドファーム」で生

み出される電気の一部が、令和３年８月以降、横浜市内７事業者に供給されています。なお、

この仕組により供給された電気代の一部は、地域活性化資金として活用されているほか、両

市の団体などにおいて、交流が行われています。

　　　【連携協定の概要】　　　　　　

　　　　■再生可能エネルギーの創出・導入・利用拡大に関すること

　　　　■脱炭素化の推進を通じた住民・地域企業主体の相互の地域活力の創出に関すること

　　　　■再生可能エネルギー及び地域循環共生圏の構築に係る国等への政策提言に関すること

　　　　

⑸　京都市との「再生可能エネルギーの活用を通じた連携協定」

　横浜市との協定と同様に、令和３年９月、京都市との間でも「再生可能エネルギーの活用

を通じた連携協定」を締結しています。また、この連携協定に基づき、会津若松市内の風力

発電所「会津若松ウィンドファーム」で生み出される電気の一部が、京都市内に供給されて

います。なお、この仕組により供給された電気代の一部は、地域活性化資金として活用され

ています。
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（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）

再エネ需給開始式 横浜市・協定締結自治体との情報交換

京都市との協定締結式



■ 参  考 ■　再生可能エネルギーの普及拡大に向けた国県の動向

　国では、平成30年（2018年）７月に策定した「第５次エネルギー基本計画」の中で、温室効果ガス排出

量削減に向けた方策として、再生可能エネルギーの普及拡大について、「経済的に自立し脱炭素化した主

力電源化を目指す」とし、最大限の導入を掲げています。

　県では、平成31年（2019年）３月に策定した「再生可能エネルギー先駆けの地アクションプラン（第３

期）」において、2040年ごろを目途に県内のエネルギー需要量の 100％以上に相当するエネルギーを

再生可能エネルギーとするという数値目標を掲げています。

■ 参  考 ■　「会津若松市第２期環境基本計画（改訂版）」における再生可能エネルギーの普

　　　　　　　及拡大に向けた数値目標と実績

　市では、「会津若松市第２期環境基本計画（改訂版）」において、再生可能エネルギーの普及拡大に向け

市域の一次エネルギー需要（市内におけるエネルギー消費量）に占める再生可能エネルギーの供給量の

割合や再生可能エネルギー発電施設の設備容量について、平成 22年度（2010年度）を基準年度とし

た令和５年度（2023年度）の数値目標を定めています。

　なお、以下では、推計に使用する各種統計の都合上、平成 30年度（2018年度）の実績値を最新デー

タとして掲載しています。

　　◆市域における一次エネルギー需要に占める再生可能エネルギーの供給量の割合・再生可能

　　　エネルギー発電施設の設備容量の目標と実績（推計値）

年度

【基準年度】

H22(2010)年度

（基準値）

H29(2017)

年度

H30(2018)

年度

【中間年度】

H30(2018)年度

（中間目標）

【目標年度】

R5(2023)年度

（目標値）

供給量の

割合
39.1％ 55.8％ 62.6％ 51.0％ 57.0％

設備容量 165,709kW 202,279kW 225,035kW 206,321kW 236,205kW

　　◆市域における一次エネルギー需要に占める再生可能エネルギーの供給量の割合・再生可能

　　　エネルギー発電施設の設備容量の推移（推計値）
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（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）
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　特集　「地球温暖化対策推進実行計画（事務事業編）の推進」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：環境生活課）

　市の管理する施設や事務事業から排出される温室効果ガス削減のため、平成 18年度に「地球

温暖化対策推進実行計画（事務事業編）」を策定しました。

　平成23年度に第２期計画、平成 28年度に第３期計画、令和３年度に第４期計画を策定してお

り、現在は、第４期計画に基づき、省エネ対策を推進しています。

■　ごみ減量化

紙文書を安易に焼却するのではなくリサイクルに努め、特に機密文書については極力シュ

レッダーで裁断・資源化するよう周知しました。

■　設備更新・改修の取組

　　　省エネ法の「中長期計画書」に基づき、各施設の省エネに向けた設備改修を行いました。

■　公用車の取組

　　　新採用職員等に対し、エコドライブについての研修を実施しました。　

　■　環境マネジメントシステムによる取組

　　　省エネルギー・省資源の取組やエコドライブについて研修及び周知し、庁内において実施

　　しました。　

　　

　令和３年度の市の施設や事務事業から排出された温室効果ガス排出量は、基準年度比で 25.1％

削減（昨年度比1.7%増）することができました。

　基準年度比で温室効果ガス排出量が増加した項目は、軽油及び生活排水処理等です。軽油につ

いては、例年より降雪量が多く、除雪機等の稼働時間が増加したことが主な要因と考えられます。

生活排水処理等については、生活環境や自然環境の保全の観点から、農業集落排水処理施設や浄

化槽の整備を進めていることが主な要因と考えられます。

　昨年度比で温室効果ガス排出量をエネルギー種別に見ると、A重油や液化石油ガス、ガソリン

天然ガスは削減されました。これは感染症対策により公用車の使用頻度が減少したことや体育館

の利用頻度の減少により空調の稼働時間が減少したことが主な要因と考えられます。

　一方で、電気や灯油、都市ガス、軽油においては、温室効果ガス排出量は増加しました。これ

は、小中学校において冷暖房機器の設置が進んでいることや、猛暑・厳冬により冷暖房機器等の

使用頻度が増加したこと、また、降雪量が増加により除雪機の稼働時間が増加したことが主な要

因と考えられます。
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【令和３年度の主な取組】

　【第４期会津若松市地球温暖化対策推進実行計画の概要】
　■計画期間…　令和３（2021）年度～令和12（ 2030）年度
　■削減目標…　平成25（ 2013）年度を基準として、温室効果ガスの総排出量を
　　　　　　　　令和12（ 2030）年度までに50%削減することを目標とする。

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）

【令和３年度の温室効果ガス排出量の実績】



　◆市の管理する施設や事務事業から排出される温室効果ガス排出量の状況　
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これ以上、地
球が暑くなっ
たら困るモリ
ン。

いいもりん

CO2排出量（㎏-CO2)

項目 合計

R3 9,059,858 2,207,941 266,583 339,555 392,063 180,426 212,873 535 884,548 13,544,383

R2 8,853,121 2,155,413 305,238 317,594 412,180 193,623 161,467 682 918,625 13,317,942

2.3% 2.4% -12.7% 6.9% -4.9% -6.8% 31.8% -21.6% -3.7% 1.7%

11,767,520 3,310,238 904,276 436,651 461,909 203,545 199,517 835 806,783 18,091,273

基準比 -23.0% -33.3% -70.5% -22.2% -15.1% -11.4% 6.7% -35.9% 9.6% -25.1%

電気
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排出量
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R2年度比

H25
（基準）



　特集　「地域版環境マネジメントシステム」　
（担当課：環境生活課）

　　地球温暖化の防止や資源の有効利用、環境負荷の低減、環境保全など、環境にやさしい学校

づくりやライフスタイルづくりの取組を環境マネジメントシステムの手法を用い実践すること

で、次代を担う子供たちや市民、事業者の環境保全意識の向上を図っています。

１　「学校版環境マネジメントシステム」の取組

　　市内の小・中学校では、児童・生徒および教職員がそれぞれに目標を定めて、節電や節水、

リサイクル、緑化や清掃など様々な環境にやさしい取組を行っています。

　　平成 22年度末には、市内全部の小中学校（小学校 20校、中学校13校）が市より学校版環境

マネジメントシステム取得の認定を受けました。認定を取得すると、３年に１度の更新が必要

となり、令和３年度は８校が更新審査を受け、全て更新認定されました。更新校認定登録証授

与式では、各校の代表の児童・生徒が自分の学校の取組を発表しました。

　　また、更新校認定登録証授与式の他、生涯学習総合センターの市民ギャラリーにおいて、認

定校同士の情報交換や、活動の普及拡大を目的に、各学校が作成した環境にやさしい取組状況

についての壁新聞を掲示しました。

　そのほか、「緑のカーテン」の取組を呼びかけ、市内全小中学校には朝顔、ゴーヤ等、つる性

植物の種の配付及び、地球温暖化や緑のカーテンの仕組み、省エネ対策等についての環境教室を

実施しました。

２　「家庭版環境マネジメントシステム～あいづわかまつエコクラブ～」の取組

　　各家庭で、省エネ活動やリサイクル活動を継続的に行い、地球温暖化の防止や資源の有効活

用などの取組を行うことを宣言していただき、環境活動に協力いただくものです。

　　平成 13年度に創設され、平成 26年度に、現在の名称「あいづわかまつエコクラブ」に変更

しました。令和３年度末現在、168世帯が「あいづわかまつエコクラブ」の会員となり、環境

にやさしい取組を進めています。
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（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）

　 更新校認定登録証授与式において
　取組の内容が発表される

　　　　更新校認定登録証授与式
     （環境大賞表彰式と合同開催）
　■開催日：令和３年11月９日（火）
　■場　所：生涯学習総合センター
　■参加校：小学校４校、中学校４校



【家庭向けエコセミナー】　

　　令和３年度の家庭向けエコセミナーは新型コロナウイルス感染症の影響により中止となりま

した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３　「あいづわかまつエコ事業所」の取組

　　市内事業者の環境に対する意識の高揚及び取組の推進を図ることを目的に平成 18年度に創設

されました。

　　「あいづわかまつエコクラブ」と同様に、平成 26年度に「あいづわかまつエコ事業所」と名

称を変更しました。環境にやさしい取組を推進している事業所に対し認定証を交付し、市の

ホームページ等で紹介しています。令和３年度末現在、14事業所があいづわかまつエコ事業所

の認定を受けています。
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（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）

学校では・・・・
「学校版環境マネジメントシステム」

事業所では・・・・
「あいづわかまつエコ事業所」

家庭では・・・・
「あいづわかまつエコクラブ」



　特集　「電気自動車推進事業」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：環境生活課）

　二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの削減と「スマートシティ会津若松」の実現に向けた

取組の一環として、環境にやさしい移動手段である電気自動車の普及促進を図っています。

　これまで、電気自動車７台を公用車として導入し、日々の業務や災害時における非常用電源等

として役立てるとともに、市役所本庁舎と北会津支所にそれぞれ急速充電器を設置して、市民や

観光客の皆さんの利便性の向上に努め、電気自動車が普及しやすい環境づくりを進めています。

　【会津若松市における電気自動車等の普及状況（令和３年度）】

　　■電気自動車台数　　　　　　　　  167台

　　■プラグインハイブリッド車台数　  223台

　　■充電器設置数（一般家庭除く）　   36基

１　公用車への電気自動車の導入

　　普段は、走行時に二酸化炭素を排出しない環境にやさしい公用車として電気自動車を使用し

ています。

　　また、燃料や電気が不足する災害時には、ガソリンに頼らない移動手段となるほか、庁舎の

非常用電源としても使用することもできます。

　【電気自動車の導入による効果（令和３年度）】

　　　市が導入している電気自動車７台（走行距離の合計19,746km）による二酸化炭素排出量等

  　の削減効果は下記のとおりです。

　　　■燃料代（電気代）　　約148,333円の削減（削減率69.3％）

　　　■二酸化炭素排出量　　約1,099㎏-CO2の削減（削減率35.9％）　

　　　　※二酸化炭素排出量は、二酸化炭素排出係数：0.519㎏-CO2/kWh、電気代は、夏季：

　　　　　16.82円/kWh、その他季：15.62円/kWhで計算しています。

　　　　※比較対象は、燃費：15km/ℓのガソリン車とし、ガソリン代：162.5円/ℓ、排出係数：

　　　　　2.322㎏-CO2/ℓで計算しています。
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（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）

環境にやさしい電気自動車



２　庁舎への急速充電器の設置

　　　環境にやさしい電気自動車の普及とその充電インフラの整備拡大に向けて、本庁舎と北会

　　津支所に各１基急速充電器を設置しています。この急速充電器は、どなたでもご利用いただ

　　くことができます（充電１回あたり、500円の協力金をお願いしています）。

　　※本庁舎の急速充電器については本庁舎建て替え工事に伴い令和４年５月より提供を停止し

　　　ています　　

　

　　

３　Vehicle to Home（Ｖ２Ｈ）の設置

　　　Ⅴ２Ｈ は、電気自動車への充電だけでなく、電気自

    動車から建物側へも電力を供給することができる機器

　　です。

　　　この機器を本庁舎、上下水道局庁舎、北会津支所、河

　　東支所に設置し、災害時（停電時）に、電気自動車から

　　各施設に電力を供給できる仕組みを構築しています。

　　※本庁舎のＶ２Ｈについては本庁舎建て替え工事に伴い

　　　令和４年５月より使用を停止しています　
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（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）

急速充電器（本庁舎）

電気自動車から建物に給電もできるＶ２Ｈ

急速充電器（北会津支所）



基本目標４　 環境保全をともに学び、協働するまちをつくる　　　　　
　
　本市には、美しく豊かな自然と、先人によって培われてきた歴史・伝統・文化とそれらが調和し
た景観など、誇るべき資源が数多くあります。
　わたしたちは、これらを後世に伝え、望ましい環境像を実現していくために、市民・事業者・行
政等の多様な主体が手を携えながら、環境に配慮した生活や事業活動などに主体的・積極的に取り
組むことが必要です。
　そのため、それぞれの主体が環境保全活動に対する意識を高め、行動できるよう、環境教育・学
習を推進するとともに、情報提供や活動支援を行うなど、主体間の連携を図り、協働して環境の保
全及び創造に取り組むまちをつくります。

個別
目標 環境目標

目標値と実績値 R３実績値の
評価・分析

現状値 実績値 目標値 前年度
との比較

目標値
達成
状況H24 R２ R３ R５

４－１

環境教室（子ども向け・市民
向け）参加者数 117名 47名 69名 450名 ⤴

環境関連の出前講座の実施回
数 37回 11回 23回 50回 ⤴

４－２

環境関連イベントの参加者数 5,191名 0名 98名 7,000名 ⤴

公園等緑化愛護会数 84団体 72団体 72団体 85団体 →

　環境教室などの環境教育や、市民や事業者の皆様との協働活動については、令和元年度以降、
新型コロナウイルス感染症対策のため中止・縮小した活動が多く、現在は改善傾向にありますが、
環境目標はいずれも目標達成に至っていません。

　　　先人が残してくれた豊かな自然を守り、次の世代に引き継いでいくためには、市民の皆様の
　　環境保全意識の醸成と、行政と市民・事業者の皆様との連携・協働は必要不可欠であり、今後
　　は、環境教室やイベント等への参加者数の増を図るため、より効果的な実施手法や広報方法な
　　どを検討する必要があります。
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（基本目標４　環境保全をともに学び、協働するまちをつくる）

　　個別目標４－１　みんなで考え、みんなで学ぶまち
　　個別目標４－２　協働の輪を広げ、環境にやさしいまち

環境目標　令和３年度実績環境目標　令和３年度実績

評　　価評　　価

みんなで環境を
良くしよう！



◇市民、事業者、市民団体等と連携し、環境学習を推進します

実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

森林環境整備（交付金）事
業
〔農林課〕

・森林を全ての県民（市民）で守り
育てる意識の醸成と森林環境の保全
を行うための事業を実施する。

・市立学校全29校による森林
環境学習を実施
・県産材の利活用（都市公園１
箇所、認定こども園４箇所）
・ペレットストーブの導入（市
立中１校、６台）

「市民と共生の森の会」支
援事業
〔農林課〕

・市民ボランティア団体「市民と共
生の森の会」による「森林エコ・カ
ル子どもクラブ」への指導を行う。

・森林エコ・カルこどもクラブ
全3回開催、のべ36名参加

森林環境学習事業
〔学校教育課〕

・市立学校の児童生徒を対象に、災
害防止や地球温暖化防止など森林の
持つ様々な役割と林業について学習
する機会を提供し、これらに対する
理解を深める。

・市立学校全29校において、
新型コロナウイルス感染症対策
を講じながら、無事に事業を完
了できた。各学校で様々な時
間・場所・手法を用いて森林環
境について理解を深めることが
できた。また、県に対し、市立
幼稚園・小中学校教育研究会よ
り29校分の実施報告書を提出
した。

各種環境教室や環境講座の
実施
〔環境生活課〕

・地球環境を守り、豊かな自然等を
次世代に残していくため、子どもた
ちを含めた市民の方々を対象に、各
種環境教室を開催し、市全体の環境
を守る意識を啓発する。

・こども環境教室 　
　エコろうそく作り
開催日11月 20日参加者21名
・自然環境教室
　開催日　７月 22日、11月 23
日（計２回）
　参加者数　　計48名

こどもエコクラブ
〔環境生活課〕

・こどもたちのエコ活動や環境学習
を支援することで、身近な自然を大
切に思う心と問題解決のために自ら
考えて行動する力を育み、地域単位
で環境保全の幅を広げる。

・地方事務局として、加入案内
等の広報を行った。

こどもエコクラブ
〔こども保育課〕

・児童館において、ゴミの分別実
習、隣接児童公園での自然観察や清
掃等を通じて身近な自然環境の大切
さ等の意識啓蒙を行う。

・児童館において、ゴミの分別
実習、隣接児童公園での自然観
察や清掃等を行った。また、そ
れらの実践を通して身近な自然
環境の大切さ等の意識啓発を
行った。
・城前児童センターで、廃材で
コースター作りを実施した。

ホタル祭り
〔北会津支所まちづくり推
進課〕

・ホタル観賞会をはじめ、農産物等
の直売「ホタル市」、住民手づくり
によるステージイベントや来場者参
加型のイベント等の様々な催しによ
り、交流人口の増加につなげ、地域
の賑わいの創出を図る。

・新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、昨年度に引き続き
中止とした。
・感染状況からホタル観賞案内
についても人員を配置せず看板
の設置のみを行った。
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環境施策　令和３年度取組実績環境施策　令和３年度取組実績

　個別目標４－１　みんなで考え、みんなで学ぶまち

（基本目標４　環境保全をともに学び、協働するまちをつくる）



実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

げんき塾
〔一箕公民館〕

・自然や文化に触れ、親しみながら
体験する学習活動をとおして、地域
の将来を担う子どもたちの養成と、
集団活動の中で支えあい協力しあえ
る子どもの成長に寄与することを目
指し、子どもたちの校外活動の一翼
を担う機会とする。

・新型コロナウイルス感染症予
防のため、予定していた７回の
事業は取止め、単発の事業とし
て３回開催した。このため、環
境学習は割愛した。
　参加者数　のべ28名

ふれあいウォーキング
〔河東公民館〕

・ウォーキングを通して自然に親し
む心を養うとともに、健康の保持・
増進を図る。

令和元年度をもって終了とした
ため実施なし。

週末親子チャレンジ
〔北公民館〕

・自然体験や創作活動など多彩な活
動を通じて、親子のコミュニケー
ションを図る。

・令和３年６月～12月まで５回
講座を開催し、うち７月に「会
津自然の家」で自然体験講座を
実施した。
・参加者は 13組 33名（小学生
と保護者）
・内容はカヌー、ＵＦＯゴル
フ、草ソリ遊び等の自然と触れ
合う体験活動を通して環境保全
への興味関心を育む機会を提供
した。

環境フェスタの開催
〔環境生活課〕

・市民が豊かな自然にふれあい、学
べる機会を創出するとともに、環境
保全活動を実践する団体等のネット
ワークを形成する。

・環境フェスタ特別企画「もっ
たいないを学ぼう！」を開催
し、市民の環境保全への意識の
高揚を図った。
　開催日　令和４年１月９日
　参加者数　80名

施設情報の提供
〔まちづくり整備課〕

・継続して施設やイベント紹介の実
施を指導していく。

・指定管理者独自のホームペー
ジ等で、施設やイベント紹介な
ど、年間を通して実施した。

観光施設の情報の提供
〔観光課〕

・各種パンフレットやホームペー
ジ、ＳＮＳ等の各媒体を用い、魅力
ある観光情報を発信していく。

・極上の会津やあいばせのパン
フレット、若松っつんのＳＮＳ
で自然の魅力をＰＲした。

環境関連図書などの資料整
備事業
〔生涯学習総合センター〕

・環境関連図書の購入に努めるとと
もに、継続して、小学校に対し学校
支援図書セットの広報に取り組む。
・また、環境生活課と連携し、環境
月間に合わせて、図書館内一般図書
展示コーナーにおいて環境関連図書
やポスター等を展示し、市民への啓
発を実施する。

・児童書から一般書まで環境関
連図書の購入に努め、市民の利
用に供した。また、小学校を対
象とした調べる学習用の学校支
援図書セットの中で、環境問題
をテーマとしたセットの貸出を
行った。
・環境生活課と連携し、環境月
間に合わせて６月に図書館内一
般図書展示コーナーにおいて、
環境関連図書（122冊）やパン
フレット等を展示し、市民への
啓発を実施した。
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（基本目標４　環境保全をともに学び、協働するまちをつくる）



◇環境に関する情報を提供します

実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

「会津若松市の環境」の発
行等による情報提供
〔環境生活課〕

・毎年度、環境基本計画に基づく主
な施策の実績報告等を掲載した「会
津若松市の環境」を発行し、本市の
環境の現状や取組内容について周知
する。

・令和３年12月に、令和３年
度版（令和２年度実績報告）を
発行した。庁内をはじめ、各区
長、環境美化推進協議会等へ配
付し、支所や公民館に設置を依
頼した。また、市のホームペー
ジにも掲載し、希望者に対して
は冊子を配布した。

ホームページの掲載等、広
報活動の推進
〔環境生活課〕

・市民や事業所に必要とされる環境
に関する情報を市のホームページや
市政だよりに掲載する。

・市ウェブサイト、市政だよ
り、出前講座、イベント（環境
フェスタ特別企画）での広報活
動を行った。

ごみの正しい分別の仕方等
の情報提供
〔廃棄物対策課〕

・「家庭ごみの正しい分け方・出し
方（カレンダーに付属）」の全戸配
付、市ホームページへ掲載する。

・「家庭ごみの正しい分け方・
出し方（カレンダーに付属）」
を全戸配付し、市ホームページ
へ掲載した。
・あわせて、「家庭ごみ分別辞
典」「LINE de ちゃチャットお
問合せサービス」「福島県環境
アプリ」を市ホームページ等で
紹介。
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（基本目標４　環境保全をともに学び、協働するまちをつくる）



◇市民協働を推進します

実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

歴史的景観指定建造物の指
定
〔都市計画課〕

・本市の歴史や文化等に根差した重
要な歴史的建造物等を歴史的景観指
定建造物に指定、支援することによ
り、会津若松らしい景観の形成を推
進する。

・指定建造物　　０件
・登録建造物　　７件
・修景等への助成　　４件

中心市街地活性化基本計画
に基づく各種事業の実施
〔商工課〕

・中心市街地活性化基本計画に掲げ
る事業の推進に向け、中心市街地活
性化協議会をはじめ、関係機関、事
業主体等との協議調整を図り、快適
で利便性の高い、魅力あふれるまち
づくりを推進します。

・新型コロナウイルス感染症の
影響により、従来の活動ができ
なかったが、これまで実施した
板塀や植樹等の維持管理に努め
た。

景観まちづくり協定地区の
認定
〔都市計画課〕

・建物の形態や色彩、緑化等につい
てルールを作り、各通りや地区の個
性を活かしたまちづくりに取り組む
地区を景観まちづくり協定地区とし
て認定し、取組を支援する。

・修景等への支援　　４件
・新たな景観協定　　０件

◇環境意識の醸成

実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

地区環境美化推進協議会、
クリーンふくしまへの支援
〔廃棄物対策課〕

・各地区環境美化推進協議会（18地
区）へ支援・補助する。
・クリーンふくしま運動推進事業へ
参加する。

・各地区環境美化推進協議会
（18地区）へ支援・補助する。
・クリーンふくしま運動推進事
業へ参加した。

自動販売機設置に対する指
導
〔廃棄物対策課〕

・会津若松市生活環境の保全等に関
する条例に基づき、自動販売機設置
届出及び回収容器の設置の徹底を指
導する。

・設置台数           1,275台
・届出数　           1,219台
・回収容器設置数     1,183台

美しい会津若松景観賞の表
彰の実施
〔都市計画課〕

・会津若松らしい良好な景観を表彰
することにより、景観に対する市民
意識の醸成、向上を図る。

・景観認定件数　　６件

環境大賞の実施
〔環境生活課〕

・日ごろから積極的に環境保全活動
に努めている市民や団体を顕彰する
ことで、市民の環境保全意識の向上
と環境保全の取組の促進を図る。

・日ごろから環境活動に尽力し
ている個人２件を表彰した。
・また、受賞者の活動について
は、ホームページや区長及びエ
コクラブの会員宛にチラシを配
付し、周知した。

89

　個別目標４－２　協働の輪を広げ、環境にやさしいまち

（基本目標４　環境保全をともに学び、協働するまちをつくる）



実施事項〔担当所属〕 事業概要 Ｒ３年度事業実績

水道週間児童生徒作品展の
実施
〔上下水道局総務課〕
　

・水道に関する作品づくりを通じ
て、水道が健康で文化的な生活を支
える基礎的で重要なインフラである
ことを改めて認識するとともに、市
民の水道事業への理解と関心の向上
を図る。
・入賞した作品と児童生徒につい
て、児童生徒作品展及び表彰式を実
施する。

・令和３年７月 28日文化セン
ター文化ホールにて表彰式実施
・例年実施している児童生徒作
品展は新型コロナウイルス感染
症の状況を踏まえ、中止。

※応募作品総数 4,075点、入賞
作品数 188点

市営駐輪場の放置自転車撤
去
〔危機管理課〕

・春秋２回駐輪場等の放置自転車撤
去を行うとともに、高校生等への指
導を行う。

・５月に 164台、10月に 141台
の放置自転車を撤去した。

各種事業における持ち帰り
運動の推進
〔スポーツ推進課〕

・各施設の良好な環境維持のため、
大会規模等に応じたゴミ持ち帰りと
適切な収集の仕方を検討・実施す
る。

・新型コロナウイルス感染拡大
防止の観点から、各種大規模大
会が中止となり、事業を実施す
ることができなかった。

ポイ捨て・犬ふんマナー向
上市民会議
〔環境生活課〕

・「市民環境の保全等に関する条
例」に規定されている禁止行為（ポ
イ捨て・犬ふん放置等）の周知徹底
のため、関係機関、関係団体及び市
民が共同し、ポイ捨て・犬ふんに関
するモラル・マナーの向上に取り組
み、美しく住み良いまちづくりを目
指す。

・狂犬病予防注射会場におい
て、犬ふん回収袋付きチラシ配
布による啓発を実施した。（春
264枚）
・犬ふん及びポイ捨て禁止看板
を無償配布した。（ポイ捨て６
枚、犬ふん 23枚）

不法投棄監視員及び生活環
境保全推進員によるパト
ロールの実施
〔廃棄物対策課〕

・不法投棄監視員と生活環境保全推
進員による不法投棄、ポイ捨て、犬
ふん放置防止パトロールを実施す
る。

【パトロール実績】
・不法投棄監視員      16名
                     460回
・生活環境保全推進員　32名
                   1,554回

犬ふん放置防止の周知活動
〔健康増進課〕

・犬の登録時に「愛犬の手引き」を
渡し周知を図る。
・会津保健所主催の「飼い犬のしつ
け方教室」の案内を行う。
・予防注射実施通知に放置防止のチ
ラシを同封し啓発を行う。
・犬ふん放置者が特定した場合に
は、保健所と連携して飼い主に対し
て指導する。
・犬ふん放置禁止の看板を設置希望
の市民に配布する。

・犬の登録時に「愛犬の手引
き」を渡し周知を図った。424
冊
・予防注射実施通知に放置防止
のチラシを同封し啓発を行っ
た。
・犬ふん放置者が特定した場合
には、保健所と連携して飼い主
に対して指導を行った。
・犬ふん放置禁止の看板を設置
希望の市民に配布した。
・会津保健所主催の「飼い犬の
しつけ方教室」については開催
されなかったため、案内を行っ
ていない。
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（基本目標４　環境保全をともに学び、協働するまちをつくる）



　特集　「環境フェスタ特別企画の開催」　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：環境生活課）

■環境フェスタの開催　

　市民の環境問題に対する意識高揚を目的に、毎年、市内の環境団体等で構成される実行委員会

により、「環境フェスタ」が開催されています。令和３年度は新型コロナウイルス感染症の感染

拡大防止のため、規模を縮小して「環境フェスタ特別企画」を開催しました。

　市では、より良い生活環境を創出するとともに、自然豊かな環境を次の世代に継承するため、

市民一人ひとりが環境について学べる機会となるよう、さらには環境保全に取り組む市民団体等

の相互交流が図れるよう、実行委員の活動を支援しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【令和３年度の実績】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■開催日：令和４年１月９日(日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■会　場：生涯学習総合センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■来場者数：88名

　◆環境フェスタ特別企画の様子
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令和３年度の
環境フェスタ
特別企画のチ
ラシです

（基本目標４　環境保全をともに学び、協働するまちをつくる）



　特集　「各種環境教室・環境講座・生涯学習出前講座の実施」　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：環境生活課）

　地球環境を守り、豊かな自然等を次世代に残していくため、子どもたちを含めた市民の方々を
対象に、各種環境教室を開催し、市全体の環境を守る意識の啓発に努めています。

【各種環境教室の開催概要】
１　こども環境教室　～エコろうそくをつくろう！～
　■開催日：令和３年11月 20日（土）

　■場　所：生涯学習総合センター（會津稽古堂）

　　　　　 1階　クッキングスタジオ

　■参加者：8世帯21名

　■内　容：廃食用油を使ったろうそくの作成

　■講　師：環境生活課職員

２　親子環境教室　～再生可能エネルギー見学バスツアー～
　■天候不良により中止しました。

　

３　自然環境教室　身近なムシたち

　■開催日：令和３年７月22日（木・祝）

　■場　所：子どもの森周辺

　■参加者：24名

　■内　容：観察会　子どもの森周辺の昆虫

　■講　師：五十嵐　悟 先生

４　自然環境教室　鶴ヶ城野鳥観察会

　■開催日：令和３年11月 23日（月・祝）

　■場　所：鶴ヶ城公園及び文化センター

　■参加者：24名　

  ■内　容：座学　　会津若松市の野鳥

　　　　　　観察会　鶴ヶ城の野鳥観察会

　■講　師: 満田　信也 先生

５　自然環境教室　フィールドサイン観察会

　■コロナウイルス感染症の拡大に伴い中止しました。
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（基本目標４　環境保全をともに学び、協働するまちをつくる）

講師の説明を聞く参加者

 野鳥観察の様子

ろうそく作りの様子



６　生涯学習出前講座の実施

　市では、市民を対象に「自主的、主体的な学習活動」を支援するため、市職員が講義や説明を

行う生涯学習出前講座を実施しています。

講座名 内容 時間 対象
R３
実施
回数

担当課

１
地球温暖化と環境に
やさしい暮らし

○地球温暖化のしくみ
○市の地球温暖化対策
〇日本のエネルギー事情
〇今日からできるエコな取組

60分 すべて １回

環境生活課

２ 川の探検隊

○水生生物調査とパックテストにつ
いて
○実際に川を調査してみよう
○川の汚れの原因は？

120
～
180分

小学４年生
以上

３回

３
猪苗代湖の水環境講
座

○猪苗代湖の水質について
○猪苗代湖の不思議なメカニズム
○猪苗代湖を守るためにできること

60分
小学４年生
以上

２回

４
会津若松市の身近な
生き物

○市内に生息する生き物について
○生き物を通して見る環境問題
○生き物と共生していくために私た
ちに出来ること

60分 すべて １回

５
地球温暖化と環境に
やさしい暮らし

○地球温暖化が起こる仕組み
○市の地球温暖化対策
○今日からできるエコな取組

60分
小学校
高学年以上

１回

６
再生可能エネル
ギーって何？

○再生可能エネルギーの必要性
○再生可能エネルギーの種類
○市の再生可能エネルギーの取組

60分
小学校
高学年以上

０回

７
地球温暖化・気候変
動の今とこれから

○地球温暖化と気候変動の違い
○地球温暖化・気候変動の現状とこ
れから
○市の取組について

60分
小学校
高学年以上

１回

８
会津若松市における
放射線の現状

○放射線の基礎知識
○放射線の健康影響
○市における放射線の現状

60分
中高生
一般

０回

９
ごみ減量とリサイク
ル

○会津若松市のごみの現状
○私たちにできること
○家庭ごみの分別方法・排出方法

60分 すべて ６回 廃棄物対策課

10
森林（もり）の大切
さ

○森林の役割
○会津若松市の林業

30分
小学校
高学年以上

０回 農林課

11 環境を守る下水道

○下水道の役割
○下水処理場の仕組み
○顕微鏡を使った、下水処理微生物
の観察

45
～
90分

小学４年生
以上

０回
下水道施設課
（下水浄化
工場）

12 ゲンジボタル

○ホタルの生態
○卵から成虫まで
○ホタルとカワニナ
○ホタル生息地環境保全の取組につ
いて

30分 すべて １回
北会津支所
まちづくり
推進課
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　令和３年度　生涯学習出前講座一覧（環境関連講座）

（基本目標４　環境保全をともに学び、協働するまちをつくる）



　特集　「ポイ捨て・犬ふんマナー向上市民会議」（担当課：環境生活課）
　　　　「犬ふん放置防止の周知活動」　　　　　（担当課：健康増進課）

 1 「ポイ捨て・犬ふんマナー向上市民会議」

　ポイ捨てや犬ふん放置のない、明るく住みよいまちづくりを推進するために、ポイ捨

て・犬ふんマナー向上市民会議を設置し、取組を行っています。

    ■取組内容：ポイ捨て禁止啓発チラシの配布及び清掃活動

　　　・新型コロナウイルス感染症の影響により鶴ヶ城ハーフマラソン大会と共に中止とな

　　　　りました。　

２ 「犬ふん放置防止の周知活動」

　⑴　啓発活動

　①狂犬病予防接種での啓発チラシの配布

　　■開催日：令和３年４月６日（火）～４月１６日（金）

　　■場　所：宝積寺薬師堂前

　　　　　　　一箕公民館前

　　　　　　　松長コミュニティセンター前

　　　　　　　外15カ所

　　■配布枚数：約270枚

　②ペットショップ店頭啓発

　　・新型コロナウイルス感染症の影響により中止と

　　　なりました。　

　⑵　啓発用看板の配布　

　　市では、ごみのポイ捨てや犬のふんの放置で

　困っている市民の方に、無償で看板を配布して

　います。

　　令和３年度は、29枚の啓発用看板を配布し

　ました。
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　啓発用の看板

予防接種会場での啓発活動の様子

（基本目標４　環境保全をともに学び、協働するまちをつくる）



第４章　　環境行政組織



１　主な環境行政組織図

２　環境審議会　

　　環境審議会は、環境基本法（平成５年法律第91号）第44条の規定に基づき、市長の諮問機

　関として環境の保全に関する基本的事項等について調査審議するため、平成８年に設置されま

　した。

　　構成メンバーは、環境行政に関心を持つ市民をはじめ、各種団体の代表者や学識経験者等か

らなり、委員数は12名以内、委員の任期は２年となっています。

３　環境管理委員会

　　環境の保全と創造に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、副市長を委員長とし、

関係各部局長により構成された横断的な庁内組織とし設置されました。各部局の緊密な連携の

もと、環境基本計画の策定と進行管理、庁内環境マネジメントシステムの進行管理、地球温暖

化対策推進実行計画の進行管理、その他環境の保全及び推進に関する施策を実施します。

　　環境管理委員会の下部組織として、関係所属長で組織する「環境管理委員会幹事会」があり

ます。
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市　長

副市長 環境管理委員会

環境審議会

　環境生活課

　危機管理課

廃棄物対策課

健康増進課

下水道施設課

市民部

（39-1221）

（39-1227）

（27-3961）

（39-1245）

（23-9507）

健康福祉部

上下水道局

地球環境・自然環境・生活環境の保全、猪
苗代湖の水環境、公害に関すること、犬ふ
ん放置禁止に関すること等

空き家対策、放置自転車に関すること等

清掃指導、ごみ減量化、環境美化、廃棄物、
リサイクル、犬ふん放置禁止に関すること等

飲用地下水、犬の飼い方に関すること等

公共下水道事業、農業集落排水事業、個別
生活排水事業、浄化槽に関すること等

※（　）は直通の電話番号

（令和５年１月現在）

農政部 農政課

農林課

（23-9973）

農産物、農地の保全、グリーンツーリズムに
関すること等

森林環境整備に関すること等

（23-9974）



条例や基準などを掲載
しているモリン。
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  条　例

資料１　会津若松市環境基本条例
平成９年３月28日公布

会津若松市条例第18号

目　次

　前文

　第１章　総則（第１条－第６条）

　第２章　環境の保全及び創造に関する施策の基本方針等（第７条－第９条）

　第３章　環境の保全及び創造に関する活動の支援等（第10条－第14条）

　附則

　わたしたちのまちは、雄大な自然と史跡若松城跡に代表される豊富な歴史的文化遺産の中で、今日

まで 着実な発展を続けてきた。

　しかしながら、近年の都市化の進展や生活様式の変化等に伴い、本市においても新たな課題として

都市型及び生活型公害の発生や廃棄物の増加及び不法投棄等の問題が顕在化してきており、さらに、

元来自然が持つ浄化能力を上回る生産活動や消費活動そのものが直接、間接に地球規模で環境に影響

を与えていることから、新たな対応が求められている。

　健全で恵み豊かな環境の下に、健康で文化的な生活を営むことは市民の権利であり、わたしたちは、

この良好な環境を保全及び創造し、将来の世代に継承していくべき責務を有している。

　このような認識の下、市民、事業者及び行政のすべての者の協力と働きかけによって、環境への負

荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築し、人と自然が共生できる会津若松市の実現を目指し、こ

の条例を制定する。

第１章　総則

（目的）

第１条　この条例は、本市におけるより質の高い環境の保全及び創造とゆとりと潤いのある快適な地

域づくりの実現のため、環境の保全及び創造に関する基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民

の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、

もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

（定義）

第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

　⑴　環境への負荷　人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因と

なる おそれのあるものをいう。

　⑵　地球環境保全　人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、野生生物の種の

減少 その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であっ

て、人類 の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

　⑶　公害　環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわた

る大 気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。）、土

壌の汚染、 騒音、振動、地盤の沈下（鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。）及び

悪臭によって、 人の健康又は生活環境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接

な関係のある動植物 及びその生育環境を含む。以下同じ。）に係る被害が生ずることをいう。

（基本理念）

第３条　環境の保全及び創造は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが市民の健康で文

化的な生活に欠くことのできないものであるとの認識に立ち、現在及び将来の市民が健全で恵み豊

かな環境 の恵沢を享受できるようにするため、環境資源及び自然の生態系に十分配慮し、適切に行

われなければならない。

２　環境の保全及び創造は、すべての者の協力と働きかけによって行われなければならない。

３　地球環境保全は、あらゆる事業活動及び日常生活において自主的かつ積極的に推進されなければ

ならない。

（市の責務）

第４条　市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、市民の健康で文化

的な生活を確保するため、次章及び第３章に規定する環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合

的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

（事業者の責務）

第５条　事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公

害を  防止し、又は自然環境を適正に保全するため、必要な措置を講ずる責務を有する。
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２　事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売

その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合に

その適正 な処理が図られることとなるよう必要な措置を講ずる責務を有する。

３　事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売

その他の事業活動を行うに当たっては、環境への負荷を低減させるため、必要な措置を講ずる責務

を有する。

４　前３項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、市が実施する環境の保全及び創造

に関 する施策に積極的に協力する責務を有する。

（市民の責務）

第６条　市民は、基本理念にのっとり、日常生活から生ずる環境の保全上の支障の防止に努める責務

を有する。

２　前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、市が実施する環境の保全及び創造に関

する 施策に積極的に協力する責務を有する。

第２章　環境の保全及び創造に関する施策の基本方針等

（施策の基本方針）

第７条　市は、環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施に当たっては、基本理念にのっとり、

次に掲げる事項の確保を旨として、各種の施策相互の連携を図りつつ総合的かつ計画的に行わなけ

ればならない。

　⑴　公害を防止し、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素を良好な状態に保持することに

より、 市民の健康を保護し、生活環境及び自然環境を適正に保全すること。

　⑵　生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保を図るとともに、森

林、 農地、水辺地等における多様な自然環境の保全及び回復を図り、人と自然が健全に共生でき

る良好な 環境を確保すること。

　⑶　人と自然との豊かな触れ合いの確保並びに良好な景観の創造と保全及び歴史的文化遺産の保全

を図 ること。

　⑷　資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用、廃棄物の減量等の推進を図ること。

　⑸　地球環境保全及び環境への負荷の低減を図ること。

（環境基本計画の策定及び公表）

第８条　市長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、会津若松市

環境 基本計画（以下「環境基本計画」という。）を定めるものとする。

２　環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

　⑴　環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の方向

　⑵　前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

めに 必要な事項

３　市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民の意見を反映するよう必要な措置を講じなけ

れば ならない。

４　市長は、環境基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。

５　環境基本計画を変更する場合は、前２項の規定を準用する。

（市の施策の策定等に当たっての配慮）

第９条　市は、施策の策定及び実施に当たっては、環境の保全及び創造に配慮するとともに環境基本

計画 との整合を図るものとする。

第３章　環境の保全及び創造に関する活動の支援等

（情報の収集）

第10条　市は、環境の保全及び創造に関する情報を積極的に収集するものとする。

（情報の提供）

第11条　市は、環境の保全及び創造に関する情報を積極的に提供するものとする。

（環境教育及び学習の促進）

第12条　市は、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興を図り、すべての者が環境の保全

及び創造についての理解を深めるとともに、これらの者の環境の保全及び創造に関する活動を行う

意欲が増進  されるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。

（自主的活動の支援）

第13条　市は、事業者、市民又はこれらの者が組織する民間の団体が自発的に行う環境の保全及び

創造 に関する活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
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（国及び他の地方公共団体との連携）

第14条　市は、広域的な取組を必要とする環境の保全及び創造に関する施策については、国及び他

の地 方公共団体と連携しながら、推進するよう努めるものとする。

附　則

この条例は、平成９年４月１日から施行する。

資料２　会津若松市生活環境の保全等に関する条例
平成12年３月 31日公布

会津若松市条例第16号

第１章　総則

（目的）

第１条　この条例は、会津若松市環境基本条例（平成９年会津若松市条例第18号）第３条に定める

基本理念にのっとり、法令に特別の定めがある場合を除くほか、生活環境の保全等について、市、

事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、必要な事項を定めることにより、良好な生活環境

の保全及び創造に資することを目的とする。

（定義）

第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

　⑴　生活環境の保全等　大気、水、土壌等を良好な状態に保持することにより、人の健康の保護及

び生活環境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びそ

の生育環境を含む。以下同じ。）の保全及び創造を図ることをいう。

　⑵　公害　環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわた

る大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。）、土

壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下（鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。）及び

悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

　⑶　環境への負荷　人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因と

なるおそれのあるものをいう。

　⑷　空き缶等　飲食料品を収納していた容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙く

ずその他これらに類する物で、捨てられ、又は放置されることにより散乱の原因となるものをい

う。

　⑸　ポイ捨て　空き缶等をみだりに捨てること又は放置することをいう。

　⑹　回収容器　空き缶等を回収する容器で規則で定めるものをいう。

　⑺　持帰り飲食料品　屋外において容易に飲食できる飲食料品であって、これを収納する容器その

他これに類する物が捨てられ、又は放置されることにより散乱の原因となるものをいう。

　⑻　公共の場所等　公共の場所及び自己が所有し、又は管理する以外の土地又は施設をいう。

　⑼　自転車　道路交通法（昭和35年法律第 105号）第２条第１項第11号の２に規定する自転車を

いう。

　⑽　自転車の放置　公共の場所等において、自転車の利用者等（利用者、所有者及び管理者をいう。

以下同じ。）が自転車から離れてこれを直ちに移動することができない状態をいう。

　⑾　公共用水域　河川、湖沼その他公共用に供される水域及びこれに接続する公共溝きょ、かんが

い用水路その他公共用に供される水路（下水道法（昭和33年法律第 79号）第２条第３号に規定

する公共下水道及び同条第４号に規定する流域下水道であって、同条第６号に規定する終末処理

場を設置しているもの（その流域下水道に接続する公共下水道を含む。）、会津若松市農業集落

排水処理施設条例（平成10年会津若松市条例第26号）第３条第１項に規定する農業集落排水処

理施設その他これらに類する施設を除く。）をいう。

　⑿　小規模焼却炉　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和 46年政令第 300号）第５条第

１項に規定するごみ処理施設である焼却施設以外の焼却施設をいう。

　⒀　一般廃棄物　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第137号）第２条第２項に規

定する一般廃棄物をいう。

　⒁　野焼き　一般廃棄物を処理することを目的として、焼却施設を用いずに一般廃棄物を焼却する

ことをいう。

　⒂　地球環境保全　人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、野生生物の種の

減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であっ

て、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

　⒃　自動車等　道路運送車両法（昭和 26年法律第185号）第２条第２項に規定する自動車及び同条

第３項に規定する原動機付自転車をいう。
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第２章　市、事業者及び市民の責務

（市の責務）

第３条　市は、公害を未然に防止する等生活環境の保全等に努め、もって現在及び将来の市民の健康

で快適な生活を確保しなければならない。

（施設の整備）

第４条　市は、生活環境の保全等のため、必要な施設の整備に努めなければならない。

（調査、監視及び公表）

第５条　市は、生活環境の保全等のため、市域の生活環境に関する必要な調査、監視及び研究に努め

なければならない。

２　市は、前項の調査等を迅速かつ的確に行うために必要な測定機器、施設及び組織の効果的な整備

に努めなければならない。

３　市は、第１項の調査等の結果明らかになった市域の生活環境の状況を公表しなければならない。

（苦情の処理）

第６条　市は、公害及び生活環境の悪化に関する苦情があったときは、その実情を調査し、必要に応

じ県その他の関係機関と協力し、その適切な処理に努めなければならない。

（市民意識の啓発）

第７条　市は、生活環境の保全等のため、市民に対して生活環境の保全等に関する知識の普及及び意

識の啓発に努めなければならない。

（環境保全協定）

第８条　市は、工場又は事業場の規模、業態、立地条件等から総合的に判断し、生活環境の保全等の

ために必要があると認めるときは、当該工場又は事業場を設置する事業者に対し、環境保全協定の

締結を申し入れるものとする。

２　事業者は、前項の規定による協定締結の申入れがあったときは、これに応じなければならない。

（事業者の責務）

第９条　事業者は、生活環境の保全等のため、事業活動から生ずる環境への負荷の低減に努めなけれ

ばならない。

２　事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するため、自らの責任と負担において必要な

措置を講じなければならない。

３　事業者は、その事業活動を行うに当たっては、公害の生ずるおそれがあるものを厳重に管理する

とともに、公害その他市民の生活環境に支障を及ぼす行為に係る紛争が生じたときは、速やかにそ

の解決に努めなければならない。

４　前３項に定めるもののほか、事業者は、市が実施する環境施策に協力しなければならない。

（市民の責務）

第10条　市民は、生活環境の保全等のため、日常生活から生ずる環境への負荷の低減に努めなけれ

ばならない。

２　市民は、生活環境の保全等に関する取組を自ら積極的に行うよう努めなければならない。

３　前２項に定めるもののほか、市民は、市が実施する環境施策に協力しなければならない。

第３章　公害の防止

（公害防止計画の提出命令）

第11条　市長は、事業者の事業活動により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるとき

は、規則で定めるところにより、当該事業者に対し、期限を定めて公害防止計画（以下「防止計

画」という。）の提出を命ずることができる。

２　市長は、前項の規定により防止計画の提出を命ずるときは、当該防止計画に記載すべき事項を示

して行わなければならない。

（計画変更命令）

第12条　市長は、前条第１項の規定により提出された防止計画が公害を防止するために適切でない

と認めるときは、当該防止計画の変更を命ずることができる。

（実施命令）

第13条　市長は、事業者が第11条第１項の規定により提出した防止計画又は前条の規定により変更

を命じられた防止計画において定めた措置を講じないときは、当該事業者に対し、期限を定めて当

該措置の実施を命ずることができる。

（緊急時の協力要請等）

第14条　市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、関係事業者に対し、ばい煙又は排出水の

量の減少について協力を求めることができる。
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　⑴　気象状況の影響により大気の汚染が著しく人の健康を害し、又は生活環境を損なうおそれがあ

ると認めるとき。

　⑵　異常な渇水その他これに準ずる事由により水質の汚濁が著しく人の健康を害し、又は生活環境

を損なうおそれがあると認めるとき。

２　事業者は、前項の規定により協力を求められたときは、速やかにばい煙又は排出水の量の減少に

ついて適切な措置を講ずるとともに、規則で定めるところにより、当該措置の状況を市長に報告し

なければならない。

（報告）

第15条　事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める事項を直ちに市長に

報告しなければならない。

　⑴　その者の事業活動により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認められるときは、これ

らの公害の内容及び当該公害の防止のために講じようとする措置の状況

　⑵　その者の管理する施設について故障、破損その他の事故が発生した場合において、当該事故に

より公害が発生し、又は発生するおそれがあると認められるときは、当該事故の状況並びに当該

事故に対する応急の措置の内容及び復旧工事の計画

２　市長は、前項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、公害

の防止に関して必要な事項の報告を求めることができる。

 

第４章　ポイ捨て等の禁止

（ごみ持帰りの努力義務）

第16条　何人も、屋外において自ら発生させたごみを持ち帰り、ごみの散乱を防止するよう努めな

ければならない。

（ポイ捨ての禁止）

第17条　何人も、空き缶等のポイ捨てをしてはならない。

（回収容器の設置義務等）

第18条　自動販売機による飲食料品の販売者は、空き缶等のポイ捨てを防止するために、規則で定

めるところにより、回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。

２　持帰り飲食料品の販売者は、空き缶等のポイ捨てを防止するために必要な措置を講じなければな

らない。

（自動販売機の設置届出義務等）

第19条　自動販売機による飲食料品の販売者は、その設置する自動販売機（規則で定める自動販売

機を除く。以下同じ。）ごとに、あらかじめ、規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

２　前項の規定による届出をした者（その地位を承継した者を含む。以下「届出者」という。）は、

届出事項に変更（規則で定める軽微な変更を除く。）が生じたときは、その日から３０日以内にそ

の旨を市長に届け出なければならない。

３　届出者は、当該自動販売機の設置を廃止したときは、その日から３０日以内にその旨を市長に届

け出なければならない。

（届出済証）

第20条　市長は、前条第１項の規定による届出があったときは、届出者に対し、 届出済証を交付す

るものとする。

２　届出者は、当該自動販売機の見やすい箇所に届出済証を貼付しておかなけ ればならない。

３　届出者は、当該届出済証を忘失し、又はき損したときは、その事実を知っ た日から１５日以内に

その旨を市長に届け出なければならない。

（宣伝物の散乱防止）

第21条　公共の場所等において宣伝物、印刷物その他の物（以下この条におい て「宣伝物」とい

う。）を配布し、又は配布させた者は、当該配布場所及び その周辺において宣伝物が散乱したとき

は、速やかに回収する等必要な措置 を講じなければならない。

（犬のふんの放置の禁止）

第22条　犬の所有者（所有者以外の者が管理するときは、その者を含む。）は、 その犬がふんをし

たときは、これを放置してはならない。

（自転車の放置の禁止）

第23条　何人も、公共の場所等（駐輪場を除く。次条において同じ。）におい て自転車の放置をし

てはならない。

（自転車の放置に対する措置）

 第24条　市長は、公共の場所等に自転車が放置されている場合において、良好 な生活環境を保持す

るために必要があると認めるときは、当該自転車の利用 者等が自ら当該自転車を駐輪場その他の適

切な場所に移動すべき旨の警告書 を当該自転車に取り付けることができる。
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２　市長は、前項の規定による措置を講じたにもかかわらず、相当の期間を経 過してもなお自転車が

放置されているときは、当該自転車を撤去し、保管す ることができる。

（保管した自転車の措置）

第25条　市長は、前条第２項の規定により自転車を撤去し、保管したときは、 規則で定める事項を

告示するとともに、当該自転車の利用者等に当該自転車 を返還するために必要な措置を講じなけれ

ばならない。

２　前項の規定による告示の日から起算して６月（次項において「保管期間」 という。）を経過して

もなお、利用者等が引き取らない自転車又は利用者等 が不明の自転車の所有権は、市に帰属する。

３　市長は、保管期間の経過前においても、第１項の規定による告示の日から 相当な期間を経過して

もなお当該自転車を返還することができない場合にお いてその保管に不相当な費用を要するときは、

当該自転車について売却、廃 棄等の処分をすることができる。

（空き地の適正管理）

第26条　空き地の所有者（所有者以外の者が管理するときは、その者を含む。） は、当該空き地の

雑草、枯れ草等を除去し、清潔の保持に努めることにより、 近隣住民の生活環境を損なわないよう

当該空き地を適正に管理しなければな らない。

第５章　都市型及び生活型公害の防止

（公共用水域の水質汚濁の防止）

第27条　何人も、公共用水域の水質保全を図るため、洗剤等を適正に使用し、 調理くず、食用油、

残飯等を公共用水域に流入させないよう努めなければな らない。

（小規模焼却炉による自家焼却の自粛）

第28条　何人も、小規模焼却炉による一般廃棄物の自家焼却の自粛に努めなけ ればならない。

（野焼きの禁止）

第29条　何人も、一般廃棄物の野焼きを行ってはならない。

（迷惑騒音等の発生防止）

第 30条　何人も、他人の迷惑となる騒音、振動、悪臭及びばい煙を発生させな いよう努めなければ

ならない。

第６章　地球環境保全のための努力義務

（地球環境保全のための努力義務）

第 31条　何人も、生活環境の保全等に関する取組に当たり、地球環境保全が重 要であるとの意識を

持ち、節電、節水、リサイクル等を推進し、環境への負 荷の少ない生活様式の確立に努めなければ

ならない。

（自動車等の利用者等の努力義務）

第 32条　自動車等の利用者等は、自動車等の必要な整備及び適正な運転に心が けるとともに、不必

要なアイドリングをしないこと及び公共交通機関、自転 車等を利用することにより自動車等から発

生する排出ガス、騒音及び振動を 低減し、地球環境保全に努めなければならない。

第７章　補　則

（生活環境保全推進員）

第 33条　市長は、第４章及び第５章に規定する事項の達成を図るため、生活環 境の保全等に関する

情報の収集、提供、啓発、指導その他の活動を行う生活 環境保全推進員を置くものとする。

（生活環境保全重点区域の指定）

第 34条　市長は、生活環境の保全等のため、空き缶等のポイ捨て、犬のふんの 放置及び自転車の放

置を特に防止する必要があると認める区域を生活環境保 全重点区域に指定することができる。

２　市長は、前項の規定による指定をするときは、これを告示しなければなら ない。指定した区域を

変更し、又は解除するときも、同様とする。

（立入調査）

第 35条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、指定した職員に、公 害を発生し、若しく

は発生するおそれがあると認められる工場若しくは事業 場、空き缶等が散乱している土地、自動販

売機が設置されている土地、犬の ふんが放置されている土地、適正な管理が行われていない空き地

又は一般廃 棄物の野焼きが行われている土地に立ち入り、当該施設又は設備その他の物 件について

必要な調査をさせることができる。

２　前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、 関係者の請求があっ

たときは、これを提示しなければならない。 

３　第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたもの と解してはならない。
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（指導及び助言）

第 36条　市長は、この条例の目的を達成するために必要と認めるときは、関係 者に対し、指導又は

助言を行うことができる。

（勧告）

第 37条　市長は、第18条第１項、第19条第１項若しくは第２項、第21条、第26条又は第29条の

規定に違反している者に対し、規則で定めるところにより、 適当な措置を講ずるよう勧告すること

ができる。

（命令）

第 38条　市長は、公共の場所等において第17条の規定に違反してポイ捨てをし た者に対し、規則で

定めるところにより、空き缶等の回収その他必要な措置 を講ずるよう命ずることができる。

２　市長は、公共の場所等において第22条の規定に違反して犬のふんを放置し た者に対し、規則で

定めるところにより、ふんの回収その他必要な措置を講 ずるよう命ずることができる。

（委任）

第 39条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第８章　罰則

第40条　第13条の規定による命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

第41条　第11条第１項の規定による命令に違反した者は、５万円以下の罰金に 処する。

第42条　次の各号の一に該当する者は、３万円以下の罰金に処する。

　⑴　第14条第２項又は第15条第１項若しくは第２項の規定による報告をせず、 又は虚偽の報告を

した者 

　⑵　第 35条第１項の規定による調査を拒み、妨げ又は忌避した者

第43条　第 38条第１項又は第２項の規定による命令に違反した者は、２万円以 下の罰金に処する。

第44条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、 その法人又は人の

業務に関して第40条から前条までの違反行為をしたときは、 行為者を罰するほか、その法人又は

人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

附　則

（施行期日）

１　この条例は、平成12年 10月１日から施行する。

（会津若松市公害防止条例の廃止）

２　会津若松市公害防止条例（昭和 48年会津若松市条例第27号。次項において 「旧条例」とい

う。）は、廃止する。

（経過措置）

３　この条例の施行前に旧条例の規定によりなされた処分、報告その他の行為は、 この条例の相当規

定によりなされた処分、報告その他の行為とみなす。 

４　この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の 例による。

５　この条例の施行の際現に自動販売機を設置し飲食料品を販売する者に対す る第19条第１項の規

定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「 平成12年 10月 31日までに」とする。
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大気汚染

資料３　大気汚染に係る環境基準値の概要

物　　質 環境上の条件

二酸化硫黄
1時間値の１日平均値が0.04ppm 以下であり、かつ、１時間値が0.1ppm

以下であること。(Ｓ48.5.16告示)

一酸化炭素
1時間値の１日平均値が10 ppm 以下であり、かつ、１時間値の８時間平

均値が20ppm 以下であること。(Ｓ48.5.8告示)

浮遊粒子状物質
1 時間値の１日平均値が 0.10 mg/㎥ 以下であり、かつ、１時間値が

0.20mg/㎥以下であること。(Ｓ48.5.8告示)

二酸化窒素
１時間値の１日平均値が 0.04ppmから 0.06ppmまでのゾーン内又はそれ

以下であること。(Ｓ53.7.11告示)

光化学オキシダント １時間値が0.06ppm 以下であること。(Ｓ48.5.8告示)

ベンゼン １年平均値が 0.003 mg/㎥以下であること。(Ｈ9.2.4告示)

トリクロロエチレン １年平均値が 0.13 mg/㎥以下であること。(Ｈ30.11.19告示)

テトラクロロエチレン １年平均値が 0.2 mg/㎥ 以下であること。(Ｈ9.2.4告示)

ジクロロメタン １年平均値が0.15mg/㎥以下であること。(Ｈ13.4.20告示)

ダイオキシン(大気) １年平均値が0.6pg-TEQ/㎥以下であること。(Ｈ11.12.27告示)

微小粒子状物質(PM2.5)
１年間の平均値が15μｇ/㎥以下であり、かつ１日平均値が 35μｇ/㎥

以下であること。（Ｈ21.9.9告示）

備考：環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所につい

ては適用しません。

[大気汚染に係る環境基準　平成８年環境庁告示第73号(最終改正)]

[二酸化窒素に係る環境基準　平成８年環境庁告示第74号(最終改正)]

[有害大気汚染物質(ベンゼン等)に係る環境基準　平成30年環境省告示第100号(最終改正)]

[ダイオキシン類に係る環境基準　平成21年環境省告示第11号(最終改正)]

[微小粒子状物質に係る環境基準　平成21年環境省告示第33号]
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 水質汚濁

資料４　人の健康の保護に関する環境基準

項　　　　　目 基　　準　　値

カドミウム 0.003 mg / L以下

全シアン 検出されないこと

鉛 0.01 mg / L 以下

六価クロム 0.05 mg / L 以下

砒素 0.01 mg / L 以下

総水銀 0.0005 mg / L 以下

アルキル水銀 検出されないこと

ＰＣＢ 検出されないこと

ジクロロメタン 0.02 mg / L 以下

四塩化炭素 0.002 mg / L 以下

1，2 -ジクロロエタン 0.004 mg / L 以下

1，1 –ジクロロエチレン 0.1 mg / L 以下

ｼｽ-1，2 –ジクロロエチレン 0.04 mg / L 以下

1，1，1 –トリクロロエタン 1 mg / L 以下

1，1，2 –トリクロロエタン 0.006 mg / L 以下

トリクロロエチレン 0.01 mg / L 以下

テトラクロロエチレン 0.01 mg / L 以下

1，3 –ジクロロプロペン 0.002 mg / L 以下

チウラム 0.006 mg / L 以下

シマジン 0.003 mg / L 以下

チオベンカルブ 0.02 mg / L 以下

ベンゼン 0.01 mg / L 以下

セレン 0.01 mg / L 以下

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 mg / L 以下

ふっ素 0.8 mg / L 以下

ほう素 1 mg / L 以下

1，4-ジオキサン 0.05 mg / L 以下

備考

１．基準値は年間の平均値とします。ただし、全シアンに係る基準値については 最高値とします。

２．「検出されないこと」とは、定められた測定方法により測定した結果、定量限界を下回ること

   をいいます。

　[水質汚濁に係る環境基準　平成31年環境省告示第46号(最終改正)]
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資料５　生活環境の保全に関する環境基準（河川）

備考　１．基準値は、日間平均とします（湖沼もこれに準じます）。

　　　２．農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量５㎎/L以上とし

         ます（湖沼もこれに準じます）。

　　　３．MPNは大腸菌群数の測定方法です（最確数による定量法）。

　　　４．ＡＡ、Ｃ、Ｄ、Ｅ類型については、本市では該当する地域がないため、基準値を記載してい

         ません。

資料６　生活環境の保全に関する環境基準（天然湖及び貯水量1,000万ｍ３以上の人工湖）

項
目

類
型

基　準　値

該当水域水素イオン濃度

（ｐH）

化学的酸素

要求量（COD）

浮遊物質量

（SS）

溶存酸素量

（DO）
大腸菌群数

A
6.5以上

8.5以下
３㎎/L以下 ５㎎/L以下 7.5㎎/L以上

1,000MPN/

100ml以下

猪苗代湖

(pHは適用

しない)

東山ダム貯

水池

備考　１．水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適

         用しません。

　　　２．ＡＡ、Ｂ、Ｃ類型については、本市では該当する地域がないため、基準値を記載していま

         せん。

資料７　生活環境の保全に関する環境基準(窒素､リン)

項
目類

型

基　準　値
該　当　水　域

総　リ　ン

Ⅱ 0.01 mg/L以下
猪苗代湖、東山ダム貯水池

（東山ダムは令和２年度までの暫定目標 0.014）

備考　１．基準値は年間平均値とします。

　　　２．全窒素については、本市では該当する水域がないため、基準値を記載していません。

　　　３．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ類型については、本市では該当する地域がないため、基準値を記載してい

         ません。
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項
目

類
型

基　準　値

該当水域
水素イオン濃度

（ｐH）

生物化学的
酸素要求量
（BOD）

浮遊物質量
（SS）

溶存酸素量
（DO）

大腸菌群数

A
6.5以上
8.5以下 2㎎/L以下 25㎎/L以下

7.5㎎/L以
上

1,000MPN
/

100mℓ以下

阿賀川(大川）
湯川（滝見橋
より上流）
宮川
日橋川

B 6.5以上
8.5以下

3㎎/L以下 25㎎/L以下 5㎎/L以上
5,000MPN

/
100mℓ以下

湯川（滝見橋
より下流）
旧湯川
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資料８　令和３年度公共用水域水質調査結果

①湯川

①－１　雨降り滝上流 （環境基準類型　：　Ａ　）

測定項目 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 平均

水温 ℃ 10.4 14.8 17.9 19.6 20.3 18.7 17.3 8.4 5.9 2.9 13.6

ｐＨ 8.2 8.0 7.6 7.3 7.5 7.5 7.6 7.4 6.8 7.3 7.5

透視度 cm >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50

ＤＯ mg/L 11.4 10.0 9.2 9.2 9.0 9.4 9.7 11.7 12.9 14.2 10.7

ＢＯＤ mg/L 1.0 1.4 0.7 1.0 0.6 1.0 <0.5 0.6 1.0 <0.5 0.9

ＣＯＤ mg/L 1.9 2.8 2.3 4.9 4.3 3.1 2.8 2.6 3.0 2.3 3.0

ＳＳ mg/L 1 5 1 7 4 1 2 2 1 1 3

総窒素 mg/L 0.23 0.30 0.31 0.62 0.44 0.30 0.22 0.31 0.44 0.32 0.35

総リン mg/L 0.006 0.017 0.009 0.020 0.016 0.008 0.011 0.008 12.000 0.009 0.012

①－２　小田橋 （環境基準類型 ： Ｂ）

測定項目 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 平均

水温 ℃ 11.6 17.1 20.2 22.5 22.4 19.6 19.8 10.3 6.8 4.1 15.4

ｐＨ 8.1 8.3 7.6 7.1 7.4 7.4 7.3 7.4 6.5 7.2 7.4

透視度 cm 12 >50 >50 >50 >50 >50 6 >50 >50 >50 42

ＤＯ mg/L 11.5 10.9 9.4 9.3 10.0 9.4 8.8 11.6 12.1 12.8 10.5

ＢＯＤ mg/L 1.4 1.4 0.7 0.6 <0.5 0.5 1.7 0.9 1.1 0.7 1.0

ＣＯＤ mg/L 9.0 2.8 2.5 4.5 3.9 2.9 41.2 2.9 3.0 2.2 7.4

ＳＳ mg/L 100 2 2 7 3 2 320 2 2 2 44

総窒素 mg/L .0.83 0.28 0.30 0.52 0.40 0.26 2.30 0.38 0.52 0.48 0.60

総リン mg/L 0.089 0.016 0.017 0.025 0.021 0.011 0.367 0.026 0.020 0.019 0.061

①－３　烏　橋 （環境基準類型　：　Ｂ　）

測定項目 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 平　均

水温 ℃ 11.0 16.5 21.3 21.7 21.7 18.8 17.7 10.8 7.4 2.2 3.1 4.2 13.0

ｐＨ 6.8 7.1 7.3 7.5 7.1 7.2 7.6 7.2 7.4 7.4 7.6 7.5 7.3

透視度 cm 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

ＤＯ mg/L 11.6 10.9 9.8 9.6 8.0 9.2 9.8 10.8 11.6 12.8 14.0 14.0 11.0

ＢＯＤ mg/L 0.9 2.1 1.3 1.0 0.9 0.7 0.8 1.0 1.4 1.5 1.0 0.9 1.1

ＣＯＤ mg/L 2.1 3.7 3.1 3.2 3.8 3.3 4.7 2.9 3.1 2.9 2.0 2.3 3.1

ＳＳ mg/L 8 4 4 2 2 3 3 3 3 8 2 1 4

総窒素 mg/L 0.20 0.30 0.20 0.40 0.30 0.30 0.20 0.20 0.30 0.6 0.4 0.50 0.30

総リン mg/L 0.030 <0.05 <0.05 0.050 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.130 <0.05 <0.05 0.060

①－４　鍛治屋敷（天神橋） （環境基準類型 ： Ｂ）

測定項目 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 平均

水温 ℃ 10.5 17.1 20.3 20.8 20.5 18.3 17.0 10.4 7.7 2.5 3.3 4.1 12.7

ｐＨ 6.6 6.7 6.7 6.9 6.8 7.0 6.9 7.0 6.9 7.4 7.2 7.6 7.0

透視度 cm 50 42 50 50 50 50 50 50 50 49 50 50 49

ＤＯ mg/L 12.2 9.9 9.5 9.0 8.3 9.9 10.2 10.9 11.8 13.4 13.7 13.9 11.1

ＢＯＤ mg/L 1.4 3.1 1.7 1.3 1.2 1.2 0.9 1.5 1.9 3.9 2.0 1.2 1.8

ＣＯＤ mg/L 2.5 5.3 4.1 4.2 4.2 3.5 3.1 3.5 4.6 4.2 2.8 3.1 3.8

ＳＳ mg/L 4 18 6 4 7 4 2 2 7 13 5 3 6

総窒素 mg/L 0.60 0.80 0.70 0.90 1.00 0.80 0.70 1.00 0.70 1.5 1.2 1.00 0.90

総リン mg/L 0.080 0.120 0.110 0.110 0.090 0.080 0.080 0.110 0.080 0.160 0.120 0.090 0.100

①－５　阿賀川合流前 （環境基準類型　：　Ｂ　）

測定項目 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 平均

水温 ℃ 11.0 15.9 21.0 22.8 21.9 18.7 19.1 9.2 7.0 3.9 15.1

ｐＨ 7.8 7.7 7.0 6.7 6.8 6.8 7.2 7.0 6.5 6.8 7.0

透視度 cm >50 30 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 48

ＤＯ mg/L 12.1 11.6 9.2 8.7 8.3 9.7 10.0 10.8 12.4 12.3 10.5

ＢＯＤ mg/L 2.4 3.0 1.8 1.0 1.0 1.1 1.2 2.2 1.8 2.0 1.8

ＣＯＤ mg/L 3.3 5.2 3.9 4.2 3.6 3.2 3.5 4.3 3.2 3.3 3.8

ＳＳ mg/L 7 24 8 10 9 4 3 2 4 6 8

総窒素 mg/L 1.06 1.14 1.04 1.00 1.28 0.62 0.95 3.92 2.13 1.29 1.44

総リン mg/L 0.081 0.185 0.127 0.116 0.103 0.051 0.109 0.266 0.061 0.116 0.122
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②旧湯川
②－１　柳橋 （環境基準類型　：　Ｂ　）

測定項目 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 平均

水温 ℃ 9.5 16.0 18.9 20.2 20.4 18.2 16.3 10.3 7.5 2.3 3.1 3.6 12.2

ｐＨ 6.5 6.4 6.3 6.6 6.5 6.9 6.6 6.7 6.8 7.0 6.8 7.2 6.7

透視度 cm 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

ＤＯ mg/L 12.6 9.5 9.1 8.7 8.0 9.4 9.6 10.3 10.2 13.1 13.6 13.1 10.6

ＢＯＤ mg/L 0.8 1.9 1.2 1.1 0.7 0.7 0.8 1.1 1.5 1.4 1.1 0.7 1.1

ＣＯＤ mg/L 2.0 3.3 3.9 4.1 4.4 3.3 3.4 3.5 3.3 2.6 2.5 2.3 3.2

ＳＳ mg/L 4 12 14 8 8 5 8 4 4 6 3 2 7

総窒素 mg/L 0.30 0.40 0.40 0.60 0.50 0.30 0.50 0.50 0.30 0.6 0.4 0.50 0.50

総リン mg/L 0.040 0.050 0.070 0.070 <0.05 <0.05 0.060 <0.05 <0.05 0.110 0.080 <0.05 0.080

②－２　湯川橋 （環境基準類型　：　Ｂ　）

測定項目 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 平均

水温 ℃ 14.4 19.5 22.8 24.0 24.2 20.5 19.7 12.6 9.1 6.0 17.3

ｐＨ 7.9 7.2 6.9 7.3 7.0 6.9 7.1 7.1 6.9 7.1 7.1

透視度 cm >50 14 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 46

ＤＯ mg/L 10.8 9.6 8.4 8.2 7.8 9.1 9.0 11.6 11.2 12.0 9.8

ＢＯＤ mg/L 1.5 1.7 1.2 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.9 1.2 1.0

ＣＯＤ mg/L 3.1 5.9 4.5 4.2 3.3 3.7 3.8 2.7 2.5 3.3 3.7

ＳＳ mg/L 10 52 14 19 13 13 12 4 3 8 15

総窒素 mg/L 0.68 1.34 0.87 0.85 0.91 0.62 0.59 1.39 0.96 0.87 0.91

総リン mg/L 0.067 0.293 0.168 0.095 0.106 0.084 0.093 0.157 0.065 0.072 0.120

③古川

（環境基準類型　：　なし　）

測定項目 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 平均

水温 ℃ 13.0 17.4 22.3 22.0 21.4 19.5 19.1 11.3 8.7 2.4 4.1 5.3 13.9

ｐＨ 6.9 7.1 7.1 7.8 7.3 8.1 7.8 7.2 7.2 7.3 7.4 7.4 7.4

透視度 cm 50 23 50 50 50 50 50 50 50 28 5 50 42

ＤＯ mg/L 11.5 10.8 9.5 10.3 9.4 11.6 11.8 11.2 11.5 11.9 12.0 13.1 11.2

ＢＯＤ mg/L 4.6 5.3 3.2 2.9 2.0 2.1 2.1 2.5 2.5 4.2 4.3 2.5 3.2

ＣＯＤ mg/L 5.3 6.3 5.5 6.1 5.6 4.5 5.1 5.1 5.9 6.0 5.9 5.0 5.5

ＳＳ mg/L 8 28 6 5 11 4 2 5 7 17 12 2 9

総窒素 mg/L 2.10 1.00 1.20 1.80 1.30 1.50 1.60 1.80 1.60 2.5 2.4 2.00 1.70

総リン mg/L 0.270 0.190 0.220 0.240 0.150 0.200 0.230 0.210 0.160 0.350 0.260 0.160 0.220

④湯川流入河川

（環境基準類型　：　なし　）

測定項目 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 平均

水温 ℃ 10.1 17.4 20.6 21.4 21.6 18.8 18.0 10.5 7.9 3.9 7.5 8.7 13.9

ｐＨ 6.7 6.9 6.9 7.7 7.0 7.1 8.0 7.3 7.1 7.4 7.3 8.7 7.3

透視度 cm 50 29 50 50 50 50 50 50 50 35 50 50 47

ＤＯ mg/L 12.0 9.0 8.1 9.4 8.6 9.5 13.5 11.6 11.3 10.7 11.7 15.0 10.9

ＢＯＤ mg/L 4.5 6.5 5.1 3.2 2.7 1.6 3.0 3.3 4.0 7.1 3.0 3.8 4.0

ＣＯＤ mg/L 4.7 5.9 4.9 5.4 5.1 3.1 9.4 8.0 8.8 6.3 2.9 5.0 5.8

ＳＳ mg/L 6 21 3 2 6 3 2 <1.0 1 29 3 2 6

総窒素 mg/L 2.20 1.70 2.20 1.30 1.60 1.10 5.20 5.40 4.50 3.3 2.3 2.90 2.80

総リン mg/L 0.320 0.240 0.330 0.210 0.220 0.140 2.520 1.400 1.310 0.320 0.210 0.320 0.630

⑤不動川

⑤－１　不動川橋 （環境基準類型　：　なし　）

測定項目 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 平均

水温 ℃ 10.7 14.0 21.5 23.2 24.2 20.3 19.7 10.1 7.3 3.7 15.5

ｐＨ 8.1 8.0 7.3 7.4 7.5 7.4 7.5 7.3 6.8 7.2 7.4

透視度 cm >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50

ＤＯ mg/L 11.5 10.5 9.2 8.8 8.6 9.5 9.4 11.5 12.4 13.4 10.5

ＢＯＤ mg/L 1.3 1.2 1.0 0.6 0.6 0.6 0.7 0.9 1.2 1.2 0.9

ＣＯＤ mg/L 2.3 2.3 2.4 3.3 2.4 2.3 2.3 2.2 2.4 2.6 2.5

ＳＳ mg/L 3 5 4 9 3 5 3 1 2 3 4

総窒素 mg/L 0.79 0.58 0.47 0.64 0.48 0.37 0.35 0.47 0.95 0.89 0.60

総リン mg/L 0.046 0.051 0.044 0.049 0.041 0.029 0.036 0.047 0.038 0.042 0.042

③－1　城西橋

④－1　黒川排水路
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⑥金山川

⑥－１　倉橋 （環境基準類型　：　なし　）

測定項目 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 平均

水温 ℃ 15.3 19.7 23.1 26.5 28.8 22.6 22.1 10.8 7.6 3.4 18.0

ｐＨ 8.1 7.5 7.2 7.5 7.4 7.4 7.5 7.3 7.0 7.4 7.4

透視度 cm >50 6 >50 41 >50 >50 >50 >50 15 40 41

ＤＯ mg/L 10.4 9.4 8.7 8.0 8.1 8.8 8.8 11.1 11.6 13.4 9.8

ＢＯＤ mg/L 1.0 1.6 1.2 0.7 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 0.8 1.4 1.0

ＣＯＤ mg/L 2.8 7.1 4.8 3.8 3.2 2.5 2.2 2.6 11.3 4.6 4.5

ＳＳ mg/L 5 95 15 19 12 7 6 12 122 13 31

総窒素 mg/L 0.63 1.01 0.49 0.62 0.38 0..34 0.24 0.38 1.20 0.99 0.63

総リン mg/L 0.047 0.278 0.056 0.057 0.053 0.020 0.030 0.046 0.242 0.096 0.093

⑦日橋堰

⑦－１　河東町水路 （環境基準類型　：　なし　）

測定項目 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 平均

水温 ℃ 11.0 17.4 23.3 22.7 23.2 20.7 18.3 12 9.0 2.2 3.5 6.3 14.1

ｐＨ 6.8 7.2 7.5 7.5 7.3 7.4 7.5 7.2 7.4 7.4 7.4 7.7 7.4

透視度 cm 50 47 50 50 50 50 50 50 50 38 50 50 48

ＤＯ mg/L 11.3 9.9 9.3 8.1 8.0 9.1 9.5 10.6 11.9 13.1 12.7 13.5 10.6

ＢＯＤ mg/L 3.6 2.0 1.8 1.9 1.1 0.8 1.4 1.4 2.3 1.8 2.0 1.9 1.8

ＣＯＤ mg/L 3.2 6.0 5.3 4.6 4.1 3.3 3.2 3.3 3.8 3.7 4.3 3.9 4.1

ＳＳ mg/L 5 19 20 8 17 14 6 3 2 12 6 4 10

総窒素 mg/L 0.50 0.60 0.70 1.30 0.60 0.50 0.60 0.50 0.60 0.8 1.2 1.40 0.80

総リン mg/L 0.060 0.050 0.120 0.110 <0.05 0.070 0.060 <0.05 0.070 0.100 0.100 0.090 0.800

備考

２．定量限界値以下の場合は、定量限界値を用いて平均値を出しています。
３．環境基準値は主要河川にのみ定められ、市内では、湯川と旧湯川が対象です。

１．環境基準類型については、105ページ　資料５を参照。
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資料９　  令和３年度　猪苗代湖及び流入河川水質調査結果

測定項目 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 ３月 平均

水温 ℃ 7.8 10.9 20.5 24.9 26.8 20.9 21.4 12.5 8.0 1.9 15.6

ｐＨ 8.1 7.7 8.4 8.8 8.3 8.1 7.5 7.1 6.9 7.2 7.8

透視度 (cm) >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50

ＤＯ mg/L 11.9 10.2 9.7 10.0 8.2 9.2 9.3 10.3 11.6 12.7 10.3

ＢＯＤ mg/L <0.5 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5

ＣＯＤ mg/L 1.0 1.1 1.1 1.6 1.3 1.6 1.6 1.1 0.9 0.9 1.2

ＳＳ mg/L 4 2 3 10 1 <1 1 <1 <1 <1 4

総窒素 mg/L 0.24 0.23 0.24 0.26 0.24 0.23 0.22 0.13 0.26 0.24 0.23

総リン mg/L <0.003 0.003 <0.003 0.012 0.007 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.007

大腸菌群数 MPN/100mL 2 34 79 490 790 490 490 46 23 5 250 

測定項目 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 ３月 平均

水温 ℃ 11.9 18.0 20.2 23.4 23.7 18.1 17.3 7.6 6.3 1.7 14.8

ｐＨ 8.2 7.7 7.3 7.5 7.3 7.5 7.5 7.3 7.0 7.1 7.4

透視度 (cm) >50 >50 >50 43 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50

ＤＯ mg/L 12.3 11.4 8.2 7.7 7.9 9.3 8.5 11.6 11.9 12.1 10.1

ＢＯＤ mg/L 1.2 1.2 2.4 1.3 0.7 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 1.0

ＣＯＤ mg/L 6.6 5.4 9.9 13.9 8.6 8.4 7.3 6.2 5.6 5.2 7.7

ＳＳ mg/L 2 3 15 20 12 3.0 5 1.0 1.0 <1 7

総窒素 mg/L 0.54 0.37 0.81 1.06 0.95 0.85 0.77 0.72 1.23 1.54 0.88

総リン mg/L 0.020 0.028 0.078 0.119 0.076 0.006 0.054 0.019 0.020 0.031 0.045

大腸菌群数 MPN/100mL 1,100 260 2,200 33,000 33,000 2,300 3,300 1,100 490 79 7,700 

測定項目 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 ３月 平均

水温 ℃ 11.3 14.7 18.2 19.0 18.3 15.5 16.4 8.1 7.1 3.4 13.2

ｐＨ 8.0 7.7 6.9 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 6.9 7.4 7.3

透視度 (cm) >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50

ＤＯ mg/L 11.1 10.2 9.1 8.9 8.7 9.3 7.1 11.7 11.6 13.0 10.1

ＢＯＤ mg/L 0.6 0.9 0.8 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.7

ＣＯＤ mg/L 1.5 2.9 2.7 2.3 2.4 2.2 1.7 1.5 1.3 1.4 2.0

ＳＳ mg/L 1 4 4 5 5 3.0 3 1.0 1.0 3 3

総窒素 mg/L 0.69 0.78 0.45 0.49 0.55 0.39 0.25 0.38 0.55 0.50 0.50

総リン mg/L 0.008 0.044 0.029 0.033 0.028 0.013 0.016 0.011 0.008 0.010 0.020

大腸菌群数 MPN/100mL 330 2,700 700 7,000 24,000 7,900 4,600 330 330 330 4,800 

　備考　 １．定量限界値以下の場合は、定量限界値を用いて平均値を出しています。

猪苗代湖(中田浜)

赤井川（戸ノ口橋)

原川　(崎川橋)



  騒音・振動

資料10　騒音にかかる環境基準

 ■一般地域（道路に面しない地域）

地域の類型

基　準　値（ｄＢ）

本市における該当地域昼　　間
（６時～22時）

夜　　間
（22時～６時）

ＡＡ 特に静穏を要する地域 50以下 40以下 ―

Ａ
専ら住居の用に供される
地域

55以下 45以下
第１種低層住居専用地域
第１種・第２種中高層住居専用
地域

Ｂ
主として住居の用に供さ
れる地域

55以下 45以下
第１種・第２種住居地域
準住居地域

Ｃ
相当数の住居と併せて、
商業、工業の用に供され
る地域

60以下 50以下
近隣商業地域、商業地域
準工業地域、工業地域

　注　特に静穏を要する地域とは、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域などです。

　

■道路に面する地域

地　域　の　区　分

基　準　値（ｄＢ）

昼　　間
（６時～22時）

夜　　間
（22時～６時）

Ａ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域 60以下 55以下

Ｂ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域
及びＣ地域のうち車線を有する道路に面する地域 65以下 60以下

幹線交通を担う道路に近接する空間（特例） 70以下 65以下

（注１）幹線交通を担う道路：高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道（市町村道に

あっては、４車線以上の車線を有する区間に限る。）等を表します。

（注２）幹線交通を担う道路に近接する空間：以下のように車線数の区分に応じて道路の敷地境界線

からの距離によりその範囲が特定されます。

　　　・２車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路…15メートルまでの範囲

　　　・２車線を越える車線を有する幹線交通を担う道路…20メートルまでの範囲

（注３）幹線交通を担う道路に近接する空間において、個別の住居等において騒音の影響を受けやす

い面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基

準（昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下）によることができます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[騒音に係る環境基準　平成24年環境省告示第54号

(最終改正)]
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資料11　騒音規制法・県条例の規制地域及び規制基準

地域区分

基準値（dB)・時間の区分

該当地域
（都市計画法に定める用途地域）昼　間

（７時～19時）

朝
（６時～７時）

夕
（19時～22時）

夜間
（22時～６時）

第１種区域 50 45 40 第1種低層住居専用地域

第２種区域 55 50 45
第１種・第２種中高層住居専用地

域、第１種・第２種住居地域、準

住居地域

第３種区域 60 55 50
近隣商業地域、商業地域、準工業

地域及び用途地域以外の地域

第４種区域 65 60 55 工業地域

第  ５  種区域  75 70 65 工業専用地域

（注１）学校、保育所、病院、診療所（患者の収容施設を有するもの）、図書館並びに特別養護老人
ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50ｍ区域では上表に掲げる数値からそれぞれ５
ｄＢを減じた値となります（ただし、第１種区域を除く。）。

（注２）工場等の敷地が区域の区分を異にする隣地と直接接する場合における規制基準は、当該工場
等の敷地に係る区域の区分に応じた値と当該隣地に係る区域の区分に応じた値との和の２分の１
に相当する値です。

（注３）該当地域のうち下線を付した地域は、県条例の規制地域です。

資料12　特定及び指定施設一覧　・・・【※設置 30日前までに市に届出が必要です。】
　１　　 金属加工機械

　 イ 圧延機械（原動機の定格出力の合計が22.5kW以上のものに限る。）

　 ロ 製管機械

　 ハ ベンディングマシン（ロール式のものであつて、原動機の定格出力が 3.75kW以上のものに限る。）

　 ニ 液圧プレス（矯正プレスを除く。）

　 ホ 機械プレス（呼び加圧能力が294 ｷﾛﾆｭｰﾄﾝ以上のものに限る。）

　 へ せん断機（原動機の定格出力が 3.75kW以上のものに限る。）

　 ト 鍛造機

　 チ ワイヤーフォーミングマシン

　 リ ブラスト（タンブラスト以外のものであつて、密閉式のものを除く。）

　 ヌ タンブラー

　 ル 切断機（といしを用いるものに限る。）

２ 空気圧縮機及び送風機（原動機の定格出力が 7.5kW以上のものに限る。）

３ 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機（原動機の定格出力が 7.5kW以上のものに限る。）

県 土石用又は鉱物用の破砕機及び摩砕機（原動機の定格出力が 7.5kW以上のものに限る。）

県
土石用、鉱物用、飼料・有機質肥料製造用又は農薬製造用のふるい分機及び分級機(原動機の定格出力が 7.5kW
以上のものに限る。)
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4 織機（原動機を用いるものに限る。）

  ５　  　建設用資材製造機械

　 イ コンクリートプラント（気泡ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄを除き、混練機の混練容量が0.45㎥以上のものに限る。）

　 ロ アスファルトプラント（混練機の混練重量が200㎏以上のものに限る。）

６ 穀物用製粉機（ロール式のものであつて、原動機の定格出力が 7.5kW以上のものに限る。）

７
　

木材加工機械

イ ドラムバーカー

　 ロ チッパー（原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る。）

　 ハ 砕木機

　 ニ 帯のこ盤（製材用のものにあつては原動機の定格出力が15kW以上のもの、木工用のものにあっては原動
機の定格出力が2.25kW以上のものに限る。）　

　 ホ 丸のこ盤（製材用のものにあつては原動機の定格出力が15kW以上のもの、木工用のものにあっては原動
機の定格出力が2.25kW以上のものに限る。）　

　 へ かんな盤（原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る。）

８ 抄紙機

９ 印刷機械（原動機を用いるものに限る。）

10 合成樹脂用射出成形機

11 鋳型造型機（ジョルト式のものに限る。）

県 ガソリンエンジン(定格出力が 7.5kW以上のものに限る。)

県 ディーゼルエンジン(定格出力が 7.5kW以上のものに限る。)

県 冷凍機(原動機の定格出力が 7.5kW以上のものに限る。)

（注１）　県条例の騒音指定施設は、騒音規制法に規定する指定地域内にある特定工場等に設置する
　　　　騒音発生施設には適用されません。
（注２）　特定及び指定施設のうち「県」と明記されている施設は、県条例のみの指定施設です。

資料13　振動規制法の規制地域及び規制基準

地域区分

基準値（dB)・時間の区分
該当地域

（都市計画法に定める用途地域）
昼間

（７時～19
時）

夜間
（19時～７

時）

第１種区
域 60 55

第１種低層住居専用地域、第１種・第２種中高層住居専
用地域、第１種・第２種住居地域、準住居地域

第２種区
域 65 60 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

（注）ただし、学校、保育所、病院、診療所（患者の収容施設を有するもの）、図書館及び特別養護
老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の周囲おおむね 50メートルの区域内における規制基準は、当
該各欄に定める当該値から５ｄＢ減じた値とします。
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資料14　振動規制法の特定施設・・・【※設置 30日前までに市に届出が必要です。】

１
　

金属加工機械

イ 液圧プレス（矯正プレスを除く。）

　 ロ 機械プレス

　 ハ せん断機（原動機の定格出力が１ kW以上のものに限る。）

　 ニ 鍛造機

　 ホ ワイヤーフォーミングマシン（原動機の定格出力が 37.5kW以上のものに限る。）

２ 圧縮機（原動機の定格出力が 7.5kW以上のものに限る。）

３ 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機（原動機の定格出力が 7.5kW以上のものに限る。）

４ 織機（原動機を用いるものに限る。）

５ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸﾏｼﾝ（原動機の定格出力の合計が2.95kW以上のものに限る。）並びにｺﾝｸﾘｰﾄ管製造機械及びｺﾝｸﾘｰﾄ
柱製造機械（原動機の定格出力の合計が10kW以上のものに限る。）

 ６　木材加工機械

　 イ ドラムバーカー

ロ チッパー（原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る。）

７ 印刷機械（原動機の定格出力が2.2kW以上のものに限る。）

８ ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機（カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が 30kW以上のもの
に限る。）

９ 合成樹脂用射出成形機

10 鋳型造型機（ジョルト式のものに限る。）

資料15　法令に基づく特定・指定施設届出状況　　　　　　　　　（令和４年３月31日現在）
　　　　　　　　　　　                 　　　　　　
関係法令
　　施設の種類

騒音規制法 振動規制法 県条例
（騒音）

金属加工機械 62（1） 84（1） 12（0）
空気圧縮機及び送風機 757（2） － 836（0）

圧縮機 － 162（2） －

土石用又は鉱物用の破砕機及び摩砕機、ふるい及び
分級機 20（0） 13（0） －

土石用又は鉱物用の破砕機及び摩砕機 － － 6（0）
土石用、鉱物用、飼料、有機質肥料製造用又は農薬
製造用のふるい分機及び分級機 － － 5（0）

織機 51（0） 19（0） 0（0）
建築用資材製造機械 4（0） － 5（0）
コンクリートブロックマシン － 0（0） －
穀物用製粉機 0（0） － 0（0）
木材加工機械 122（0） 12（0） 24（1）
抄紙機 0（0） － 0（0）
印刷機械 41（0） 6（0） 0（0）
ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機 － 0（0） －
合成樹脂用射出成形機 112（0） 65（0） 8（0）
鋳型造型機 0（0） 0（0） 0（0）
ガソリンエンジン － － 0（0）
ディーゼルエンジン － － 73（3）
冷凍機 － － 283（6）

合　　　　計 1,169 361 1252

上記施設に係る届出工場・事業場数 156 85 163
※　（　）内の数値は、令和３年度の届出施設数
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資料16　特定建設作業及び騒音指定建設作業に関する基準
　　　　基準種別

区域区分

騒音の規
制基準

振動の規
制基準

作業時間に関す
る基準

1日あたりの作
業時間

作業期間に関
する基準

作業日に関する
基準

法

第１号区域

85dB

75dB

７時～19時の時
間内であること

一日 10時間を超
えないこと

連続して６日
間を超えない
こと

日曜・休日でな
いこと

第２号区域
６時～22時の時
間内であること

一日 14時間を超
えないこと

県条例
（騒音のみ） －

７時～19時の時
間内であること

一日 10時間を超
えないこと

（注１）■第１号区域　：第１種低層住居専用地域、第１種・第２種中高層住居専用地域、　
　　　　　　　　　　　　第１種・第２種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業
　　　　　　　　　　　　地域　工業地域のうち、学校、病院等の周辺おおむね80ｍの地域
　　　　■第２号区域　：工業地域のうち、第１号地域で規制される地域を除く地域
　　　　■県条例(騒音)：工業専用地域、調整区域、都市計画区域以外の地域（市内において騒音規
　　　　　　　　　　　　制法で規制されていない地域全て）のうち、学校、保育所、病院、診療所、
　　　　　　　　　　　　図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の周囲 80ｍ以内
　　　　　　　　　　　　の地域
（注２）基準を上回る騒音を発生している場合に改善勧告又は命令を行うにあたり、騒音防止対策の
　　　ほかに、１日当たりの作業時間を４時間までの範囲で短縮することができます。
（注３）この基準には、災害その他の非常事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場
　　　合などの適用除外が設けられています。

資料17　騒音特定建設作業及び騒音指定建設作業【※作業７日前までに市に届出が必要です。】

１
くい打機（もんけんを除く。）、くい抜機又はくい打くい抜機（圧入式くい打くい抜機を除

く。）を使用する作業（くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。）

２ びよう打機を使用する作業

３
さく岩機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業

に係る２地点の最大距離が50mを超えない作業に限る。）

４
空気圧縮機（電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が15kW以上の

ものに限る。）を使用する作業（さく岩機の動力として使用する作業を除く。）

５

コンクリートプラント（混練機の混練容量が0.5㎥以上のものに限る。）又はアスファルトプラ

ント（混練機の混練重量が200㎏以上のものに限る。）を設けて行う作業（モルタルを製造する

ためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。）

６
バックホウ（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するも

のを除き、原動機の定格出力が 80kW以上のものに限る。）を使用する作業

７
トラクターショベル（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指

定するものを除き、原動機の定格出力が 70kW以上のものに限る。）を使用する作業

８
ブルドーザー（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定する

ものを除き、原動機の定格出力が40kW以上のものに限る。）を使用する作業
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資料18　振動特定建設作業・・・【※作業７日前までに市に届出が必要です。】

①
くい打機（もんけん及び圧入式くい打機を除く。）、くい抜機（油圧式くい抜機を除く。）又は

くい打くい抜機（圧入式くい打くい抜機を除く。）を使用する作業

② 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

③
舗装版破砕機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあつては、１日における当該

作業に係る２地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。）

④
ブレーカー（手持式のものを除く。）を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあつ

ては、１日における当該作業に係る２地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。）

資料19　深夜営業の規制基準

規制内容　　
　　区域の区分

音響機器の使用禁止
の時間帯

音量規制

時間帯 基準値

A区域

第１種低層住居専用地域、第１種・第

２種中高層住居専用地域、第１種・第

２種住居地域、準住居地域 午後11時～翌日
の午前６時まで

午後 10時～翌
日午前６時ま
で

45ｄＢ

B区域
近隣商業地域、商業地域、準工業地
域、工業地域 55ｄＢ

（注１）音響機器とは、音響再生装置、楽器、有線放送装置及び拡声装置を指します。
（注２）音響機器の使用の制限については、音が外部に漏れない場合は適用しません。
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 悪　臭

資料20　会津若松市の悪臭防止法による規制地域

地域区分 規制地域（都市計画法に定める用途区域区分など）

Ａ区域

１　第１種低層住居専用地域、第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、
　第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域及び近隣商業地域
２　神指町大字南四合のうち、字深川東、字深川西、字深川、字幕内北、字幕内西、字才ノ
　神（227番から505番までに限る）、字柳原（591番から688番までに限る）及び字幕内の
　区域
３　柳原町四丁目の区域のうち、584番から699番までの区域
４　幕内南町の区域のうち、10番並びに11番 14号及び15号の区域

Ｂ区域 商業地域及び準工業地域

Ｃ区域 工業地域（Ａ区域の２及び４に揚げる区域を除く。）及び工業専用地域

[平成28年 11月会津若松市告示第105号（最終改正）]

資料21　特定悪臭物質を含む気体の事業場の敷地境界線の地表における規制基準（単位 ppm ）　
特定悪臭物質の種類 Ａ区域 Ｂ区域 Ｃ区域 に　お　い

アンモニア １ ２ ５ し尿のようなにおい

メチルメルカプタン 0.002 0.004 0.01 腐った玉ねぎのようなにおい

硫化水素 0.02 0.06 0.2 腐った卵のようなにおい

硫化メチル 0.01 0.05 0.2 腐ったキャベツのようなにおい

二硫化メチル 0.009 0.03 0.1 腐ったキャベツのようなにおい

トリメチルアミン 0.005 0.02 0.07 腐った魚のようなにおい

アセトアルデヒド 0.05 0.1 0.5 刺激的な青臭いにおい

プロピオンアルデヒド 0.05 0.1 0.5 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい

ノルマルブチルアルデヒド 0.009 0.03 0.08 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい

イソブチルアルデヒド 0.02 0.07 0.2 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい

ノルマルバレルアルデヒド 0.009 0.02 0.05 むせるような甘酸っぱい焦げたにおい

イソバレルアルデヒド 0.003 0.006 0.01 むせるような甘酸っぱい焦げたにおい

イソブタノール 0.9 4 20 刺激的な発酵したにおい

酢酸エチル 3 7 20 刺激的なシンナーのようなにおい

メチルイソブチルケトン 1 3 6 刺激的なシンナーのようなにおい

トルエン 10 30 60 ガソリンのようなにおい

スチレン 0.4 0.8 2 都市ガスのようなにおい

キシレン 1 2 5 ガソリンのようなにおい

プロピオン酸 0.03 0.07 0.2 刺激的な酸っぱいにおい

ノルマル酪酸 0.001 0.002 0.006 汗臭いにおい

ノルマル吉草酸 0.0009 0.002 0.004 蒸れた靴下のようなにおい

イソ吉草酸 0.001 0.004 0.01 蒸れた靴下のようなにおい

[平成24年４月会津若松市告示第119号（最終改正）]

資料22　福島県悪臭防止対策指針に基づく基準（臭気指数）

区域の区分 対象地域
工場等の敷地
境界の地表に
おける基準

工場等の煙突その他の気体排出口
における基準

５m～30m 30m～50m 50m～

第１種区域 悪臭防止法に基づくＡ区域 10 28 30 33

第２種区域 悪臭防止法に基づくＢ区域並びに都市計
画法に基づく用途区域以外の区域 15 33 35 38

第３種区域 悪臭防止法に基づくＣ区域 18 36 38 41

[平成19年１月福島県告示第５号(最終改正)]
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